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第２章 教職員の任用 

 

１ 市町村教育委員会の内申権 

 (1) 法的根拠 

 義務教育が国民的教育として一定水準を維持確保するため、そこにおける教

職員の人事交流を円滑にし、併せて人事権の行使と給与負担を適正に行うため

、都道府県が給与を負担する教職員（県費負担教職員）の任命権は、都道府県が

行うよう昭府31年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地方教

育行政法」という。）が制定された。 

 しかし、これら県費負担教職員は、あくまでも身分は市町村の公務員であり

、しかも市町村教育委員会の監督の下にその職務を執行している。 

 都道府県教育委員会は、任命権を有するが監督を直接行うものではないので

、これら二つの執行機関の連携を円滑適正にするため設けられた措置が、市町

村教育委員会の内申権である。 

 

 (2) 内申の法的効力 

 県費負担教職員の服務を監督する市町村教育委員会の考えを、都道府県教育

委員会が任命権の行使に際して、十分に反映するため設けた制度が、内申制度

である。都道府県教育委員会は、その任命権を行使する場合、学校の管理者た

る市町村教育委員会の内申をまって、それから教職員の任命その他の身分上の

変動を行うものである。 

 なお、教育における地方分権推進の観点から、平成 19 年６月の地方教育行政

法の一部改正により、県費負担教職員の同一市町村内の転任については、市町

村教育委員会の内申に基づき、都道府県教育委員会が行うこととなった。（平成

20 年４月１日から施行、ただし、都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交

流の観点から、都道府県教育委員会が定める県費負担教職員の任用に関する基

準に従い、市町村間での転任が必要な場合や、やむを得ない事情により当該内

申に基づく転任が困難な場合には、当該内申に基づくことを要しない。） 

 都道府県教育委員会は、市町村教育委員会の内申を十分に尊重すべきで あ

るが、内申どおり発令しないことは異例のこととしてあり得る。もともと市町

村の職員である県費負担教職員の任命権と人事行政を統一的に処する見地か

ら、あえて都道府県教育委員会にゆだねた制度の趣旨からみて、内申の内容が、

すべて法的拘束力を有するとはいいきれず、法の趣旨とするところではない。 

 

 (3) 教育長と内申 

 市町村教育委員会が内申を行うに際しては、教育行政の専門家たる教育長の

助言による。このことは、教育長が教育委員会事務局の総括的専門職員たる性

格をもって、委員会の機関意思決定に参与することから当然のことであるが、

内申についても例外でないことを明記したものである。 

 

 (4) 内申のない場合の任命権の行使 

 都道府県教育委員会は、市町村教育委員会に対し内申を求め、最大限の努力

を払ったにもかかわらず、市町村教育委員会が内申しないような異常な場合に

は、次の理由により、例外的に内申がなくても任命権を行使することができる

ものと解されている。 
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① 制度の趣旨は、双方が協働関係を維持することであって、市町村教育委員 

会に都道府県教育委員会の任命権行使を抑制させようという趣旨のものでは 

ない。 

② 市町村教育委員会は、人事行政の責任の一部を法律上分担し、必要がある 

場合には内申をしなければならない義務を行政機関として有すると言うべき

である。 

③ 内申がない限り任命権行使ができないと解すると、双方の協働関係を前提 

 としつつ人事行政を行うという趣旨に矛盾し、義務に反して内申しないこと

で、都道府県の任命権行使の制度が正常に機能し得なくなる。 

 このような事態を、法律自体が合理的なものとして容認しているとは考え 

られない。 

 

 (5) 校長の意見具申 

 校長は地方教育行政法の規定により、任命権者に対し、又は内申権者である

市町村教育委員会に対し、採用、昇任、降任、転任、免職、休職、復職、懲戒及

び給与の決定等、身分上の一切の事項に関して意見を申し出ることができる。

このことは、校長が所属職員の勤務状況、能力、性格、家庭状況等について最も

よく把握している立場にあることから、教職員の適正な配置を図る上でその意

見を人事に反映させることが重要であり、随時校長に意見具申できる機会を制

度的に設けているのである。 

 なお、市町村立学校にあっては地方教育行政法第 39 条の規定により内申権を

有する市町村教育委員会に対してのみ意見具申できることを明確にしている。 

 校長の意見具申がいかなる効力を有するかは、地方教育行政法の規定で「申

し出る」ことができるものとされており、任命権者または内申権者の意思決定

がこれにより拘束されるということではなく、校長の意見具申を参考として、

よりよい決定のために資するものである。したがって、法律上の要件とはされ

ず、教育委員会は、校長の意見具申をまつことなくその意思決定ができるもの

である。 

 しかしながら、制度の効果的運用をはかるためには、校長の意見具申は重要

な役割を果たすものであるから、教育委員会は、学校間の教職員組織の充実な

ど適正な人事行政を遂行するため、校長からの意見聴取は年度末異動に限定せ

ず随時行うべきであり、校長は常時、所属職員の身分上の一切の事項について、

その方法・形式を問わず所属職員との意思の疎通を図り、職員の希望等積極的

に聴取し、職員の適正な配置を図る上で、その意見を人事に反映させることが

大切な責務である。 

 

２ 公立学校職員の身分 

 (1) 職員の区分 

 すべての地方公務員は、一般職と特別職に区分され、地方公務員法の規定は、

一般職に属する地方公務員にはすべて適用されるが、特別職に属する地方公務

員には法律に特別の定めがある場合を除き、適用されないことになっている。 

 教育公務員特例法では、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助

教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び常勤講師を教育公務員として、その

職務と責任の特殊性に基づき一般の地方公務員に比して特別の身分取扱いを定

めている。実習助手及び寄宿舎指導員については、それに準ずる取扱いをする

ものとされている。 
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 (2) 県費負担教職員 

 次に示す教職員の給与については、本来その学校の設置者である市町村が負

担するのが原則であるが、市町村立学校職員給与負担法により都道府県が負担

するものとされている。そして、これらの教職員を「県費負担教職員」と称する

こととしている。 

 なお、これら教職員の給与は県が負担し、その１／３を国が負担している。こ

れら職員の定数は、県条例（本県の場合は予算定数）で定められ、その範囲内で

県教育委員会が市町村教育委員会の意見をきいて学校ごとの定数を定めるもの

としている。 

 

 (3) 県費負担教職員の身分の特例 

  県費負担教職員の身分取扱上の特例については、①任命権は県教育委員会に

あり②任免その他の進退については、市町村教育委員会の内申をまって任命権

の行使を行い③校長の採用及び教員の採用並びに昇任は、県教育委員会の教育

長が行うこととされている。 

 また、④校長は所属職員の任免その他の進退に関する意見を任命権者ではな

く市町村教育委員会に申し出ることができるとされ⑤給与、勤務時間等の勤務

条件は県条例で定められ⑥分限・懲戒についても地方公務員法の規定により条

例事項とされているものは、県条例で定められている。 

 なお、⑦地方公務員法の分限規定にかかわらず、市町村を異にする異動は、一

つの市町村を免職し引き続いて県内の他の市町村の県費負担教職員として採用

できる。この場合、すでに正式採用となっていた者であるときは、再び条件附採

用の取扱いをしない。⑧服務等の一般的監督は市町村教育委会にゆだねられて

いる。 

３ 公立学校教職員の任用の方法 

 (1) 採 用 

 教育公務員特例法の規定により、校長の採用並びに教員（副校長・主幹教諭・

学校別 県費負担教職員 

小学校・中学校 校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教

諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助

教諭、講師、学校栄養職員、事務職員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育法第５条 

給与負担法第１条 

 〃 第２条 

地教行法第 37 条 

第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地教行法第 37 条 

 〃 第 38 条 

教特法第 11 条 

 

地教行法第 39 条 

 〃 第 42 条 

 〃 第 43 条第３項 

 

 〃 第 40 条 

 

 

 〃 第 43 条第１項 

 

 

 

教特法第 11 条 

 

（参考図）

学校に

在籍す  副校長・教頭・主幹教諭・

る地方  指導教諭・教諭・助教諭・

公務員  養護教諭・養護助教諭・

 栄養教諭・常勤講師

 事務職員・学校栄養職員・技術職員

教職員

  上に準ずる職員

 教育職員

  教育公務員

 校長

 教員

 単純労務職員

特別職

一般職

 用務員・給食調理員・技術員・技能員・業務員

 非常勤講師・学校医・学校歯科医・学校薬剤師

上記以外の職員

実習助手・寄宿舎指導員

教育公務員特例法適用者
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指導教諭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・講師）の採用及び

昇任は、競争試験によらず、すべて選考によることとされ、任命権者である県教

育委員会の教育長が行っている。 

 このように教員の採用について、競争試験でなく選考によることとされてい

るのは、教員免許状の所有がその資格要件となっているため、教員としての能

力は免許状によって実証されていると考えられるので、教員として真にふさわ

しい人物を選ぶという意味がある。実習助手及び寄宿舎指導員については、教

員に準ずる取扱いをするものとされ、事務職員・学校栄養職員・技術職員につい

ては、一般の公務員と同様、県人事委員会の行う競争試験によるものとされて

いる。 

 なお、教員の採用にあたっては、一般公務員に比較して厳しい資格要件が課

せられている。 

 

誤って欠格条項に該当する者を任用した場合は、その任用行為は無効となり

、現職にある者が、これらの条項に該当したときは、自動的に失職することと

なるが、辞令の必要はなく、念のためその日をもって失職する旨の通知をする

ことが適切な措置である。 

 

 (2) 昇 任 

 教員については、助教諭が教諭に、あるいは教諭が教頭に任用されることを

いい、教育公務員特例法においては、教員から校長になることは採用としてと

らえている。昇任は選考により行われ、その選考は、任命権者である県教育委員

会の教育長が行う。 

 県立学校の校長及び教頭は、教育長の推薦により県教育委員会が任命し、市

町村立小・中学校の校長及び教頭は、市町村教育委員会の内申をまって県教育

委員会が任命するもので、その内申を行うについては、市町村教育委員会は市

町村の教育長の助言に基づくものとされている。 

 校長・教頭となる資格要件としては採用の場合と同じであるが、さらに学校

教育法施行規則により次の条件が附されている。 

地方公務員法第 16 条（欠格条項） 学校教育法第９条（欠格事由） 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その 

執行を終るまで又はその執行を 

受けることがなくなるまでの者 

２ 当該地方公共団体において懲戒

免職の処分を受け、当該処分の

日から２年を経過しない者 

 ※ 県費負担教職員にあっては 

  県教育委員会 

３ 人事委員会（公平委員会）の委

員の職にあって、罰則に規定す

る罪を犯し刑に処せられた者 

４ 憲法施行の日以後において、憲

法又はその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し、又

はこれに加入した者 

１ 禁錮以上の刑に処せられた者 

２ 免許状失効の日から３ 年を経過

しない者 

３ 免許状取上げの処分を受け、  

 ３ 年を経過しない者 

４（左の欄の５と同じ） 

教育職員免許法第３条第１項 

教育職員は、この法律により授与す

る各相当の免許状を有する者でなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

教特法施行令 

第 10 条 

地公法第 17 条 

～第 21 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地公法第 28 条第４項 

 

 

 

 

教特法第 15 条 

 

 

 

地教行法第 34 条 

 〃 第 38 条 
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  ○校長・副校長 

  ① 教諭の専修免許状又は一種免許状（高校の校長にあっては、専修免許   

状を有し、かつ、５年以上教育に関する職にあったこと 

 ただし、当分の間は、二種免許状（高校の校長にあっては、一種免許

状）でも可 

  ② 教育に関する職に 10 年以上あったこと 

③ 施行規則第 20 条に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認

められる者 

 ○教 頭 

  ① 各相当学校の教諭の専修免許状又は一種免許状（高校の教頭にあって

は、専修免許状）を有し、かつ、５年以上教育に関する職にあったこと 

 ただし、当分の間は、二種免許状（高校の教頭にあっては、一種免許   

状）でも可 

  ② 教育に関する職に 10 年以上あったこと 

 なお、本県においては、校長採用や教頭昇任に際し、その職に必要な職務遂行

能力を有するか否か選考検査を行っており、その受検資格については、要綱等

の定めるところによる。 

 

 (3) 降 任 

 職員を現に任用されている職より下位の職に任命することをいう。本県にお

いては、市町村（組合）立小・中学校及び県立学校の校長又は教頭の職にある者

を対象とした希望降任制度を平成 21 年度から実施している。 

 

 (4) 転任(配置換) 

 採用・昇任・降任以外の方法で、現にある職についている職員を他の職に任命

することをいう。 

 県費負担教職員については、地方公務員法の分限規定にかかわらず、地方教

育行政法によりＢ市での採用を前提としてＡ町の教諭を一方的に免職しうる特

例が認められている。この場合の異動は、形式的には転任ではなく「免職・採

用」であるが、本県においては、こうした場合も含め、広い意味で事実上転任と

呼んでいる。 

 用語の用い方としては、同一市町村内における異動を配置換といい、他市町

村にまたがる異動を転任という。 

 

 (5) 退職及び退職勧奨 ※参考図P18 

 退職は、死亡、雇用期間の満了及び職員の自発的意志により職を退く場合並

びに定年により退職する場合をいう。 

 退職勧奨は、教職員の新陳代謝を目的として、県教育委員会が定める「退職勧

奨要綱」により、勧奨基準を定めて行われている。 

 退職勧奨とは、雇用関係にある者に対し、自発的な退職意思の形成を勧誘す

るためになす説得等の事実行為をいう。 

 

 (6) 人事発令用語   

 任用に関する人事発令用語は、地方公務員法の規定に基づき人事委員会規則

「人事記録に関する規則」により定められている。用語の定義は付録１の「主な

人事発令用語の解説」に掲げるとおりである。 

学校教育法施行規則

第 20 条 

〃H1.3.22 附則 4、5 

 

 

 〃 第 22 条 

 

 

学校教育法施行規則

第 23 条 

 〃 H1.3.22 附則６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地教行法第 40 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地公法第 8 条        

人事記録に関する 

規則第５条 
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４ 特殊な任用制度の形態 

 (1) 条件附採用中の身分 

 教職員の採用は、臨時的任用又は非常勤講師の任用の場合を除き、地方公務

員法の定めにより、すべて条件附のものであり、採用後原則として一定期間そ

の職を良好な成績で遂行したとき正式採用となる。任命権者は、同法第 23 条の

規定により、定期的に人事評価を行うこととされ、勤務成績が良好でない場合

は、条件附採用期間終了前までにその職員を免職することができる。なお、良好

な勤務成績で経過したときは、改めて特別の手続きを要することなく、終了の

日の翌日から正式採用となる。 

 条件附採用期間中の教職員は、その期間中、身分保障に関する規定及び不利

益処分に対する不服申立てに関する規定並びに行政不服審査法の規定が適用さ

れないほかは、その身分の取扱いは、正式採用の教職員と異なるものではない。 

 なお、条件附採用期間中の職員に対する服務規律に関する規定の適用は正式

採用の職員と全く同じであり、その違反に対しては懲戒処分等を行うことがで

きる。 

 

＜事例研究＞ 

◎ 条件附採用期間中の職員について勤務成績良好と判定するに足りる証明が 

得られれば当該職員は正式採用になるか（昭和 34 年 11 月 6 日委発第 235 号文

部省初等中等教育局長回答「行政上の疑義について」） 

（照 会） 

１ 地方公務員法第 22 条第１項にいう条件附採用期間中の職員について、条件

評定書（勤務評定書）が提出されない場合、これに代る勤務成績良好と判定す

るに十分な他の証明が得られれば、地方公務員法第 22 条により正式採用にな

ると解せざるを得ないが、どうか。採用になり得ないとすれば、その法的根拠

を示されたい。 

２ 右に関連して条件評定書が提出されないという理由で（評定書提出は本人

の責に帰すべき問題ではない。）、条件附採用期間中の職員を解雇することは

違法と思うが、どうか。違法でなく、この措置が有効に成立するとすれば、そ

の法的根拠を示されたい。 

（回 答） 

１ 地方公務員法第 22 条第１項は、条件附採用期間中の職員は、その職にお

いて６月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用

になるものとする旨を定めているが、その職務を良好な成績で遂行したかど

うかの判定については、別段の定のない限り、任命権者が行うものであり、

任命権者が条件附採用期間中の終了前に別段の措置をしない限り、その期間

が終了した日の翌日において、職員の採用は正式なものとなるものと解す

る。 

２ 条件附採用期間中の職員については、地方公務員法第 28 条第４項（現第 29

条の２第１項）の規定により分限に関する規定の適用を排除し、かつ、同法第

28 条第４項の規定により、不利益処分の審査に関する請求権を否認している

趣旨にかんがみ、同法第 28 条第５項（現第 29 条の２第２項）に基づく条例

に別段の定のない限り、その意に反して免職する場合の事由について、何ら

限定されていないものと解する。 

（裁判例） 
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 〃 第 49 条 
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◎ 条件附採用期間中の職員に対する分限処分は、分限事由の有無につき任命権

者に相当広い裁量権が認められ、その判断が合理的な限度を越えた不当なもの

である場合のみ裁量権の行使を誤った違法なものとなる。（鹿児島県地方昭

61.7.18 判決） 

 条件附採用制度の趣旨・目的は、採用に当たっての競争試験又は選考がなお

職務遂行能力を完全に実証するとはいえないため、一旦採用された職員の中に

適格性を欠く者があるときはその排除を容易にし、もって成績主義の原則（地

方公務員法 15 条）を貫徹しようとするにあり、したがって、条件附採用期間中

の職員の分限については、正式採用職員の分限に関する規定の適用が排除され、

身分保障の程度に差異が設けられている。 

 条件附採用期間中の職員の分限について、地方公務員法第 29 条の２第２項に

より条例に定めが設けられていない場合は、国家公務員法第 81 条２項に基づく

人事院規則 11-４第９条の規定に準じて判断するのが相当である。    

 条件附採用制度の趣旨・目的・人事院規則 11-4 第９条の内容からすると、条

件附採用期間中の職員に対する分限処分は、その分限事由の有無につき任命権

者に相当広い裁量権が認められており、その判断が客観的に合理性があるとし

て許容される限度を越えた不当なものと認められる場合のみ裁量権の行使を誤

った違法なものとなる。 

 地方公務員法では、地方公務員の条件附採用期間は６月とし、人事委員会は

これを１年に至るまで延長することができるとしている。また、職員の任用に

関する規則では、採用後６月間において実際に勤務した日数が 90 日に満たない

場合には、その日数が 90 日に達するまで（ただし１年を超えることはできない）

延長することができるとしている。 

 教育公務員については、初任者研修制度が導入されたことに伴い、「教育公務

員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律」が平成元年４月１日から施行され、条件附採用期間についての特例が設け

られた。つまり初任者研修の対象となる国公立の小学校、中学校、高等学校及び

特殊教育諸学校（現特別支援学校）に採用された教諭、助教諭及び講師の条件附

採用期間を現行の６月から１年にすることとしたのである。 

 これは、（ア）初任者研修制度の創設に伴う教諭等の勤務形態の特殊性、教諭

等の職務の特殊性、学校の特殊性とそれらに伴う職務遂行能力の実証の困難性

にかんがみての措置である。 

 

 (2) 代替教職員 ※臨時的任用教職員 

 学校教育の正常な運営を確保するため、「女子教職員の出産に際しての補助

教職員の確保に関する法律」及び「地方公務員の育児休業等に関する法律」に

より臨時的任用教職員として代替教職員の任用を行っているが、身分は一般職

の地方公務員となるので、分限に関する規定等を除いて地方公務員法が適用さ

れる。 

 また、本県独自の制度運用により次のような代替教職員の臨時的任用を行っ

ている。 

 ① 療養代替教職員 

 引き続いて 21 日以上の傷病休暇を取得する教職員に対し、県教育委員会が

学校運営上必要と認めた場合に当該教職員の代替として臨時的任用。 

 

 ② 研修代替職員 
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 文部科学省主催等の「研修」について、その期間が 21 日以上で県教育委員

会が必要と認めた場合に当該研修教員の代替として臨時的任用。 

 ③ 介護代替職員 

 日単位で引き続いて 21 日以上の介護休暇を取得する教職員について、  

県教育委員会が必要と認めた場合に当該介護休暇教職員の代替として臨  

時的任用。 

 代替職員の具体的な任用期間の決定にあたっては、「代替職員の任用期間

に関する基準」の規定により行うこと。 

 また、発令及び発令内申書等提出書類については、規定されたとおりに取

り扱うこと。 

 なお、臨時的任用職員の給与等の勤務条件については、次に掲げる内規に

よるほかは正規の教職員に準じて取り扱われるので留意すること。 

 

○産休及び育休代替職員の事務引継ぎについて 

 「産休代替法」及び「育児休業法」の規定に基づく代替職員の任用期間の前

後における事務の引継ぎを円滑に実施するために、本県では「代替職員事務引

継取扱要綱」で事務引継ぎの制度を定めている。 

 具体的には、「女子学校職員」の分べん休暇の前後（引続き育児休業が承認

された場合は、育児休業終了後）、原則として当該女子学校職員の休暇等の期

間が始まる直前の勤務日及び休暇等の期間の終了後最初に勤務すべき日を「事

務引継日」として設ける。その他、代替職員の任用期間が終了又は代替職員が

任用期間の中途で退職等の事由により、新たに代替職員を任用する場合は、前

任の代替職員が最後の勤務すべき日に「事務引継日」を設ける。 

 教育事務所長又は県立学校長がその休暇に係る代替職員に対して、任用期

間前後の事務引継ぎについて依頼し、これに対する報償を支払うことになっ

ている。 

 

○臨時的任用教職員人材バンクについて 

 ① 臨時的任用教職員人材バンクの概要 

 平成５年度より、代替等教職員の確保を図る目的で臨時的任用教職員人材

バンク（通称「人材バンク」)の運用を開始した。各登録職種（教諭、養護

教諭、事務職員、栄養職員、実習助手、寄宿舎指導員）に応じて代替等任用

候補者リストが作成できるようになっている。 

 ② 代替等教職員を捜す場合 

 捜している代替等教職員の職種、校種、教科、地区（郡単位）、任用予定

年月日を管理主事に連絡することにより、義務教育課において当該条件を満

たした代替等任用候補者リストを作成する。 

 このリストは管理主事と代替等教職員を必要とする学校長（又は教頭）と

で直接に受け渡しを行い、受領後は各学校においてリストに記載された代替

等候補者に直接連絡をとり選考することができる。 

 なお、この代替等任用候補者リストは個人情報であるため、取扱いには十

分注意しなければならない。 

 ③ 人材バンクへの登録方法 

 義務教育課又は各教育事務所に設置してある 「臨採カード」を義務教育

課に提出することにより特に問題のない限り、人材バンクに登録される。 

 なお、この臨採カードは様式等の変更が行われる場合があるので、登録の
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際には、義務教育課又は各教育事務所に確認すること。 

 また、現在任用中の代替等教職員が住所変更等により人材バンクの登録内

容に変更が生じた場合は、義務教育課への連絡が必要である。 

※ 人材バンクについては義務教育課のホームページにも掲載されているの

で、そちらも参考にすること。 

 

 (3) 定数内臨時教職員（期間採用教職員) ※臨時的任用教職員 

 期間採用教職員については、正規職員の欠員の補充を行うため、地方公務員

法第 22 条の３の規定に基づく臨時的任用職員として任用期間を定め採用する。 

 給与・勤務時間などの勤務条件については、次に掲げる内規によるほかは正

規教員に準じて取り扱われる。 

 なお、期間採用教育職員の任用にあたっては次の点に留意すること。 

① 任用期間 

 原則として、４月１日～９月30日及び10月１日～翌年３月31日とする。  

ただし、他県の正規採用教員等から身分の引き続く者は、採用日は４月２日

以降とする。 

② 任用職名 

 教育職員にあっては、校種・教科の免許資格又は担当職務に応じ、教諭、

養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、実習助手又は寄宿舎指導員とし

て任用し、日本国籍を有しない者は講師として任用する。 

 また、臨時免許状のみを有する者は、助教諭又は養護助教諭若しくは講師

として任用する。教育職員以外としては、事務職員、学校栄養職員の任用が

ある。 

③ 期間採用教職員の申込 

 期間採用教職員の申込受付期間は、基本的には毎年９月中旬～10月中旬頃

を予定している。必ず実施要綱等を確認のうえ申込みを行う必要がある。 

 （義務教育課のホームページにも掲載しているので参考にすること） 

  

 (4) 臨時的任用教職員等の共済制度 

 臨時的任用教職員（期間採用教職員・代替教職員）は、公立学校共済組合員

の資格を取得する。 

 

 (5) 任期付教職員（令和２年４月より適用） 

 任期付教職員は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律等

の規定により、正規の職員が育児休業または配偶者同行休業を取得することに

より、定数に欠員が生じる場合において、当該職員の業務を処理するために必

要があると県教育委員会が認める場合に任用期間を定めて採用される。給与・

勤務時間などの勤務条件については、正規職員と同様に取り扱われる。 

 任期付教職員の任用にあたっては次の点に留意すること。 

① 任用期間 

 原則１年以上の期間とし、対象職員の休業の取得期間の範囲内（３年を超

えない範囲）とする。 

② 任用職名 

 教育職員にあっては、校種・教科の免許資格又は相当職務に応じ、教諭、

養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、実習助手又は寄宿舎指導員とし

て任用する。ただし、日本国籍を有しない者は、講師として任用する。 
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 教育職員以外としては、事務職員、学校栄養職員の任用がある。 

③ 選考の実施 

 県教育委員会は、任期付教職員の採用に係る選考を行い、その名簿を作成

する。 

 

 (6) 育児のための任期付短時間勤務職員 

  育児のための任期付短時間勤務職員（以下「育短任期付職員」という。） 

については、育児短時間勤務をする職員（いわゆる「本務者」を意味する。）

の業務を処理するために必要があると認める場合に、育休法第18条第１項の規

定に基づく条件附採用として任用期間を定め任用する。 

  育短任期付職員の任用にあたっては次の点に留意すること。 

 ① 任用期間 

   本務者の育児短時間勤務の期間を超えない範囲 

 ② 任用区分等 

   育短任期付職員は、職務の内容により次のとおり区分する。 

   ア 育短任期付教育職員（職名は、担当職務等に応じ、教諭、養護教諭、    

栄養教諭、助教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員とする。） 

   イ 育短任期付学校栄養職員（職名は学校栄養職員） 

   ウ 育短任期付事務職員（職名は事務職員） 

 ③ 育短任期付教員の申込 

   育短任期付教員の申込受付期間は、基本的には毎年９月中旬～10月中旬頃 

  を予定している。必ず実施要綱等を確認のうえ申込みを行う必要がある。 

  （義務教育課のホームぺージにも掲載しているので参考にすること） 

 

５ 会計年度任用職員 

 地方公務員法及び地方自治法の一部改正（令和２年４月１日）により、会計

年度任用職員制度が新設され、非常勤講師等は会計年度任用職員として任用し

ている。 

会計年度任用職員には地方公務員法上、一般職に適用される各規定が適用さ

れる。 

 

 (1) 非常勤講師 

 非常勤講師は、教諭の一時的不足を暫定的に補う意味で採用されたもので、

教諭又は助教諭に準ずる職務（主たるものは、児童・生徒の教育をつかさどる

）に従事するものである。 

 ※取扱いの詳細は各非常勤講師の「取扱要綱」により定められている。 

① きめ細かな指導加配非常勤講師（公立小・中学校） 

 少人数授業やティームティーチングなど、多様できめ細かな指導を支援す

るため、平成17年度から県教育委員会は、「きめ細かな指導加配非常勤講

師取扱要綱」を定め、市町村教育委員会の内申に基づき、非常勤講師を配置

している。 

② 小学校アクティブクラス非常勤講師（公立小学校）  

 小学校１年生から６年生に対して、少人数授業やティームティーチングな

ど、多様できめ細かな指導を支援するため、平成14年度から県教育委員会は

「小学校アクティブクラス非常勤講師取扱要綱」を定め、市町村教育委員会

の内申に基づき、非常勤講師を配置している。 
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③ 中学校はぐくみプラン非常勤講師（公立中学校） 

 公立中学校に対して、学習、生活両面でのきめ細かな指導を支援するため、平

成20年度から県教育委員会は、「中学校はぐくみプラン非常勤講師取扱要綱」を定

め、市町村教育委員会の内申に基づき、非常勤講師を配置している。 

 ④ 中学校学習支援加配非常勤講師（公立中学校） 

 中学校における経済的な困難を抱える生徒などへの学習支援を行うため、

平成 24 年度から県教育委員会は、「中学校学習支援加配非常勤講師取扱要綱」

を定め、市町村教育委員会の内申に基づき、非常勤講師を配置している。 

⑤ 教育実習校支援非常勤講師（公立小・中学校） 

 山梨大学の教育実習生を受け入れる小中学校を支援するため、平成 18 年度

から県教育委員会は、「教育実習校支援非常勤講師取扱要綱」を定め、教育実

習生を指導する教員の後補充としての職務に従事する非常勤講師を、市町村

教育委員会の内申に基づき配置している。 

⑥ 特別支援学級加配非常勤講師（公立小・中学校） 

 障害の程度が重度の児童生徒が複数在籍する特別支援学級の学級運営及び

教育指導に係る困難を解消するため、平成 20 年度から県教育委員会は、「特

別支援学級加配非常勤講師取扱要綱」を定め、市町村教育委員会の内申に基

づき、非常勤講師を配置している。 

⑦ 主幹教諭配置校支援非常勤講師（公立小・中学校） 

 主幹教諭が配置される小中学校に対して、主幹教諭としての職務に従事す

る教員の後補充など、主幹教諭配置校支援のため、平成22年度から県教育委

員会は、「主幹教諭配置校支援非常勤講師取扱要綱」を定め、市町村教育委

員会の内申に基づき、非常勤講師を配置している。 

⑧ 通級指導対応加配非常勤講師（公立小・中学校） 

 通級指導教室を設置している公立小中学校に対して、障害に応じた特別の

指導を行うため、平成 29 年度から県教育委員会は、「通級指導対応加配非常

勤講師取扱要綱」を定め、市町村教育委員会の内申に基づき、非常勤講師を配

置している。 

⑨ コミュニティ・スクール導入等促進加配非常勤講師（公立小・中学校） 

 コミュニティ・スクールの導入等に取り組む公立小中学校に対して、地域

における組織や運営体制づくりを支援するため、平成 29 年度から「コミュニ

ティ・スクール導入等促進加配非常勤講師取扱要綱」を定め、市町村教育委員

会の内申に基づき、非常勤講師を配置している。 

⑩ 先導的実践研究加配非常勤講師（公立小・中学校） 

 先導的実践研究指定校である公立小中学校に対して、研究テーマに応じた

取り組みを行うため、平成 29 年度から県教育委員会は、「先導的実践研究加

配非常勤講師取扱要綱」を定め、市町村教育委員会の内申に基づき、非常勤講

師を配置している。 

⑪ 小規模中学校非常勤講師（公立中学校） 

 小規模中学校における免許外教科担任の解消方策を検討するため、平成６

年度から県教育委員会は、「小規模中学校非常勤講師取扱要綱」を定め、市

町村教育委員会の内申に基づき、非常勤講師を配置している。 

⑫ 初任者研修に係る派遣職員（公立小・中学校） 

 初任者研修の実施に伴い、平成元年度から県教育委員会は、「初任者研修に

係る派遺職員取扱要綱」を定め、初任者に対する指導教員の職務又は指導教

員の後補充としての職務に従事する非常勤講師を、市町村教育委員会の内申
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に基づき配置している。 

 ⑬ 入院児童生徒教育体制強化事業非常勤講師（公立小・中学校の分校） 

 医療機関内に設置されている公立小中学校の分校において、入院児童生徒

等の教育機会の確保に関する研究に従事する教員の後補充などのため、平成

29 年 7 月から県教育委員会は、「入院児童生徒教育体制強化事業非常勤講師

取扱要綱」を定め、市町村教育委員会の内申に基づき、非常勤講師を配置して

いる。 

 ⑭ 院内分校特別加配非常勤講師（公立小・中学校の分校） 

 医療機関内に設置されている公立小中学校の分校において、よりきめ細か

な指導を行い、十分な学習機会を確保するため、平成 30 年度から県教育委員

会は、「院内分校特別加配非常勤講師取扱要綱」を定め、市町村教育委員会の

内申に基づき、非常勤講師を配置している。 

 ⑮ 中高連携加配非常勤講師（公立中学校） 

 中高連携を推進する公立中学校において、学校の負担等を軽減するため、

平成 30 年度から県教育委員会は、「中高連携加配非常勤講師取扱要綱」を定

め、市町村教育委員会の内申に基づき、非常勤講師を配置している。 

⑯ 不登校生徒指導加配非常勤講師（公立中学校） 

 不登校対策を推進する公立中学校において、不登校対応教員の持ち授業

時数を軽減させ、学校全体での柔軟な不登校指導体制づくりを行うため、

令和２年度から県教育委員会は、「不登校生徒指導加配非常勤講師取扱要

綱」を定め、市町村教育委員会の内申に基づき、非常勤講師を配置してい

る。 

⑰ 小中学校体育連盟派遣加配非常勤講師（公立小・中学校） 

 小中学校体育連盟に派遣される教員の持ち授業時数を軽減させるため、

令和２年度から県教育委員会は、「小中学校体育連盟派遣加配非常勤講師

取扱要綱」を定め、市町村教育委員会の内申に基づき、非常勤講師を配置

している。  

 ⑱ 公立小中学校非常勤講師（公立小・中学校）  

    公立小中学校において、学校長が非常勤講師を勤務させる必要があると

判断した場合のため、令和３年度から県教育委員会は、「公立小中学校非

常勤講師取扱要綱」を定め、市町村教育委員会の内申に基づき、非常勤講

師を配置している。 

 ⑲ 小学校専科指導加配非常勤講師（公立小学校） 

    公立小学校において、教科専門的な指導を行う教員が必要と判断した場

合のため、令和４年度から県教育委員会は「小学校専科指導加配非常勤講

師取扱要綱」を定め、市町村教育委員会の内申に基づき、非常勤講師を配

置している。              

⑳ 女性教員の妊娠時体育授業軽減に係る代替非常勤講師 

             （公立小・中学校及び県立学校） 

 妊娠中のため体育の授業を行うことが困難な女性教員の体育授業軽減のた

め、平成６年度から県教育委員会は「女性教員の妊娠時体育授業軽減に係る

代替非常勤講師任用の取扱いについて」を定め、市町村教育委員会又は県立

学校長の内申に基づき県教育委員会が非常勤講師の任用を行っている。 

 ㉑ 県立学校における非常勤講師 

    ・社会的経験を有する人材活用 

  ・特別支援教育コーディネーターの職務遂行に係る後補充 
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  ・初任者研修に係る後補充 

  ・ＩＣＴ推進員の職務遂行に係る後補充 

 

(2) その他の非常勤職員 

 教諭又は助教諭に準ずる職務以外の職務に従事するもの。 

①  学校不適応加配（公立小学校）  

 小学校における学校不適応児童へのきめ細かな対応や、学級担任への支援

のため、平成 20 年度から県教育委員会は「学校不適応加配実施要綱」を定め、

市町村教育委員会の内申に基づき、教員免許状を有する非常勤職員を派遺し、

これを受けて市町村教育委員会が任命し、所管の小学校への勤務を命じてい

る。         

② スクールカウンセラー（公立小・中学校） 

 学校における教育相談体制の充実及び強化を図るために、平成 20 年度から

県教育委員会では「山梨県スクールカウンセラー取扱要綱」を定め、市町村教

育委員会の内申に基づき、スクールカウンセラーを派遣し、これを受けて市

町村教育委員会が任命し、所管の小学校等への勤務を命じている。 

③ スクールソーシャルワーカー（公立小・中学校） 

 いじめ、不登校などの児童生徒の問題行動の背景となる児童の置かれた環

境に働きかけたり、関係機関とのネットワークを活用する等して問題を抱え

る児童生徒を支援するため、平成 20 年度から県教育委員会では「山梨県スク

ールソーシャルワーカー活用事業実施要綱」を定め、社会福祉士等の資格を

有する者を非常勤職員として各教育事務所に配置している。 

 ④ 若手教員グローアップ事業に係るアドバンスティーチャー 

若手教員の資質向上を図ることを目的に、平成 26 年度から県教育委員会で

は「若手教員グローアップ事業に係るアドアバンスティーチャー取扱要綱」

を定め、退職教員等を非常勤講師として各教育事務所に配置している。 

 ⑤ 県立学校における非常勤職員 

・就労支援・職業教育に係る外部専門家   ・養護講師 

・理科・視聴覚実習助手  ・教育相談員  ・特別支援員 

・ＳＳＨ事務職員  ・看護師  ・寄宿舎指導員   ほか 
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によることなく、当然

に職員としての身

分を失うこと

退職

任命権者の
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しての身分

を失うこと

死亡

定年退職

職員の職務遂行能力の基

準を年齢に求め、一定年

齢に達した場合、本人の

意志にかかわらず、当然
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（60.3.31施行）

辞職
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定はないが、職員か

ら辞職の申し出がな

され、任命権者がそ
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こと

欠格条項該当
地公法第16条

（禁治産者等）

28条４項

任用期間満了 例：臨時的任用

（地公法第22条２項）

分限 地公法第28条

（勤務成績不良、

廃官廃職等）

懲戒 地公法第29条

（職務義務違反、非行等）

普通退職

勧奨退職

（参考図）
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山梨県教育委員会管理職員等の希望降任制度実施要綱 

 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、教職員のより一層の適正配置を行い、もって教職員の能力発揮の促進及び

組織の活性化を図るため、本人の希望による降任制度の実施に関して必要な事項を定める。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱で、「降任」とは、職員を職員自らの意思により、現に有する職からより下位

の職に降任することをいう。 

 

（対象職員） 

第３条 対象となる教職員は、山梨県教育委員会（以下「県教育委員会」という。）の任命に係

る山梨県内の市町村（組合）立小学校及び中学校並びに県立学校の校長、副校長、教頭又は主

幹教諭の職にある者（以下「管理職員等」という。）とする。 

 

（降任の内容） 

第４条 県教育委員会は、管理職員等としてその職務を遂行するに当たり、本人の健康状態又は

家庭の事情等により、その職責を果たすことが困難であると認められる者について、本人の申

し出に基づき、校長にあっては副校長、教頭、主幹教諭又は教諭のうち本人の申し出た職に、

副校長及び教頭にあっては主幹教諭又は教諭のうち本人の申し出た職に、主幹教諭にあっては

教諭に降任することができる。 

 

（降任の申出等） 

第５条 降任を申し出た市町村（組合）立学校の校長の職にある者は市町村（組合）教育委員会

に、県立学校の校長の職にある者は県教育委員会に、様式第１号による降任願を提出する。 

２ 前項の降任願の提出を受けた市町村（組合）教育委員会は、様式第２号により県教育委員会

に内申する。 

３ 降任を申し出た副校長、教頭又は主幹教諭の職にある者は、校長に様式第１号による降任願 

を提出する。 

４ 前項の降任願の提出を受けた市町村（組合）立学校の校長は、様式第３号により、当該学校

を所管する市町村（組合）教育委員会に具申し、当該市町村（組合）教育委員会は、その具申

に基づき様式第２号により県教育委員会に内申する。 

５ 第３項の規定により降任願の提出を受けた県立学校の校長は、様式第４号により県教育委員

会に内申する。 

 

（降任の決定） 

第６条 県教育委員会は降任願の提出があったときは、その内容を検討し、人事管理上適当であ

ると認めたときは、降任を行う。 

 

（降任の時期） 

第７条 降任の時期は、原則として降任願の提出のあった年度の翌年度の４月１日の定期人事異 

動時とする。 

 

（給与の取扱い） 

第８条 降任後の給料月額は、降任後の職務の級に格付けし、山梨県学校職員の給与に関する規

則（昭和３２年１１月２６日山梨県人事委員会規則第８号）第２４条及び第２４条の２の規定

により決定する。 
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（再採用又は再昇任） 

第９条 降任した者が再度、校長採用、教頭昇任又は主幹教諭昇任を申し出た場合は、現行の管 

理職等選考の手続きによる。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、県教育委員会教

育長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は平成２１年１月２１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は平成２６年１１月２５日から施行する。 

   附 則 

この要綱は令和５年１２月２８日から施行する。 
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山梨県教育委員会学校事務職員の希望降任制度実施要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、学校事務職員のより一層の適正配置を行い、もって学校事務職員の能力発

揮の促進及び組織の活性化を図るため、本人の希望による降任制度の実施に関して必要な事項

を定める。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱で、「降任」とは、職員を職員自らの意思により、現に有する職からより下位

の職に降任することをいう。 

 

（対象職員） 

第３条 対象となる学校事務職員は、山梨県教育委員会（以下「県教育委員会」という。）の任

命に係る山梨県内の市町村（組合）立小学校及び中学校の学校事務職員の職にある者（以下「学

校事務職員」という。）とする。 

 

（降任の内容） 

第４条 県教育委員会は、学校事務職員としてその職務を遂行するに当たり、本人の健康状態又

は家庭の事情等により、その職責を果たすことが困難であると認められる者について、本人の

申し出に基づき、現に有する職からより下位の職に降任を行うことができる。 

 

（降任の申出等） 

第５条 降任を申し出た事務主幹、事務幹、事務主査、事務主任の職にある者は、校長に様式第

１号による降任願を提出する。 

２ 前項の降任願の提出を受けた市町村（組合）立学校の校長は、様式第３号により、当該学校

を所管する市町村（組合）教育委員会に具申し、当該市町村（組合）教育委員会は、その具申

に基づき様式第２号により県教育委員会に内申する。 

 

（降任の決定） 

第６条 県教育委員会は降任願の提出があったときは、職員の希望を尊重するとともに、他の事

情も勘案して降任を行う。 

 

（降任の時期） 

第７条 降任の時期は、原則として降任願の提出のあった年度の翌年度の４月１日の定期人事異 

動時とする。 

 

（給与の取扱い） 

第８条 降任後の給料月額は、降任後の職務の級に格付けし、山梨県学校職員の給与に関する規

則（昭和３２年１１月２６日山梨県人事委員会規則第８号）第２４条及び第２４条の２の規定

により決定する。 

 

（再昇任） 

第９条 降任した者が再度、昇任を申し出た場合は、勤務成績等により適当と認められたときは、

現行の手続きにより、昇任することができる。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、県教育委員会教

育長が別に定める。 

 

 附 則 

 この要綱は令和５年１２月２８日から施行する。 
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定数内臨時教職員（期間採用教職員）取扱要綱 
 

 （目 的） 

第１条 この要綱は、山梨県学校職員給与条例（昭和 27 年山梨県条例第 40 号。以下「学校職員給与

条例」という。）第２条に規定する学校職員のうち市町村（組合）立の小中学校並びに県立の高等

学校及び特別支援学校（以下「県立学校」という。）に勤務する職員（以下「正規職員」という。）

の定数に欠員が生じた場合に、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の３及び職員

の任用に関する規則（昭和５９年山梨県人事委員会規則第２号）第２８条の規定に基づき臨時的に

任用する期間採用教職員（以下「定数内臨時教職員」という。）の任用、給与、勤務時間及びその

他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （職 名） 

第２条 定数内臨時教職員のうち、学校職員給与条例第２条第２項に規定する教育職員（以下、「教

育職員」という。）の職名は、校種・教科の免許資格又は担当職務に応じ、教諭、養護教諭、栄養

教諭、助教諭、養護助教諭、実習助手又は寄宿舎指導員とする。ただし、日本国籍を有しない者は

講師とする。 

２ 前項において、臨時免許状のみを有する者の職名は、助教諭又は養護助教諭若しくは講師とする。 

３ 定数内臨時教職員のうち、教育職員以外の職名は、事務職員、学校栄養職員とする。 

 

 （任 用） 

第３条 定数内臨時教職員の任用は、市町村（組合）教育委員会（以下「市町村教育委員会」という。）

又は県立学校の学校長（以下「県立学校長」という。）の内申により山梨県教育委員会（以下「県

教育委員会」という。）が行うものとする。 

 

 （任用の手続き） 

第３条の２ 市町村教育委員会又は県立学校長は、定数内臨時教職員を任用する必要が生じたときは、

第１号様式に次の各号に定める書類を添えて、県教育委員会へ内申を行うものとする。 

 一 履歴書 １通 

 二 資格免許等取得証明書（資格免許等を必要とする場合に限る。） １通 

 

 （任用期間） 

第４条 定数内臨時教職員の任用期間は、任用を開始する日の属する年度の期間内で、県教育委員会

が定める。 

 

 （任用の発令） 

第５条 定数内臨時教職員の任用の発令は、県教育委員会が行う。 

 

 （退職及び解職） 

第６条 定数内臨時教職員は、次の各号に該当する場合は任用期間満了前であっても退職させ、又は

解職することができる。 

一 本人から退職の願い出があった場合 

二 分限、懲戒の事由に該当し、解職することが至当と認められる場合 

三 事務又は事業の運営上任用を継続する必要がなくなった場合 

２ 退職手当の支給については、山梨県職員の退職手当に関する条例（昭和 29 年山梨県条例第３号）

（参 考） 
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その他関係規定を適用する。 

 

 （退職及び解職の手続き） 

第７条 市町村教育委員会又は県立学校長は、前条各号の理由により定数内臨時教職員を退職させ又

は解職しようとするときは、第１号様式によりすみやかに県教育委員会へ内申しなければならない。 

２ 前項の内申があったときは、県教育委員会は内容を審査のうえ退職又は解職を決定する。 

 

 （退職及び解職の発令） 

第８条 定数内臨時教職員の退職及び解職の発令は、県教育委員会が行う。 

 

 （勤務時間等） 

第９条 定数内臨時教職員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日は、正規職員の例による。 

 

 （有給休暇）  

第 10 条 定数内臨時教職員の有給休暇の取扱いについては、正規職員の例による。なお、当該年の中

途において、新たに職員となった者の年次有給休暇及び夏季休暇の取扱いは、別表第１に定めると

ころによる。 

 

 （無給休暇） 

第 10 条の２ 定数内臨時教職員の無給休暇の取扱いについては、正規職員の例による。 

 

 （部分休業） 

第 10 条の３ 定数内臨時教職員は、任用期間の範囲内で、山梨県職員の育児休業等に関する条例（平

成４年山梨県条例第１号）に規定する部分休業を取得することができる。 

 

 （給 与） 

第 11 条 定数内臨時教職員の給与の種類、初任給の決定、支給方法及び支給条件等については、次の

各号に定めるもののほか、正規職員の例による。 

一 教育職員のうち、経験年数を有する者の号給は、任用年度の初日（4 月 1 日）の前月までの経

験年数に基づき決定するものとし、山梨県学校職員の給与に関する規則（昭和 32 年山梨県人事

委員会規則第 8 号。以下「学校職員給与規則」という。）別表第３初任給基準表の初任給欄に定

められている号給に、60（ただし、適用する学歴免許等の区分が修士課程修了及び専門職学位課

程修了の場合は 48、博士課程終了の場合は 30）を加えた号給を超えることはできない。 

一の二 事務職員の初任給は、山梨県職員給与条例（昭和27年山梨県条例第39号。以下「県職

員給与条例」という。）別表第一の行政職給料表における１級９号給とする。ただし、高校

卒業後の経験を有する者については、任用年度の初日（4月1日）の前月までの経験年数に基

づき決定する。 

一の三 学校栄養職員の初任給は、県職員給与条例別表第二の医療職給料表(二) における1級

15号給とする。ただし、短大卒業後の経験を有する者については、任用年度の初日（4月1日）

の前月までの経験年数に基づき決定する。 

一の四 一の規定にかかわらず、任用年度末年齢61歳以上の定数内臨時教職員の初任給は、

別表第２に定めるところによる。 

 二 同一年度の任用期間中は、昇給は行わないものとする。また、県教育委員会が認める場合を除

き、号給の変更は行わないものとする。 

 三 定数内臨時教職員、代替教職員取扱要綱で定める代替教職員又は正規職員の育児休業及び配偶
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者同行休業に伴い任用された任期付教職員（以下「任期付教職員等」という。）が月の初日にお

いて退職し、引き続き同一学校で定数内臨時教職員として任用され、かつ、当該退職に伴い当該

月に支給されるべき扶養手当、住居手当及び通勤手当（以下「扶養手当等」という。）の月額が

支給されないこととなる場合に限り、当該退職前に認定若しくは決定されていた扶養手当等の月

額を限度として、当該退職後の定数内臨時教職員に対し、当該月における扶養手当等として支給

することができる。 

 四 定数内臨時教職員が月の初日に退職し、引き続き同一学校で任期付教職員等として任用され、

かつ、当該退職に伴い当該月における扶養手当等が支給されないこととなる場合に限り、当該退

職前に認定若しくは決定されていた扶養手当等の月額を、当該退職前の定数内臨時教職員の給与

として、当該月における扶養手当等として支給することができる。 

五 本県以外の職員から引き続き定数内臨時教職員として任用された場合において、本県以外の職

員としての在職期間は、期末手当の在職期間及び勤勉手当の勤務期間として算入しない。 

 

 （社会保険への加入） 

第 12 条 定数内臨時教職員は、次の各号に掲げる組合員及び被保険者とする。ただし、２ヶ月以内の

期間を定めて任用される者であって、当該期間を超えて任用されることが見込まれない者は、この

限りではない。 

一 公立学校共済組合の短期組合員 

二 日本年金機構の厚生年金保険 

 

 （公務災害補償等） 

第 13 条 定数内臨時教職員の公務災害及び通勤災害による補償は、正規職員の例による。 

 

 （その他） 

第 14 条 この要綱に定めるもののほか、定数内臨時教職員の任用等に関し必要な事項が生じた場合

には、その都度県教育委員会が定めるものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成21年11月１日から施行する。 

 （平成21年４月１日から平成23年９月30日までの間における特例） 

２ 平成21年４月１日から平成23年９月30日までの間における第11条第１項の規定の適用につい

ては、同項中「給与条例」とあるのは、「給与条例及び山梨県職員等の給与の特例に関する条例

（平成17年山梨県条例第105号）」とする。 

 （平成25年７月１日から平成26年３月31日までの間における特例） 

３ 平成25年７月１日から平成26年３月31日までの間における第１１条第１項の規定の適用につ

いては、同項中「給与条例」とあるのは、「給与条例及び山梨県職員の給与等の臨時特例に関す

る条例（平成25年山梨県条例第44号）」とする。 

附 則 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成23年６月16日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成25年７月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年３月１日から施行する。ただし、第11条及び別表第２の部分は令和７年４月

１日から施行する。 
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別表第１ 

休暇の原因 承認を与える期間 備 考 

年次有給休暇 

 

 

 

 

在職期間に応じた日数を付与 

１月に達するまでの期間         ２日 

１月を超え２月に達するまでの期間    ３日 

２月を超え３月に達するまでの期間    ５日 

３月を超え４月に達するまでの期間    ７日 

４月を超え５月に達するまでの期間    ８日 

５月を超え６月に達するまでの期間   １０日 

６月を超え７月に達するまでの期間   １２日 

７月を超え８月に達するまでの期間   １３日 

８月を超え９月に達するまでの期間   １５日 

９月を超え１０月に達するまでの期間  １７日 

１０月を超え１１月に達するまでの期間 １８日 

１１月を超え１年未満の期間      ２０日 

取得の単位は１日又

は１時間とする 

夏季休暇 ７月初日から９月末日まで連続任用されている者は

５日間、７月から９月まで連続任用されない者は、

任用される月１月につき１日を与える。ただし、こ

の場合、発令期間が１箇月のすべての間である場合

に限り１日間付与する 

 

 

別表第２ 

 

  適用する給料表 職名 初任給 

県立学校に勤務する

教育職員 

教育職給料表

（一） 

教諭及び養護教諭 ２級２０号 

助教諭、養護助教諭、講師、

実習助手及び寄宿舎指導員 
１級１８号 

小中学校に勤務する

教育職員 

教育職給料表

（二） 

教諭、養護教諭及び栄養教諭 ２級３２号 

講師、助教諭及び養護助教諭 １級１４号 
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代替教職員取扱要綱 

 

 （目 的） 

第１条 この要綱は、山梨県学校職員給与条例（昭和 27 年山梨県条例第 40 号。以下「学校職員給与

条例」という。）第２条に規定する学校職員のうち市町村（組合）立の小中学校並びに県立の高等学

校及び特別支援学校（以下「県立学校」という。）に勤務する職員（以下「正規職員」という。）が、

出産、育児休業その他の事由により長期にわたり勤務しない場合において、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第２２条の３及び第２６条の６、女子教職員の出産に際しての補助教職員の

確保に関する法律（昭和３０年法律第１２５号）第３条、地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第１１０号）第６条第１項第２号、山梨県職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２

６年山梨県条例第７７号）第９条第１項第２号及び職員の任用に関する規則（昭和５９年山梨県人

事委員会規則第２号）第２８条の規定に基づき、当該職員の代替として任用する、任期が一年未満

の臨時的任用職員（以下「代替教職員」という。）の任用、給与、勤務時間及びその他の勤務条件に

関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （定 義） 

第２条 この要綱で「代替教職員」とは、次に掲げる職員をいう。 

一 産休代替教職員 

二 育児休業代替教職員 

三 研修代替教職員 

四 療養代替教職員 

五 介護代替教職員 

六 配偶者同行休業代替教職員 

 

 （職 名） 

第３条 代替教職員のうち、学校職員給与条例第２条第２項に規定する教育職員（以下、「教育職員」

という。）の職名は、校種・教科の免許資格又は担当職務に応じ、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教

諭、養護助教諭、実習助手又は寄宿舎指導員とする。ただし、日本国籍を有しない者は講師とする。 

２ 前項において、臨時免許状のみを有する者の職名は、助教諭又は養護助教諭若しくは講師とする。 

３ 代替教職員のうち、教育職員以外の職名は、事務職員、学校栄養職員とする。 

 

 （任 用） 

第４条 代替教職員の任用は、市町村（組合）教育委員会（以下「市町村教育委員会」という。）又は

県立学校の学校長（以下「県立学校長」という。）の内申により山梨県教育委員会（以下「県教育委

員会」という。）が行うものとする。 

 

 （任用の手続き） 

第５条 市町村教育委員会又は県立学校長は、代替教職員を任用する必要が生じたときは、第１号様

式に次の各号に定める書類を添えて、県教育委員会へ内申しなければならない。 

一 履歴書 １通 

二 資格免許等取得証明書（資格免許等を必要とする場合に限る。） １通 

２ 前項の内申があったときは、県教育委員会は内容を審査のうえ任用を決定する。 

 

 

 

（参 考） 
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 （任用期間） 

第６条 代替教職員の任用期間は、任用を開始する日の属する年度の期間内で、県教育委員会が定め

る。 

 

 （任用の発令） 

第７条 代替教職員の任用の発令は、県教育委員会が行う。 

 

 （退職及び解職） 

第８条 代替教職員は、次の各号に該当する場合は任用期間満了前であっても退職させ、又は解職す

ることができる。 

一 本人から退職の願い出があった場合 

二 分限、懲戒の事由に該当し、解職することが至当と認められる場合 

三 事務又は事業の運営上任用を継続する必要がなくなった場合 

２ 退職手当の支給については、山梨県職員の退職手当に関する条例（昭和 29 年山梨県条例第３号）

その他関係規定を適用する。 

 

 （退職及び解職の手続き）  

第９条 市町村教育委員会又は県立学校長は、前条各号の理由により代替教職員を退職させ又は解職

しようとするときは、第２号様式によりすみやかに県教育委員会へ内申しなければならない。 

２ 前項の内申があったときは、県教育委員会は内容を審査のうえ退職又は解職を決定する。 

 

 （退職及び解職の発令） 

第 10 条 代替教職員の退職及び解職の発令は、県教育委員会が行う。 

 

 （勤務時間等） 

第 11 条 代替教職員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日は、正規職員の例による。 

 

 （有給休暇） 

第 12 条 代替教職員の有給休暇の取扱いについては、正規職員の例による。なお、当該年の中途にお

いて、新たに職員となった者の年次有給休暇及び夏季休暇の取扱いは、別表第１に定めるところに

よる。 

 

 （無給休暇） 

第 12 条の２ 代替教職員の無給休暇の取扱いについては、正規職員の例による。 

 

 （部分休業） 

第 12 条の３ 代替教職員は、任用期間の範囲内で、山梨県職員の育児休業等に関する条例（平成４年

山梨県条例第１号）に規定する部分休業を取得することができる。 

 

 （給 与） 

第 13 条 代替教職員の給与の種類、初任給の決定、支給方法及び支給条件等については、次の各号に

定めるもののほか、正規職員の例による。 
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一 教育職員のうち、経験年数を有する者の号給は、任用年度の初日（4月1日）の前月までの

経験年数に基づき決定するものとし、山梨県学校職員の給与に関する規則（昭和32年山梨県

人事委員会規則第8号。以下「学校職員給与規則」という。）別表第3初任給基準表の初任給

欄に定められている号給に、60（ただし、適用する学歴免許等の区分が修士課程修了及び専

門職学位課程修了の場合は48、博士課程終了の場合は30）を加えた号給を超えることはでき

ない。 

一の二 事務職員の初任給は、山梨県職員給与条例（昭和27年山梨県条例第39号。以下「県職

員給与条例」という。）別表第一の行政職給料表における１級９号給とする。ただし、高校

卒業後の経験を有する者については、任用年度の初日（4月1日）の前月までの経験年数に基

づき決定する。 

一の三 学校栄養職員の初任給は、県職員給与条例別表第二の医療職給料表(二) における1級

15号給とする。ただし、短大卒業後の経験を有する者については、任用年度の初日（4月1日）

の前月までの経験年数に基づき決定する。 

一の四 一の規定にかかわらず、任用年度末年齢61歳以上の代替教職員の初任給は、別表第

２に定めるところによる。 

 二 同一年度の任用期間中は、昇給は行わない。また、県教育委員会が認める場合を除き、号給の

変更は行わない。 

 三 定数内臨時教職員、代替教職員又は正規職員の育児休業及び配偶者同行休業に伴い任用された

任期付教職員（以下「任期付教職員等」という。）が月の初日において退職し、引き続き同一学校

で代替教職員として任用され、かつ、当該退職に伴い当該月に支給されるべき扶養手当、住居手

当及び通勤手当（以下「扶養手当等」という。）の月額が支給されないこととなる場合に限り、当

該退職前に認定若しくは決定されていた扶養手当等の月額を限度として、当該退職後の代替教職

員に対し、当該月における扶養手当等として支給することができる。 

 四 代替教職員が月の初日に退職し、引き続き同一学校で任期付教職員等として任用され、かつ、

当該退職に伴い当該月における扶養手当等が支給されないこととなる場合に限り、当該退職前に

認定若しくは決定されていた扶養手当等の月額を、当該退職前の代替教職員の給与として、当該

月における扶養手当等として支給することができる。 

五 本県以外の職員から引き続き代替教職員として任用された場合において、本県以外の職員とし

ての在職期間は、期末手当の在職期間及び勤勉手当の勤務期間として算入しない。 

 

（社会保険への加入） 

第 14 条 代替教職員は、次の各号に掲げる組合員及び被保険者とする。ただし、２ヶ月以内の期間を

定めて任用される者であって、当該期間を超えて任用されることが見込まれない者は、この限りで

はない。 

一 公立学校共済組合の短期組合員 

二 日本年金機構の厚生年金保険 

 

 （公務災害補償等） 

第 15 条 代替教職員の公務災害及び通勤災害による補償は、正規職員の例による。 

 

 （その他） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、代替教職員の任用等に関し必要な事項が生じた場合には、そ

の都度県教育委員会が定めるものとする。 
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 附 則 

この要綱は、平成 21 年 11 月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成 23 年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成 23 年６月 16 日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成 25 年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附則 

この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年３月１日から施行する。ただし、第 13 条及び別表第２の部分は令和７年４月１

日から施行する。 
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別表第１ 

休暇の原因 承認を与える期間 備 考 

年次有給休暇 

 

 

 

 

在職期間に応じた日数を付与 

１月に達するまでの期間         ２日 

１月を超え２月に達するまでの期間    ３日 

２月を超え３月に達するまでの期間    ５日 

３月を超え４月に達するまでの期間    ７日 

４月を超え５月に達するまでの期間    ８日 

５月を超え６月に達するまでの期間   １０日 

６月を超え７月に達するまでの期間   １２日 

７月を超え８月に達するまでの期間   １３日 

８月を超え９月に達するまでの期間   １５日 

９月を超え１０月に達するまでの期間  １７日 

１０月を超え１１月に達するまでの期間 １８日 

１１月を超え１年未満の期間      ２０日 

取得の単位は１日又

は１時間とする 

夏季休暇 ７月初日から９月末日まで連続任用されている者は

５日間、７月から９月まで連続任用されない者は、任

用される月１月につき１日を与える。ただし、この場

合、発令期間が１箇月のすべての間である場合に限

り１日間付与する 

 

 

別表第２ 

 

  適用する給料表 職名 初任給 

県立学校に勤務する
教育職員 

教育職給料表
（一） 

教諭及び養護教諭 ２級２０号 
助教諭、養護助教諭、講師、
実習助手及び寄宿舎指導員 

１級１８号 

小中学校に勤務する
教育職員 

教育職給料表
（二） 

教諭、養護教諭及び栄養教諭 ２級３２号 
講師、助教諭及び養護助教諭 １級１４号 
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（参 考） 

 
教義第４２８９号 

令和２年２月１７日 

各市町村（組合）教育委員会教育長 殿 

各 教 育 事 務 所 長 殿 

山梨県教育委員会教育長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

代替教職員の任用に係る手続きについて（通知） 

 

 このことについて、平成２９年５月に改正された地方公務員法等が、令和２年４月１日

から施行されることにより、臨時的任用職員の任用の厳格化や勤務条件の適正化が求めら

れ、新たな取扱いを策定する必要が生じております。 

その一環として、令和２年度以降における代替教職員の任用に関する事務手続きについ

て、次のとおりとしますので、御了知いただくとともに、事務処理に遺漏のないようお願

いします。 

 なお、貴管内の小中学校への周知についても併せてお願いします。 

 

１ 任用の必要が生じた事実の報告について 

(1)学校長は、本務者の妊娠や傷病など、代替教職員の任用の必要が生じた時点で、別添

様式１により、義務教育課人事担当（以下「義務教育課」とする。）及び管轄の教育事

務所に速やかに報告を行うこととする。 

(2)学校長は、代替教職員の任用の必要が生じた時点で任用予定者が決まっていない場合

でも、本務者の休暇の状況を様式１により報告し、任用予定者が決定した時点で、改

めて報告を行うこととする。 

(2)報告は原則、電子メールで行うこととする。 

 

２ 任用予定者の面談について 

 (1)学校長は、様式 1による報告後、義務教育課から福利給与課給与公災担当（以下、「福

利給与課」とする。）との面談日時等が連絡されるので、任用予定者にその旨を伝える

こととする。 

 (2)任用予定者は、面談の際、事前に用意した給与関係書類等を提出すること。また、

面談の際に指示のあった書類を後日速やかに、福利給与課に提出することとする。 

 (3)福利給与課は、任用予定者から提出された給与関係書類等を元に、給与決定を行い、

義務教育課へ報告を行う。 
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３ 面談時の持ち物について 

任用予定者は、福利給与課との面談の際に、次の①～⑦を持参することとする。なお、

面談日までに用意することができなかったものについては、面談時に担当者にその旨を伝

え、指示を受けることとする。 
 

①所有する全ての教員免許状及び栄養士・管理栄養士の資格証の写し 

②更新講習修了確認証明書の写し又は有効期間更新証明書の写し（※該当者のみ） 

③高校卒業後の全ての学歴に係る卒業証書の写し又は卒業（見込）証明書 

 （最終学歴が高校卒の者は高校の卒業証書の写し又は卒業（見込）証明書） 

④年金手帳の写し又は基礎年金番号通知書の写し 
 

次の⑤～⑦の書類は、福利給与課のホームページ 

（http://www.pref.yamanashi.jp/hukuri-kyu/ninkitukikishokuinkikansaiyoushokuin.html） 
 

⑤山梨県教育職員給与カード 

⑥在職（職歴）証明書（※採用前に職歴がある者のみ） 

⑦年金加入期間等報告書 

 

４ 代替教職員の任用内申について 

 (1)市町村（組合）教育委員会（以下、「市町村教委」とする。）の内申に係る事務手続き

は原則、現行どおりとする。なお、内申は、学校からの報告及び福利給与課と任用予

定者との面談と、平行して行うこととする（別添「参考１」参照）。 

 (2)市町村教委は、内申の提出日と、代替教職員の任用が必要となる日までの間が１箇月

未満のときは、内申に記載する任用の開始日を具体的な日付ではなく「発令日」と記

し、任用が必要な日付を申し添えることとする（別添「参考２」参照）。 

 

５ 任用の始期について 

 (1)上記４(2)の場合、任用手続きに必要となる工程を元に、義務教育課は学校長及び市町

村教委に、任用開始日の目安を伝達するとともに、必要な調整を行う。 

 (2)任用手続きが全て完了した後に、義務教育課は学校長及び市町村教委に確定した任

用開始日を伝達する。 

 

６ 適用日 

 上記の取扱いについては、令和２年４月１日以降の代替教職員の任用から適用する。 

 

 
山梨県教育庁 
義務教育課 人事担当 
℡ 055－223－1757 
福利給与課 給与公災担当 
℡ 055－223－1756 
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様　式　１（初期報告用）

　本校職員の休暇等の取得状況（取得見込）について、以下のとおり報告します。

■本務者（休暇取得者）に関すること

1

2

2

3

4

■代替者（臨時的任用職員）に関すること　 ※現時点でわかる範囲で記入願います

1

2

3

4

※所属の職員が長期的な休暇等を取得する時、もしくは取得が見込まれる時は、直ちに
　本様式により報告してください。（第一報としての報告）

※代替者の面談（書類作成等）日時は、第3候補日までを記入してください。
　時刻は、原則として8:30～12：00、13：00～17:15の間に設定してください。

所属長名

職員の休暇等取得状況（見込）報告書

報告年月日 令和　　年　　月　　日

所 属 名

 本務者氏名

 休暇の種別 産休・傷病・介護・研修・その他（　　　　）

 休暇の始期 令和　　年　　月　　日　（　　曜日）

 本務者職名

 休暇の終期 令和　　年　　月　　日　（　　曜日）

 代替者氏名

 代替者生年月日 昭和・平成　　　年　　月　　日

 任用の始期（希望日） 令和　　年　　月　　日　（　　曜日）

 任用の終期（希望日） 令和　　年　　月　　日　（　　曜日）

5  代替者の任用状況

＊現在も含め、直近の任用状況を記入

勤 務 先 名 ：

任 用 種 別 ： 代替　・　非常勤　・　期採

任 用 終 了 日 ： 令和　　年　　月　　日

6
 代替者の面談希望日時
（来庁予定日時）

＊土日・祝日を除き、報告から原則10日以内に設定 (第3候補日まで記入）

月　　日（　　曜日）　　　時　　分より

月　　日（　　曜日）　　　時　　分より

月　　日（　　曜日）　　　時　　分より

備　考

第2：　　　　（　　　　）　　　　　　

第1：　　　　（　　　　）　　　　　　
代替者の連絡先7
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 第○○○号 

令和○年○○月○○日 

 

山梨県教育委員会  殿 

 

 

 

   印    

 

代替教職員（○○代替職員）の発令について（内申） 

 

 

△△△立△△△学校 教諭 □□□□の○○に伴う代替教育職員の発令をしていただ

きたく関係書類を添えて内申します。 

 

１ 任用予定者氏名 ◇◇ ◇◇ 

 

２ 期 間     発  令  日       から 

        令和○年 ○○月 ○○日（○曜日）まで  

 

３ 担当学年  第○学年 

 

４ 担当教科  ××× 

 

５ 週担当時間 ○○時間 

 

６ 教員免許  (1)×××× (2)×××× (3)×××× 

        （更新講習修了確認期限 令和○年 ○○月 ○○日 ・ 対象外） 

                                          

７ 夏季（冬季 学年末）休業期間   令和○年 ○○月 ○○日から 

    （上記期間に係る場合）            令和○年 ○○月 ○○日まで 

 

   

 

 

たとえば、県教委への内申の提出が５月１日のとき、 

・５月３１日以前に任用の開始を希望する場合は、下記

のとおり「発令日」と記す。 

（任用のための処理が終了し次第の任用開始となる。） 

・６月１日以降に任用を開始する場合は、期間の始期に

日付を明記する。 

令和○年○月○日からの任用を希望 

（メモ書き等） 



　　（参　考）

学校長 学校長

･指定の様式にて
第一報

※早急に行う

･指定の様式にて
第一報

※早急に行う

管理主事

･福利給与課に報告

学校長 給与担当

･内申のための
書類提出

･必要書類を確認
･面談日程を調整

地教委 管理主事

･内申書の
作成・送付

･学校長へ必要書類と
面談日程を連絡

学校長

･任用予定者へ必要書
類と面談日時を連絡

任用予定者

･準備できる書類を
揃え、福利給与課と面談

給与担当

･面談を行い、提出書類
を任用予定者へ指示

任用予定者 給与担当

･必要書類
（在職証明書等）を
福利給与課に提出

･管理主事へ給与決定に
要する期間を伝える

管理主事

･学校長へ任用開始日
の目安を伝え、調整する

給与担当

･給与決定
･給与情報を管理主事に

提供

管理主事 管理主事

･任用の起案・決裁
･任用開始日（確定日）
を学校長へ伝える

･任用の起案・決裁
･任用開始日（確定日）
を学校長へ伝える
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内申手続き 給与決定手続き

令和2年度以降の代替教職員任用までの流れ（小・中学校）

地教委・義務教育課 小中学校 義務教育課 福利給与課小中学校

任 用 開 始

教育事務所

（経由）

本務職員

･診断書等を

提出

本務職員が休む予定（判明時）

以下の手続きを同時進行で行う

教育事務所

長

 



　　（参　考）

学校長 学校長

･指定の様式にて
第一報

※早急に行う

･指定の様式にて
第一報

※早急に行う

管理主事

･福利給与課に報告

給与担当

･必要書類を確認
･面談日程を調整

学校長 管理主事

･内申のための
書類提出

･学校長へ必要書類と
面談日程を連絡

学校長

･任用予定者へ必要書
類と面談日時を連絡

任用予定者

･準備できる書類を揃え
福利給与課と面談

給与担当

･面談を行い、提出書類
を任用予定者へ指示

任用予定者 給与担当

･必要書類
（在職証明書等）を
福利給与課に提出

･管理主事へ給与決定に
要する期間を伝える

管理主事

･学校長へ任用開始日
の

目安を伝え、調整する

給与担当

･給与決定
･給与情報を管理主事に

提供

管理主事 管理主事

･任用の起案・決裁
･任用開始日（確定日）
を学校長へ伝える

･任用の起案・決裁
･任用開始日（確定日）
を学校長へ伝える
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令和2年度以降の代替教職員任用までの流れ（県立学校）

内申手続き

高校教育課 福利給与課県立学校 県立学校高校教育課

給与決定手続き

本務職員
･診断書等を

提出

本務職員が休む予定（判明時）

以下の手続きを同時進行で行う

任 用 開 始

 



（参　考）

県教委 地教委 学校（校長） 本　　人 代　　替 備　　考

産休代替発令
通知書

産休代替発令
内申書

産休教員調書
（写）

診断書（写） １任用に要する資
格免許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※７

県教委は代替の
発令のみを行う。

産休代替変更
発令通知書
（育休代替に引き
続く場合を除く）

産休代替期間
変更発令内申
書

産休変更教員
調書（写）

出産証明書等（写）
※１

予定日出産の場
合は不要。
通常は、育休発
令内申書類と
セットで提出。

１育休発令通知
書
２育休代替発令
通知書

１育休発令内申
書
２育休代替発令
内申書

育休教員調書
（写）

１育児休業承認請
求書※２
２出産証明書等
（写）

１任用に要する資
格免許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

通常は、産休代
替の任用期間の
変更が同時にあ
る。

１育休発令通知
書
２育休代替発令
通知書

１育休延長発令
内申書
２育休代替延長
発令内申書

育休延長教員
調書（写）

１育児休業承認請
求書※２
２出産証明書等
（写）

１任用に要する資
格免許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

原則として１回限
り。

１育休発令通知
書
２育休代替発令
通知書

１育休発令内申
書
２育休代替発令
内申書

育休教員調書
（写）

１育児休業承認請
求書※２
２出産証明書等
（写）

１任用に要する資
格免許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

特別な事情以外
認めないので事
前に協議するこ
と。

職務復帰発令
通知書

職務復帰発令
内申書

育休変更教員
調書（写）

１養育状況変更届
※２
２職務復帰願

事前に協議する
こと。

職務復帰発令
通知書

職務復帰発令
内申書

１育休変更教員
調書（写）
２次子の出産に
係る産休教員
調書（写）

１養育状況変更届
※２
２職務復帰願
３次子の出産に係
る診断書（写）

事前に協議する
こと。

１療養代替発令
通知書

１傷病休暇取得
期間について
（報告）
２事後措置の決
定について（報
告）
３療養代替発令
内申書※4

１傷病休暇教員
調書（写）
２出勤簿（写）
※11

診断書（写）
※5

１任用に要する資
格免許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

緊急を要する場
合が多いので、
事前に連絡する
こと。

１療養代替発令
通知書

１傷病休暇取得
期間の延長に
ついて（報告）
２事後措置の決
定について（報
告）
３療養代替延長
発令内申書

１傷病休暇延長
教員調書（写）
２出勤簿（写）
※11

診断書（写）
※5

１任用に要する資
格免許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

緊急を要する場
合が多いので、
事前に連絡する
こと。

傷病休暇取得
期間の変更に
ついて（報告）

傷病休暇変更
教員調書（写）

１職務復帰願
２診断書（写）

事前に協議する
こと。

傷病休暇
取得期間
の短縮

育休
延長
※3

再度の
育休
※3

職務
復帰
※8

次子の
産休の
ための
職務
復帰

傷病
休暇

傷病休暇
延長
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発令別

産休

産休
変更

育休
※3

発令及び代替教職員発令内申等提出書類　（小・中学校）



県教委 地教委 学校（校長） 本　　人 代　　替 備　　考

１研修発令通知
書
２研修代替発令
通知書

１研修代替発令
内申書※6

研修教員調書
（写）

１任用に要する資
格免許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

文部科学省主催
の研修に限る。
（英語研修を含
む）

介護代替発令
通知書

介護代替発令
内申書

１介護教員調書
（写）
２介護休暇願簿
（写）

１診断書（写）
（被介護者）
２戸籍抄本等（写）
３他必要書類（写）

１任用に要する資
格免許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

県教委は代替の
発令のみ行う。
代替なしの場合
でも県教委には
報告すること。

代替退職発令
通知書

退職発令内申
書

各該当教員調
書（写）

退職願い 給与関係がある
ので、事前に連
絡すること。

代替発令通知
書

代替発令内申
書

各該当教員調
書（写）

１任用に要する資
格免許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

給与関係がある
ので、事前に連
絡すること。

※１

※２

※３

※４

※５

※６

※７

※８

※９

※10

※11

●留意事項
１

２

３

４
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中途
退職

　学校長は、本務者の休暇等の取得（取得見込を含む）により、代替職員の任用が必要となることが分かり次第、第一
報として、速やかに指定様式により報告すること。（初期報告）
※傷病休暇は、緊急な対応を要する場合が多いので、特に留意すること。

研修

発令別

介護

　育休代替職員を任用する場合（任期付任用以外）に限る。任期付教職員の任用は、令和2年3月27日付け教義5020
号「任期付教職員の任用等の取扱いについて（通知）」による。

　標準書式により内申書の作成を行うこと。（書式は義務教育課のホームページからダウンロード可能）

　「代替職員の任用期間に関する基準」にある任用期間の制限にかかる場合は、必ず内申書に任用期間の制限を受
ける長期休業期間のみ（他の休業期間は記入不要）を記載すること。

　内申書の事務処理にあたっては、市町村教育委員会は迅速に行うこと。
緊急の場合を除いて、発令始期１ヶ月前までに内申書を義務教育課に提出すること。

　育休に係る職務復帰については、育休中の職員が産休に入る場合にも提出する必要があるので注意すること。

　診断書及び免許状、戸籍抄本等証明書類の写しを提出する場合は、学校長が原本確認をして（写し）を作成後、確
認した旨を記入し、校長印を捺印すること。

　教員免許更新制に係る更新講習修了確認期限が到来した者については、免許状ではなく更新講習修了確認証明
書（写）を添付すること。

　傷病休暇取得日数の上限に達する恐れのある場合について、当該年度及び前年度の２年度分を添付すること。

　出産証明書等とは、育児休業承認請求書にある証明書等（写しでも可）とする。（子の氏名、続柄、生年月日が確認
できるもの（母子手帳の写が望ましい））

　育児休業承認請求書及び養育状況変更届については、令和4年9月30日付け梨人委第946号山梨県職員の育児
休業等に関する規則の運用について（山梨県人事委員会委員長通知）により定められている。

　妊娠に伴う障害等の療養で引き続き産休に入る場合は、同一代替者が引き続き産休代替をするのか、産休代替か
ら育休代替等へ引き続く場合にならってその旨記載すること。

　学校長が21日以上の傷病休暇を取得する場合は、職務代理届（写）を添付すること。

　義務教育課所管の研修は、研修発令内申書は不要。

　臨採カードについては、過去に代替等の任用により提出した場合は省略できる。ただし、必要に応じ管理主事より請
求があった場合は再度提出することとなる。
　また、各発令等の教員調書は、地教委あてのため（写）を添付する。

代替
変更



（参　考）

県教委 学校（校長） 本　　人 代　　替 備　　考

産休代替発令
通知書

１産休代替発令内申書
２産休教員調書

診断書（写） １任用に要する資格免
許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

県教委は代替の発
令のみを行う。

産休代替変更
発令通知書
（育休代替に引き
続く場合を除く）

１産休代替期間変更発
令内申書
２産休変更教員調書

出産証明書等（写）
※1

予定日出産の場
合は不要。通常
は、育休発令内申
書類とセットで提
出。

１育休発令通知
書
２育休代替発令
通知書

１育休発令内申書
２育休代替発令内申書
３育休教員調書

１育児休業承認請
求書※２
２出産証明書等
（写）

１任用に要する資格免
許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

通常は、産休代替
の任用期間の変更
が同時にある。

１育休発令通知
書
２育休代替発令
通知書

１育休延長発令内申書
２育休代替延長発令内
申書
３育休延長教員調書

１育児休業承認請
求書※２
２出産証明書等
（写）

１任用に要する資格免
許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

原則として１回限
り。

１育休発令通知
書
２育休代替発令
通知書

１育休発令内申書
２育休代替発令内申書
３育休教員調書

１育児休業承認請
求書※２
２出産証明書等
（写）

１任用に要する資格免
許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

特別な事情以外認
めないので事前に
協議すること。

職務復帰発令
通知書

１職務復帰発令内申書
２育休変更教員調書

１養育状況変更届
※２
２職務復帰願

事前に協議するこ
と。

職務復帰発令
通知書

１職務復帰発令内申書
２育休変更教員調書
（写）
３次子の出産に係る産
休教員調書（写）

１養育状況変更届
※２
２職務復帰願
３次子の出産に係る
診断書（写）

事前に協議するこ
と。

１療養代替発令
通知書

１傷病休暇取得期間に
ついて（報告）
２療養代替発令内申書
※4
３傷病休暇教員調書
４出勤簿（写）※11

診断書（写）
※5

１任用に要する資格免
許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

緊急を要する場合
が多いので、事前
に連絡すること。

１療養代替発令
通知書

１傷病休暇取得期間の
延長について（報告）
２療養代替延長発令内
申書
３傷病休暇延長教員調
書
４出勤簿（写）※11

診断書（写）
※5

１任用に要する資格免
許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

緊急を要する場合
が多いので、事前
に連絡すること。

１傷病休暇取得期間の
変更について（報告）
２傷病休暇変更教員調
書

１職務復帰願
２診断書（写）

事前に協議するこ
と。

次子の
産休の
ための
職務
復帰

傷病休暇
延長
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傷病
休暇

傷病休暇
取得期間
の短縮

発令及び代替教職員発令内申等提出書類　（県立学校）

発令別

産休

産休
変更

育休
※3

育休
延長
※3

再度の
育休
※3

職務
復帰
※8



県教委 学校（校長） 本　　人 代　　替 備　　考

１研修発令通知
書
２研修代替発令
通知書

１研修代替発令内申書
２研修教員調書※6

１任用に要する資格免
許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

文部科学省主催
の研修に限る。（英
語研修を含む。）

介護代替発令
通知書

１介護代替発令内申書
２介護教員調書
３介護休暇願簿（写）

１診断書（写）
（被介護者）
２戸籍抄本等（写）
３他必要書類（写）

１任用に要する資格免
許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

県教委は代替の発
令のみ行う。
代替なしの場合で
も県教委には報告
すること。

代替退職発令
通知書

１退職発令内申書
２各該当教員調書

退職願い 給与関係があるの
で、事前に連絡す
ること。

代替発令通知
書

１代替発令内申書
２各該当教員調書

１任用に要する資格免
許（写）※9･10
２履歴書
３臨採カード※7

給与関係があるの
で、事前に連絡す
ること。

※１

※２

※３

※４

※５

※６

※７

※８

※９

※10

※11

●留意事項
１

２

３

４

　高校教育課所管の研修については、研修発令内申書は不要。

　診断書及び免許状、戸籍抄本等証明書類の写しを提出する場合は、学校長が原本確認をして（写し）を作成
後、確認した旨記入し、校長印を捺印すること。

　教員免許更新制に係る更新講習修了確認期限が到来した者については、免許状ではなく更新講習修了確認証
明書（写）を添付すること。

　傷病休暇取得日数の上限に達する恐れのある場合について、当該年度及び前年度の２年度分を添付すること。

　臨採カードについては、過去に代替等の任用により提出した場合は省略できる。ただし、必要に応じ管理主事よ
り請求があった場合は再度提出することとなる。

　育休に係る職務復帰については、育休中の職員が産休に入る場合にも提出する必要があるので注意すること。

　出産証明書等とは、育児休業承認請求書にある証明書等（写しでも可）とする。（子の氏名、続柄、生年月日が
確認できるもの（母子手帳の写が望ましい））

　育児休業承認請求書及び養育状況変更届については、令和４年9月30日付け梨人委第946号山梨県職員の育
児休業等に関する規則の運用について（山梨県人事委員会委員長通知）により定められている。

　妊娠に伴う障害等の療養で引き続き産休に入る場合は、同一代替者が引き続き産休代替をするのか、産休代替
から育休代替へ引き続く場合にならってその旨記載すること。

　学校長が21日以上の傷病休暇を取得する場合は、職務代理届を添付すること。

　育休代替職員を任用する場合（任期付任用以外）に限る。任期付教職員の任用は、令和2年3月27日付け教義
5020号「任期付教職員の任用等の取扱いについて（通知）」による。

発令別

介護

中途
退職

研修

代替
変更
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　学校長は、本務者の休暇等の取得（取得見込を含む）により、代替職員の任用が必要となることが分かり次第、
第一報として、速やかに指定様式により報告すること。（初期報告）
※傷病休暇は、緊急な対応を要する場合が多いので、特に留意すること。

　標準書式により内申書の作成を行うこと。

　「代替職員の任用期間に関する基準」にある任用期間の制限にかかる場合は、必ず内申書に任用期間の制限
を受ける長期休業期間のみ（他の休業期間は記入不要）を記載すること。

　内申書類は、緊急の場合を除いて、発令始期の１ヶ月前までに高校教育課に提出すること。
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代替職員事務引継取扱要綱 
 

（趣 旨） 

第１ この要綱は、「女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律」及び「地方公 

務員の育児休業等に関する法律」の規定に基づく代替職員（任用予定者を含む。以下同じ。）の

任用期間の前後における事務引継ぎを円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。 

（定 義） 

第２ この要綱において「学校職員」とは、山梨県から給与が支給される公立の小学校、中学校、 

高等学校及び特別支援学校の教育職員、学校栄養職員、事務職員（県立学校の事務職員を除く。）

をいう。 

２ この要綱において「休暇等」とは、山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例に規定する職員の 

 分べん休暇及び地方公務員の育児休業等に関する法律に規定する育児休業をいう。 

（引継日の設定） 

第３ 学校職員の休暇等に伴い任用される代替職員に対し、その任用期間の前後に事務引継ぎに要 

 する日（以下「事務引継日」という。）を設けるものとする。 

第３の２ 代替職員の任用期間が終了したこと又は代替職員が任用期間の中途で退職したことその 

他の事由により、新たに代替職員が任用される場合にあっては、第３の規定にかかわらず、前任

の代替職員には任用期間後の事務引継日は設けないものとする。 

（引継日の基準） 

第４ 第３で定める事務引継日は、原則として、学校職員の休暇等の期間が始まる直前の勤務日及 

びその休暇等の期間が終了し当該職員の最初に勤務すべき日に設けるものとする。 ただし、年度

末に休暇等の期間が終了する場合は、当該年度を超えて事務引継日を設けることはできな 

いものとする。 

（代替職員が新たに任用される代替職員に引き継ぐ場合の引継日） 

第４の２ 第３の２に規定する場合における新たに任用される代替職員の任用期間前の事務引継日 

 は、第４の規定にかかわらず、前任の代替職員の任用期間の最後の勤務すべき日に設けるものと 

 する。 

（引継ぎの依頼） 

第５ 教育事務所長及び県立学校長は、第４及び第４の２に定める基準に従い事務引継日を設け、 

 代替職員に任用期間前後の事務引継ぎについて依頼を行うものとする。 

（引継日の報償） 

第６ 事務引継日の報償の額については別に定めるところによる。 

（災害の補償） 

第７ 事務引継日における勤務上の災害（負傷、疾病、廃疾又は死亡をいう。）又は通勤による災 

害に対して「山梨県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」を準用し、同

条例適用職員と同様の補償を行うものとする。 

 

 附 則 

この要綱は、昭和６２年４月１日以降に任用期間が終了する代替職員に適用する。 

 附 則 

この要綱は、平成４年４月１日以降に任用期間が終了する代替職員に適用する。 

 附 則 

この要綱は、平成７年４月２日以降に任用となる代替職員に適用する。 

 附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年１月１日以降に任用となる代替職員に適用する。 

（参 考） 
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○任期付教職員の任用等の取扱いについて（通知） 

令和2年3月27日 

教義第5020号 

最終改正 令和７年３月１日 教義第１６０５号 

（ただし、１２給与及び別表の改正は、令和７年４月１日からとする） 

 

 

山梨県学校職員給与条例（昭和27 年山梨県条例第40 号）第２条に規定する学校職員のうち、市町

村（組合）立の小中学校並びに県立の高等学校及び特別支援学校に勤務する職員が育児休業または配

偶者同行休業を取得することにより定数に欠員が生じる場合において、地方公務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律第１１０号）第６条第１項第１号、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２６条の６及び山梨県職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年山梨県条例第７７号）

第９条第１項第１号の規定に基づき、任用期間を定めて採用する任期付教職員（任期付短時間勤務職

員を除く。）の任用等の取扱いについて別添のとおり定め、令和２年４月１日から施行しますので、御

了知いただくとともに、取扱いに遺漏のないようお願いします。 

また、市町村（組合）教育委員会におかれましては、貴管内の小中学校への周知についても併せて

お願いします。 

 

１ 趣 旨 

   この取扱いは、山梨県学校職員給与条例（昭和27年山梨県条例第40号。以下「学校職員給与条

例」という。）第２条に規定する学校職員のうち、市町村（組合）立小中学校並びに県立の高等学校

及び特別支援学校（以下「県立学校」という。）に勤務する職員（以下「正規職員」という。）が休

業する場合において、当該職員の業務を処理するために必要があると山梨県教育委員会（以下「県

教育委員会」という。）が認める場合に、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１

１０号）第６条第１項第１号、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の６及び山梨

県職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年山梨県条例第７７号）第９条第１項第１号の規

定に基づき、任期を定めて採用する任期付教職員（任期付短時間勤務職員を除く。）の任用、給与、

勤務時間等に関し必要な事項を定める。 

 

２ 定 義 

 （１）正規職員の「休業」とは、次に掲げる休業をいう。  

 ① 育児休業（育児休業法第２条第１項に規定する育児休業をいう。） 

 ② 配偶者同行休業（地方公務員法第26条の６第１項に規定する配偶者同行休業をいう。）  

 （２）「任期付教職員」は、職務の内容により次のように区分する。  

   ① 育児休業任期付教職員 

   ② 配偶者同行休業任期付教職員 

 

 

（参 考） 
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３ 職 名 

（１）任期付教職員のうち、学校職員給与条例第２条第２項に規定する教育職員（以下、「教育職員」

という。）の職名は、校種・教科の免許資格又は担当職務に応じ、教諭、養護教諭、栄養教諭、

助教諭、養護助教諭、実習助手又は寄宿舎指導員とする。ただし、日本国籍を有しない者は講

師とする。 

（２）前項において、臨時免許状のみを有する者の職名は、助教諭又は養護助教諭若しくは講師と

する。 

 （３）任期付教職員のうち、教育職員以外の職名は、事務職員、学校栄養職員とする。 

 

４ 選 考 

  県教育委員会は、別に定める方法により任期付教職員を選考し、その名簿を作成する。 

 

５ 任 用 

（１）任期付教職員の任用及び発令は、市町村（組合）教育委員会又は県立学校の学校長（以下「県

立学校長」という。）の内申により県教育委員会が行うものとする。ただし、次のいずれにも該

当する場合に限り任用するものとする。 

① 任期付教職員を任用する以外に、対象職員（休業を取得しようとする職員又は休業を取得し

た職員で、任期付教職員を採用することをもってその職員の業務を処理しようとする職員を

いう。）の業務を処理することが困難であること 

② 対象職員の休業の取得予定期間又は残余期間が、原則として１年以上であること 

  （２）任期付教職員は、地方公務員法第22条第１項に規定する条件附採用の適用を受ける。 

① 教育職員にあっては、教育公務員特例法第12条の規定により、その職において１年を勤務

し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式な採用とする。 

② 教育職員以外にあっては、地方公務員法第22条第１項の規定により、その職において６箇

月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となる。 

 

６ 任用の手続き 

 市町村（組合）教育委員会又は県立学校長は、任期付教職員を任用する必要が生じたときは、

別に定める様式に次の書類を添えて、原則として任用開始予定日の１月前までに県教育委員会へ

内申を行うものとする。 

 （１）履歴書 １通 

 （２）資格免許等の証明書（職務上必要な場合のみ）  １通 

 

７ 任用の期間 

（１）任期付教職員の任用期間は、原則１年以上の期間とし、対象職員の休業の取得期間の範囲内

（３年を超えない範囲）で、県教育委員会が必要と認める期間とする。 

（２）対象職員の休業期間の延長が認められたときは、任期付教職員に対して任期の更新を行うこ

とができる。 

 



45 

 

８ 退職の内申 

 市町村（組合）教育委員会又は県立学校長は、任期付教職員が次の各号に該当する場合には、別

に定める様式（関係書類を含む。）により、速やかに県教育委員会へ内申を行うものとする。 

（１）本人から退職の願い出があった場合 

 （２）地方公務員に規定する欠格事項に該当した場合 

 （３）分限、懲戒の事由に該当した場合（これに相当すると認められる場合を含む。） 

 （４）任期付教職員を任用する必要がなくなった場合 

 

９ 退職の発令 

  （１）前項の内申があったときは、県教育委員会は内容を審査のうえ退職又は解雇を決定する。 

  （２）県教育委員会は、任期付教職員に対し、任用期間が終了する１箇月前までに解雇の予告を別

に定める様式により通知する。 

 （３）任期付教職員の退職の発令は、県教育委員会が行う。 

 

１０ 退職手当 

  正規職員と同様に、退職手当の支給対象となる。 

 

１１ 勤務時間、休日及び休暇等 

 任期付教職員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日は、山梨県学校職員の勤務時間等に関する

条例その他関係規則等に定めるところにより、正規職員の例による。 

 

 

１２ 給 与 

  正規職員と同様に、学校職員給与条例、山梨県学校職員の給与に関する規則等が適用されるが、

一部取扱いについては以下のとおりとする。 

 （１）初任給 

①教育職員については、初任給基準表で定める号給とする。ただし、経験年数を有する者には、

当該号給に60（適用する学歴免許等の区分が修士課程修了及び専門職学位課程修了の場合は

48、博士課程修了の場合は30）を加えた号数を限度として加算することができる。 

②事務職員については、行政職給料表1級9号給とする。 

③学校栄養職員については、医療職給料表（二）1級15号給とする。 

④任用年度末年齢61歳以上の任期付教職員については、①の規定にかかわらず、別表に定

めるところによる。 

（２）昇 格 

   任用期間中に、昇格はしないものとする。 

 

１３ 部分休業 

 任期付教職員は、任用期間の範囲内で、山梨県職員の育児休業等に関する条例（平成４年山梨

県条例第１号）に規定する部分休業を取得することができる。 
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１４ 分限及び懲戒 

 任期付教職員の分限及び懲戒等については、正規職員と同様、地方公務員法第３章第５節（分限

及び懲戒）の規定のうち、分限（同法第28条）及び懲戒（同法第29条）の規定の適用を受けるも

のとする。 

 

１５ 服 務 

 任期付教職員の服務については、正規職員と同様、地方公務員法第３章第６節（服務）の規定の

うち、信用失墜行為の禁止（同法第33条）、守秘義務（同法第34条）、職務専念義務（同法第35条）、

営利企業等の従事制限（同法第38条）等の規定の適用を受ける。 

 

１６ 共済制度 

正規職員と同様に、公立学校共済組合員の資格を有する。 

 

１７ 公務災害補償 

  正規職員と同様に、地方公務員災害補償法が適用される。 

 

１８ その他 

 この取扱いに定めるもののほか、任期付教職員の取扱いに関して必要な事項は、その都度、県教

育委員会が定める。 

 

別表 

 

  適用する給料表 職名 初任給 

県立学校に勤務する教
育職員 

教育職給料表
（一） 

教諭及び養護教諭 ２級２０号 
助教諭、養護助教諭、講師、実習
助手及び寄宿舎指導員 

１級１８号 

小中学校に勤務する教
育職員 

教育職給料表
（二） 

教諭、養護教諭及び栄養教諭 ２級３２号 
講師、助教諭及び養護助教諭 １級１４号 



( 参 考 ）

１　任用期間

１年目 ２年目 ３年目

代替（産休）　代替（育休） 期採（育休） 　代替（育休）

 代替（産休） 任期付任用

２　任用期間の変更

１年目 ２年目 ３年目

 代替（産休） 任期付任用

○事由１　＜育休中に次子出産＞

 代替（産休） 　任期付任用

*1　　　
※育休期間が終了する一月前までに解雇予告通知
※産休中は代替（臨時的任用）、育休から再度任期付任用の選考

○事由２　＜育休期間の延長＞

 代替（産休） 任期付任用 任期更新

*2  *3

○事由３　＜任期付任用教職員の中途退職＞

 代替（産休） 任期付任用（現） 任期付任用（新）

*1　

*1 残余期間が1年未満のときは、代替（育休）
*2 延長期間が1年未満のときは、代替（育休）
*3 任用中の職員が任期の更新ができないときは、新たに任期付任用の選考
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変
更

産休期間

育休期間

任用期間

変
更

産休期間

育休期間

任用期間

変
更

産休期間

育休期間

任用期間

当
初

産休期間

育休期間

任用期間

育児休業に係る任期付教職員の任用期間

産休期間

育休期間

現　行

今　後

代替（産休）任期付任用

次子

次子

退職

退職 採用
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（参 考） 

    

※ 平成21年 5月 29日付け教義第966号により通知  

 

 

育児のための任期付短時間勤務職員の取扱いについて 

 

 （趣 旨） 

第１ この取扱いは、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第 10条第２

項の規定による育児短時間勤務の承認又は同法第 11 条第１項の規定による育児短時間勤務の期

間の延長の請求があった場合において、当該請求をした職員等の業務を処理するために必要があ

ると県教育委員会が認める場合に採用する短時間勤務職員（以下「育短任期付職員」という。）

の任用及び勤務条件に関し必要な事項を定める。 

 （定 義） 

第２ 育短任期付職員は、職務の内容により育短任期付教育職員、育短任期付学校栄養職員及び育

短任期付事務職員に区分する。 

２ 育短任期付教育職員の職名は、当該校種及び教科の免許資格又は担当職務に応じ、教諭、養護

教諭及び栄養教諭、助教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員とする。 

３ 育短任期付学校栄養職員の職名は、学校栄養職員とする。 

４ 育短任期付事務職員の職名は、事務職員とする。 

 （選 考） 

第３ 県教育委員会は、別に定める方法により育短任期付職員を選考し、その名簿を作成する。 

 （任 用） 

第４ 育短任期付職員の任用及び発令は、県教育委員会が行う。 

２ 育短任期付職員は、能力実証を経て採用される職員であることから、地方公務員法（昭和25年

法律第 261号。以下「地公法」という。）第22条第１項に規定する条件附採用の規定の適用を受

ける。 

 （任用期間） 

第５ 育短任期付職員の任用期間は、育児短時間勤務等の期間を超えない範囲で、県教育委員会が

別に定める。 

 （任用の内申） 

第６ 市町村（組合）教育委員会は、育短任期付職員の必要が生じたときは、別に定める様式（関

係書類を含む。）により、任用開始予定日の１月前までに県教育委員会あて内申しなければなら

ない。 

 （職務の内容） 

第７ 育短任期付職員の職務は、育児短時間勤務を行う職員等の職務内容を引き継ぐものとする。 

 ただし、県教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。  

 （給 与） 

第８ 育短任期付職員の給与の決定、支給方法及び支給条件等については、山梨県学校職員給与条

例（昭和 27年山梨県条例第 40号）の規定による。 

 （勤務時間等） 

第９ 育短任期付職員の１週間当たりの勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につ 

き週 32時間までの範囲内で、その者の業務内容及び勤務形態に応じ県教育委員会が定める。 
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２ 県教育委員会又は市町村（組合）教育委員会は、育短任期付職員の週休日（勤務時間を割り振

らない日をいう。）について、その者の業務内容及び勤務形態に応じ日曜日及び土曜日に加えて

月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けることができる。 

３ 県教育委員会又は市町村（組合）教育委員会は、育短任期付職員の勤務時間について、その者

の業務内容及び勤務形態に応じ１日につき８時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振る。 

 （休 暇） 

第１０ 育短任期付職員の休暇については、山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例（昭和 29年

条例第 27号）の規定による。 

 （分限及び懲戒）                      

第１１ 育短任期付職員の分限及び懲戒等については、一般職員と同様、地公法第３章第５節（分

限及び懲戒）の規定のうち、分限（同法第 28 条）及び懲戒（同法第 29 条）の規定の適用を受け

るものとするが、定年制の規定についてはこれを適用しない。 

 （服 務）                      

第１２ 育短任期付職員の服務については、一般職員と同様、地公法第３章第６節（服務）の規定

のうち、信用失墜行為の禁止（同法第 33 条）、守秘義務（同法第 34 条）、職務専念義務（同法

第 35条）、営利企業等の従事制限（同法第 38条）等の規定の適用を受ける。 

 ただし、営利企業等の従事の許可については、公務に支障を来たし、公務の信用を失墜させる 

おそれがないように留意しつつ、県教育委員会は、必要に応じ弾力的な運用を行うものとする。 

 （退職等の内申） 

第１３ 市町村（組合）教育委員会は、育短任期付職員が次の各号に該当する場合には、別に定め

る様式（関係書類を含む。）により速やかに県教育委員会あて内申しなければならない。 

 (1) 本人から退職の申し出があった場合 

 (2) 地公法に規定する欠格条項に該当した場合 

 (3) 分限、懲戒の事由に該当した場合（これに相当すると認められる場合を含む。） 

 (4) 育児のための任期付短時間勤務職員を任用する必要がなくなった場合 

 （共済制度）          

第１４ 育短任期付職員は、地方公務員等共済組合法（昭和 37年法律第 152号）第２条第１項第１

号に規定する職員ではないことから、地方公務員共済組合の組合員とならない。 

 （災害補償）                                                                         

第１５ 育短任期付職員は、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第 121号）第２条第１項第１号 

に規定する職員として、同法が適用される。  

（その他） 

第１６ この取扱いに定めるもののほか、育短任期付職員の取扱いに関して必要な事項は、その都

度、県教育委員会が定める。  

（附則） 

  この取扱は、平成 20年４月１日から施行する。 

（附則）                                     

  この取扱は、平成 21年６月１日から施行する。 
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○会計年度任用職員の任用等の取扱いについて 

                             

制  定：令和2年3月27日教義第5009号（令和2年4月1日施行） 

最終改正：令和7年4月1日教義第１０３号（令和7年4月1日施行） 

 

１ 採用 

 (1) 会計年度任用職員を採用するに当たっては、志願者を公募し、志願者から出願書類の

提出を受け、面接及び地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条に規定されている

欠格条項の該当の有無、経歴、職務に対する適性等による能力の実証を行うものとす

る。 

また、会計年度任用職員として採用しようとする職に前年度に就いていた者を会計

年度任用職員として採用しようとする際に、必要とされる能力の実証が、面接及び従前

の勤務成績に基づき行うことができる場合は、公募によらないことができる。その際、

勤務成績を適切に記録するとともに、公募によらない採用は連続２回を限度とする。 

 (2) 会計年度任用職員の任期は、１会計年度内で定めることとする。 

 (3) 市町村（組合）教育委員会（以下「市町村教委」という。）は、会計年度任用職員を

採用しようとするときは、別に定める様式に次の書類を添えて山梨県教育委員会（以

下「県教委」という。）に内申するものとする。 

  ①履歴書 

  ②資格免許等の証明書（職務上必要な場合のみ） 

(4) 採用においては第一号様式により発令通知書を交付することとする。 

 

２ 任期の更新 

(1) 特別の事情により任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要

が生じた場合には、当該職員の同意を得たうえで、当該会計年度末までの範囲内におい

て、その任期を更新できる。 

(2) 市町村教委は、会計年度任用職員の任期を更新しようとするときは、別に定める様式

に必要な書類を添えて県教委に内申するものとする。 

(3) 任期の更新においては、第二号様式により発令通知書を交付することとする。 

 

３ 勤務条件の変更 

(1) 市町村教委は、会計年度任用職員の勤務条件を変更しようとするときは、別に定める

様式に学校長の意見書を添えて県教委に内申するものとする。 

(2) 勤務条件の変更においては、第三号様式により発令通知書を交付することとする。 

 

４ 退職 

(1) 会計年度任用職員は、任期の満了によるほか、退職の申し出により退職することがで

きる。 

（参 考） 
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(2) 市町村教委は、会計年度任用職員から退職の申し出がなされたときは、別に定める様

式により県教委に内申するものとする。 

(3) 退職の申し出による退職においては、第四号様式により発令通知書を交付すること

とする。 

 

５ 条件付採用期間 

   会計年度任用職員を採用した場合、その採用は１月間条件付のものとし、その間その

職務を良好な成績で遂行したときは、その採用は正式なものとなる。その際、勤務成績

を第五号様式により適切に記録するものとする。 

   ただし、条件付採用期間の開始後１月間において実際に勤務した日数が15日に満た

ない場合、当該職員の任期を限度に、その日数が15日に達するまで条件付採用期間は継

続する。 

   なお、公募によらない再度の任用の場合においても、新たな会計年度任用職員の職に

改めて任用されたものであることから、条件付採用期間を省略することはできない。 

 

６ 職務内容 

   会計年度任用職員に従事させる職務内容について、別に定める。（各種取扱要綱参照） 

 

７ 勤務時間 

 (1) 勤務時間は１週間につき38時間45分を超えない範囲内において、勤務日数は１週間

につき５日を超えない範囲内において、県教委が適宜定める。 

 (2) 学校長は、(1)により定められた勤務時間について、１日につき７時間45分を超えな

い範囲内で１日の勤務時間を定め、類似する職務に従事する常勤職員の例によりこれ

を割振るものとする。 

また、(1)により定められた勤務日数について、類似する職務に従事する常勤職員の例

により週休日を割振るものとする。 

 (3) 休憩時間は、類似する職務に従事する常勤職員の例により割振るものとする。 

(4) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「祝日法に

よる休日」という。）及び12月29日から翌年の１月３日までの日（以下「年末年始の休

日」という。）には、勤務することを要しない。 

 (5) 学校長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、通常の勤務時間以外の時

間帯に勤務を命ずることができる。 

※パートタイム（非常勤）の職については、フルタイム勤務を要さない業務量の職と

して設置しているものであるから、本規定は、臨時的緊急的な業務処理や繁忙期に

おける時間外勤務を想定するものであり、恒常的な時間外勤務は厳に慎むこと。 

 (6) 週当たり又は年間の勤務時間の上限について、別に定める。（各種取扱要綱参照） 
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８ 休暇及び休業 

 (1) 年次有給休暇 

  ① １週間の勤務日が５日とされている会計年度任用職員、１週間の勤務日が４日以

下とされている会計年度任用職員で１週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び

週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で１年間の勤務日

が217日以上であるものが、任用の日から６月間継続勤務した場合には、次の１年間

において10日の年次有給休暇を付与する。 

   ② ①に掲げる会計年度任用職員が、任用の日から１年６月以上継続勤務した場合

には、次の１年間において、10日に、次の表の上欄に掲げる任用の日からの継続勤務

期間に応じ、同表の下欄に掲げる日数を加算した日数の年次有給休暇を付与する。 

任用の日からの

継続勤務期間 
１年６か月 ２年６か月 ３年６か月 ４年６か月 ５年６か月 ６年６か月以上 

日数 １日 ２日 ４日 ６日 ８日 １０日 

  ③ １週間の勤務日が４日以下とされている会計年度任用職員（１週間の勤務時間が

29時間以上である会計年度任用職員を除く。）及び週以外の期間によって勤務日が定

められている会計年度任用職員で１年間の勤務日が48日以上216日以下であるもの

が、任用の日から６月間継続勤務した場合又は任用の日から１年６月以上継続勤務

した場合には、それぞれ次の１年間において、１週間の勤務日が４日以下とされてい

る会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる１週間の勤務日の日数の区分

に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあって

は同表の中欄に掲げる１年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に

掲げる任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数の年次有給休暇

を付与する。 

※①～③の「継続勤務」とは、その任用形態が社会通念上中断されていないと認められ

る場合の勤務をいい、任用期間満了後に同一の任命権者に再度任用され引き続き勤

務している場合のほか、任用期間満了後に本県の異なる任命権者において任用され

引き続き勤務している場合も含むものであること。（特別休暇における「継続勤務」

の考え方も同様） 

１週間の勤務日の

日数 

４日 ３日 ２日 １日 

１年間の勤務日の

日数 

１６９日から

２１６日まで 

１２１日から 

１６８日まで 

７３日から 

１２０日まで 

４８日から 

７２日まで 

任用の

日から

起算し

た継続

勤務期

間 

６月 ７日 ５日 ３日 １日 

１年６月 ８日 ６日 ４日 ２日 

２年６月 ９日 ６日 ４日 ２日 

３年６月 １０日 ８日 ５日 ２日 

４年６月 １２日 ９日 ６日 ３日 

５年６月 １３日 １０日 ６日 ３日 

６年６月

以上 

１５日 １１日 ７日 ３日 
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④ 年次有給休暇（この規定により繰り越されたものを除く。）は、与えられた日数の

うち使用しなかった日数がある場合は、１の年における年次有給休暇の残日数が20

日を超えない会計年度任用職員にあっては当該残日数（１日未満の端数があるとき

はこれを１日の年次有給休暇の残日数とした日数）を、20日を超える職員にあっては

20日を限度として、当該年の翌年に限り繰り越すことができる。  

⑤ 年次有給休暇の単位は、１日又は１時間とする。 

  ⑥ １時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有

給休暇を使用した会計年度任用職員の勤務日１日当たりの勤務時間をもって１日と

する。なお、勤務日１日当たりの勤務時間が勤務日によって異なる場合にあっては、

当該会計年度任用職員の週当たりの勤務時間を週の勤務日数で除して得た時間（１

分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間）をもって１日とする。 

  ⑦ 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に１

時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。 

⑧ 勤務形態が変更になった場合においては、年次有給休暇の付与日時点における勤

務日数に応じた年次有給休暇を付与する。 

   （例）年休付与の基準日が６月１日であるものが、４月１日から週３日勤務から週５

日勤務となった場合 →６月１日の年休付与日数は週５日勤務に応じた日数 

  ⑨ 新たに会計年度任用職員に採用された場合には、任用の日から６月間は年次有給

休暇が付与されないが、任用から６か月後に初めて付与される年次有給休暇に限り、

これを任用から６か月経過前においても使用することができるものとする。ただし、

年次有給休暇の付与はあくまでも任用の日から６月間継続勤務した場合であり、こ

の取扱いは、将来付与される年次有給休暇を前倒して使用するにすぎないものであ

るから、６か月間継続して勤務する前に退職した場合においては、当該年次有給休暇

取得日については欠勤日として取扱うこと。（当該日について既に報酬を支給してい

る場合には、その額を返金させることになる。）また、既に支給した期末手当につい

ても、欠勤日として取扱うことにより在職期間率が変更となる場合は、併せて返金を

行わせることとなる。） 

 

 (2) 特別休暇（有給） 

   会計年度任用職員には、別表１に定める特別休暇（有給）を付与する。 

 

(3) 特別休暇（無給） 

   会計年度任用職員には、別表２に定める特別休暇（無給）を付与する。 

 

(4) 傷病休暇（無給）（①は有給、②は無給） 

① 傷病休暇は、６月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は６月以上継

続勤務している会計年度任用職員（週以外の期間によって勤務日が定められている

会計年度任用職員で１年間の勤務日が47日以下であるもの及び定型的な業務に従事
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する短期間又は短時間勤務の会計年度任用職員を除く。）が負傷又は疾病のため療養

する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休

暇であり、勤務形態に応じ、次のとおり取得できる。 

   ⅰ) １週間の勤務日が５日とされている会計年度任用職員、１週間の勤務日が４日

以下とされている会計年度任用職員で１週間の勤務時間が29時間以上であるも

の及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で１年

間の勤務日が217日以上であるものは、１会計年度につき、10日の範囲内で傷病休

暇を取得できる。 

   ⅱ) １週間の勤務日が４日以下とされている会計年度任用職員（１週間の勤務時間

が29時間以上である会計年度任用職員を除く。）及び週以外の期間によって勤務

日が定められている会計年度任用職員で１年間の勤務日が48日以上216日以下で

あるものは、１会計年度につき、次の表の上欄に掲げる１週間の勤務日の日数の

区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては同表

の中欄に掲げる１年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げ

る日数の範囲内で傷病休暇を取得できる。 

１週間の勤務

日の日数 

４日 ３日 ２日 １日 

１年間の勤務

日の日数 

１６９日から 

２１６日まで 

１２１日から 

１６８日まで 

７３日から 

１２０日まで 

４８日から 

７２日まで 

日数 ７日 ５日 ３日 １日 

 

② 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があってその勤務

しないことがやむを得ないと認められる場合、又は母子保健法の規定による保健指

導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認め

られる場合においては、上記①に関わらず、その都度必要と認める期間の傷病休暇を

取得できる。 

③ 傷病休暇の単位は、１日、１時間又は１分を単位とし、この場合の取扱いは年次有

給休暇の例による。 ＊（１）年次有給休暇⑥⑦参照 

 

(5) 介護休暇（無給） 

次の全てに該当する会計年度任用職員は、要介護者（※）の介護をするため、要介

護者ごとに、通算して93日の範囲内であらかじめ指定した期間内（最大３回指定可能）

で、１日又は１時間を単位として、介護休暇を請求することができる。 

①１週間の勤務日が３日以上である者又は週以外の期間によって勤務日が定められ 

ている職員で１年間の勤務日が121日以上である者 

②介護休暇の期間の初日から起算して93日を経過する日から６月を経過する日まで 

に、その任期（任期終了後に再度任用される可能性のある場合にあっては、再度の 

任用後のもの）が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用され 

ないことが明らかでない者 
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※要介護者：父母・祖父母等で負傷又は疾病等により２週間以上の期間にわたり日  

常生活を営むのに支障があるもの（山梨県職員勤務時間、休日及び休暇

に関する条例第15条第1項、山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例

第16条第1項） 

 

(6) 介護時間（無給） 

次に該当する会計年度任用職員は、要介護者の介護をするため、当該要介護者ごと

に、連続する３年の期間内において、１日の勤務時間から５時間45分を減じた時間を

超えない範囲内（最長２時間、30分単位）で、勤務時間の始め又は終わりにおいて、

介護時間を請求することができる。 

①１週間の勤務日が３日以上である者又は週以外の期間によって勤務日が定められて

いる職員で１年間の勤務日が121日以上である者であり、かつ、１日の勤務時間が６

時間15分以上である者 

※育児休暇または育児部分休業を取得している会計年度任用職員が介護時間を取得す

る場合、１日の勤務時間から５時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で、かつ、

育児休暇または育児部分休業を取得している時間を減じた時間の範囲内で取得が可

能 

 

(7) 育児休業（無給） 

  ① 次の全てに該当する会計年度任用職員は、子の出生の日から１歳到達日までの間、

育児休業をすることができる。 

ⅰ）子が１歳６か月に達する日（子の出生の日から８週間の期間内に育児休業をしよ

うとする場合にあっては、当該子の出生後８週の末日から６月を経過する日、１

歳６か月から２歳に達するまでの子を養育する場合にあっては、子が２歳に達

する日）までの間に任期が満了し、その任期が更新されないこと及び引き続き採

用されないことが明らかでない者 

ⅱ）１週間の勤務日が３日以上である者又は週以外の期間によって勤務日が定めら

れている職員で１年間の勤務日が121日以上である者 

  ② 上記①により育児休業をしている会計年度任用職員が、次の事由に該当する場合

には、子が１歳６か月に達する日までの範囲内（子が１歳６か月に達する日まで育児

休業を延長しても尚、当該事由が継続する場合には、子が２歳に達する日までの範囲

内）において、育児休業をすることができる。 

ⅰ）保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の１歳到達

日後の期間について、当面その実施が行われない場合 

ⅱ）１歳到達日後において当該子を養育する予定であった配偶者が、①死亡したとき 

②負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが

困難な状態となったとき ③当該子と同居しないこととなったとき のいずれ

かの状態となった場合 
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  ③ 育児休業をしている会計年度任用職員については、「採用(1)」の規定に関わらず、

当該育児休業期間を任用期間から除算して得た期間が、3月31日時点において３年未

満である場合には、人事評価結果（当該任期における勤務期間が３月未満であって人

事評価ができない場合は直近任期における人事評価結果）に基づき、公募によらない

採用をすることができる。 

 

(8) 育児部分休業（無給） 

次に該当する会計年度任用職員は、３歳に達するまでの子を養育するため、１日の

勤務時間から５時間45分を減じた時間を超えない範囲内（最長２時間、30分単位）で、

勤務時間の始め又は終わりにおいて、育児部分休業を請求することができる。 

①１週間の勤務日が３日以上である者又は週以外の期間によって勤務日が定められ 

ている職員で１年間の勤務日が121日以上である者であり、かつ、１日の勤務時間 

が６時間15分以上である者 

※介護時間または育児休暇を取得している会計年度任用職員が育児部分休業を取得

する場合、１日の勤務時間から５時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で、

かつ、２時間から介護時間または育児休暇を取得している時間を減じた時間の範

囲内で取得が可能 

 

 （参考）無給休暇と欠勤の相違 

 無給休暇 欠  勤 

報酬 減額（１時間単位） 減額（１時間単位） 

懲戒処分 対象外 対象となりうる 

 

(9) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取扱い 

① 別表１及び附表１中の「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に

は、職員とパートナーシップにある者であって次のいずれかに該当するもの（以下、

「パートナーシップ宣誓をした相手方」という。）を含むものとする。 

ⅰ）山梨県パートナーシップ宣誓制度実施要綱の規定により有効なパートナーシッ

プ宣誓書受領証の交付を受けているもの 

ⅱ）山梨県パートナーシップ宣誓制度実施要綱に定めるパートナーシップ宣誓制度

と同等の水準にあると認められる他の地方公共団体のパートナーシップに関す

る制度により、当該地方公共団体から、パートナーであることを宣誓したことを

証する有効な書類の交付を受けているもの 

② 所属長は、会計年度任用職員がパートナーシップ宣誓をした相手方に係る休暇を 

取得する場合、当該休暇の取得に必要な書類に加え、宣誓の状況を確認するため、必 

要に応じてパートナーシップ宣誓をした相手方であることの証明（山梨県パートナ 

ーシップ宣誓制度に基づくパートナーシップ宣誓書（受付印が押印されたものに限 

る。）及び山梨県パートナーシップ宣誓書受領証の写し等）の提出を求めること。 
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※会計年度任用職員がパートナーシップ宣誓をした相手方に関して取得できる休暇 

忌引、婚姻休暇、配偶者出産休暇、育児参加休暇（該当する女性も取得できるものと

する）、短期の介護休暇、介護休暇、介護時間 

 

９ 報酬 

 (1) 報酬は日額制又は時間給制とし、その額は別途定めるところによる。 

 (2) 報酬の支給は、月の初日から末日までの間における勤務実績に応じ、翌月10日に支給

する。ただし、支給日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてそ

の日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。 

 (3) 会計年度任用職員が勤務しないときは、有給休暇を除き、報酬は支給しない。なお、

１日の勤務時間の一部を勤務しない場合が複数回あるときは、月の初日から末日まで

の総時間数で減額することとし、その総時間数に１時間未満の端数が生じたときは、30

分以上の端数は１時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。 

 (4) 非常勤の職員の場合、学校長は報酬の支給にあたり、別に定める様式により非常勤職

員勤務簿を作成し、その写しを所轄の教育事務所長に提出することとする。 

 (5) 会計年度任用職員の任用に際し決定した報酬日額は、常勤職員の給与改定があった

場合は、原則(※)として当該給与改定に係る取扱いに準じて改定する。 

  (※) 次の①～③のいずれかに該当する職員は対象外となる。 

① 年度内の任期が３か月以内の者（在職期間が３か月以内の者を含む） 

② １週間当たりの勤務時間が１５時間３０分未満の者 

③ 報酬水準が常勤職員の給料表に基づき算定されていない者 

 

１０ 時間外勤務手当、休日勤務手当に相当する報酬 

 (1) １日の勤務時間が、会計年度任用職員に割振られた１日の勤務時間を超えた場合に

は、時間外勤務手当に相当する報酬を常勤職員に準じて支給する。ただし、会計年度任

用職員に割振られた１日当たりの勤務時間と時間外勤務の時間との合計が７時間45分

に達するまでの間における支給割合は100/100とする。 

① 通常の勤務日における勤務（７時間45分に達するまで）：時間給×100／100 

② 通常の勤務日における勤務：時間給×125／100 

③ 週休日における勤務：時間給×135／100 

 (2) 週休日の振替を同一週以外の週とした結果、１週間の正規の勤務時間が38時間45分

を超えた場合には、当該超えた時間に対し、時間外勤務手当に相当する報酬を常勤職員

に準じて支給する。（時間給×25/100） 

 (3) 祝日法による休日若しくは年末年始の休日に勤務することを命ぜられた場合には、

休日勤務手当に相当する報酬を常勤職員に準じて支給する。（時間給×135／100） 

※会計年度任用職員は、祝日法による休日及び年末年始の休日については勤務する

ことを要しないことから、例えば、交代制勤務により本来の勤務日として休日に勤

務する場合においては、当該休日勤務に対する報酬の支給は、通常の報酬日額は支

給せずに、休日勤務手当に相当する報酬（時間給×135／100）のみを支給する。公
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立小中学校において休日勤務をさせる場合は、事前に義務教育課に協議すること。 

(4) 上記(1)～(3)までの規定により、時間外勤務手当、休日勤務手当に相当する報酬を支

給する場合は、月の初日から末日までの期間におけるそれぞれの勤務時間の総時間数

により支給する。（総時間数において１時間未満の端数が生じたときは、30分以上の端

数は１時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。） 

※月の初日から末日までの総時間数については、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務

の区分ごと、かつそれぞれの支給率の区分ごとに合計すること。 

 

１１ 期末手当及び勤勉手当 

 (1) 期末手当及び勤勉手当の支給対象となるのは、次の条件を満たす会計年度任用職員

とする。 

① 期末手当及び勤勉手当は、任期が６月以上（任期の満了後、引き続き同一の職に任

用された場合における直前の会計年度における任期との合計が６月以上となる場合

を含む。）あり、かつ１週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員のうち、

６月１日又は12月１日に在職するもの（当該基準日前１月以内に退職したもののう

ち、その在職期間が６月以上であるものを含む。）に対して支給する。 

② 給料水準を、会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属す

る職務の級の初号給の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要と

なる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮して定めたもの。 

（例）学校不適応加配に係る非常勤講師 

 (2) 期末手当及び勤勉手当の支給額は、各基準日ともに、次の額とする。 

【期末手当】 

   基準月額×支給率×在職期間率（注１）×１週間当たりの勤務時間数／38.75（注２） 

【勤勉手当】 

   基準月額×成績率×勤務期間率（注３）×１週間当たりの勤務時間数／38.75（注２） 

   ※支給率及び成績率については別途通知する。 

     （注１）基準日前６箇月以内の期間（６月期：12/2～6/1 12月期：6/2～12/1）

における在職期間に応じた割合 

在職期間 在職期間率 

６箇月 １００／１００ 

５箇月以上６箇月未満 ８０／１００ 

３箇月以上５箇月未満 ６０／１００ 

３箇月未満 ３０／１００ 

※本県の会計年度任用職員として引き続いて在職した期間は、第18に掲げる定型

的な業務に従事する短期間又は短時間勤務の会計年度任用職員として任用し

ていた期間を除き、異なる任命権者や異なる職務内容への任用であっても在職

期間に通算する。 

※基準日以前六箇月以内において、次に掲げる者からパートタイムの会計年度任

用職員となった場合は、従前の以下の職員としての期間を在職期間に通算す

る。 

  ①山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例、山梨県警察職員給与条例
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の適用を受ける職員 

  ②現業職員（単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条

例の適用を受ける職員（フルタイムの会計年度任用職員を含む）） 

  ③企業職員（山梨県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受

ける職員（フルタイムの会計年度任用職員を含む）） 

  ④県の特別職のうち非常勤を除く者 

  →上記①～④の在職期間を通算する場合における期間の算定に当たって、期

末手当及び勤勉手当に関する規則第５条第２項、第３項の規定を適用す

る。 

※上記２つの（※）における在職期間の通算に当たっては、原則、引き続いて在職 

している場合において通算するものである。ただし、基準日前１月以内に退職 

し、基準日において期末手当の支給対象となる場合は、期間が空いている場 

合も従前の在職期間を通算する。 

  

     （注２）勤務時間が週によって異なる場合には、次の計算式によるものとする。 

         （次の計算式による計算結果の小数点以下第３位を四捨五入） 

基準日前６箇月以内の期間における勤務時間の合計（祝日法による休日及び年末年始の休日を含む） 

／(（基準日前６箇月以内の期間の全日数 －週休日（土日相当）の日数）×７．７５) 

※（注３）における（基準日前６箇月以内の期間の全日数 －週休日（土日相当）の

日数）については、当該会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の算定に係る

任用期間に限り算定する。 

※この場合、「（祝日法による休日及び年末年始の休日を含む）」とは、仮に祝日法

による休日または年末年始の休日でなければ、本来は勤務を割り振られている日

である場合に限り日数として含めることとなる点に留意する必要がある。 

     （注３）基準日前６箇月以内の期間（６月期：12/2～6/1 12月期：6/2～12/1）

における勤務期間に応じた割合 

勤 務 期 間   割   合 

   ６箇月 １００／１００ 

   ５箇月１５日以上６箇月未満  ９５／１００ 

   ５箇月以上５箇月１５日未満  ９０／１００ 

   ４箇月１５日以上５箇月未満  ８０／１００ 

   ４箇月以上４箇月１５日未満  ７０／１００ 

   ３箇月１５日以上４箇月未満  ６０／１００ 

   ３箇月以上３箇月１５日未満  ５０／１００ 

   ２箇月１５日以上３箇月未満  ４０／１００ 

   ２箇月以上２箇月１５日未満  ３０／１００ 

   １箇月１５日以上２箇月未満  ２０／１００ 

   １箇月以上１箇月１５日未満  １５／１００ 

   １５日以上１箇月未満  １０／１００ 

   １５日未満    ５／１００ 

   ０    ０ 
※本県の会計年度任用職員として引き続いて勤務した期間は、第18に掲げる定型

的な業務に従事する短期間又は短時間勤務の会計年度任用職員として任用し

ていた期間を除き、異なる任命権者や異なる職務内容への任用であっても勤務

期間に通算する。 

※基準日以前六箇月以内において、次に掲げる者からパートタイムの会計年度任

用職員となった場合は、従前の以下の職員としての期間を勤務期間に通算す

る。 

  ①山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例、山梨県警察職員給与条例
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の適用を受ける職員 

  ②現業職員（単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条

例の適用を受ける職員（フルタイムの会計年度任用職員を含む）） 

  ③企業職員（山梨県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受

ける職員（フルタイムの会計年度任用職員を含む）） 

  ④県の特別職のうち非常勤を除く者 

  →上記①～④の勤務期間を通算する場合における期間の算定に当たって、期

末手当及び勤勉手当に関する規則第５条第２項、第３項の規定を適用す

る。 

※上記２つの（※）における勤務期間の通算に当たっては、原則、引き続いて

勤務している場合において通算するものである。ただし、基準日前１月以内

に退職し、基準日において勤勉手当の支給対象となる場合は、期間が空いて

いる場合も従前の勤務期間を通算する。 

 

 

除算期間の取扱い（会計年度任用職員） 

対象期間 期末手当 勤勉手当 

停職者の期間 × × 

特別休暇（有給）の期間 除算なし 除算なし 

特別休暇（無給）の期間 除算なし 除算なし 

育児休業の期間 １／２※１ ×※１ 

欠勤した期間 除算なし × 

傷病休暇（公務傷病等を除く。）の期間 除算なし ※２ 

傷病休暇（公務傷病等）の期間 除算なし 除算なし 

介護休暇の期間 除算なし ※３ 

介護時間の期間 除算なし ※４ 

育児部分休業の期間 除算なし ※５ 

対象期間の全期間にわたり勤務した日のない場合の 

当該期間 
除算なし ×※６ 

※1 次に掲げる場合は、除算しない。 

・当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第３条の２に規定

する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が二以上

あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である場合 

・当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第３条の２に規定

する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当

該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である場合 

※2 傷病休暇の期間が週休日、休日及び年末年始の休日を除いて合計30日（a）を超える場合に

は、その勤務しなかった全期間を除算する。 

※3 介護休暇の期間が週休日、休日及び年末年始の休日を除いて合計30日（a）を超える場合に

は、その勤務しなかった全期間を除算する。 

※4 介護時間の期間が合計30日（a）を超える場合には、その勤務しなかった全期間を除算す 

る。 

※5 育児部分休業の期間が合計30日（a）を超える場合には、その勤務しなかった全期間を除算 

する。 

※6 基準日前６箇月以内の期間の全期間にわたり勤務した日のない場合には、全期間を除算す 

る。 

 

a：週の勤務日数が5日未満の場合には、30日を5で除して得た日数に当該職員の週の勤務日数を

乗じて得た日数に読み替える。（週４日勤務：30日÷5×4＝24日  週３日勤務：30日÷5×3

＝18日）また、勤務日数が週によって異なる場合には、30日を「基準日前６箇月以内の期間の

全日数 －週休日（土日相当）の日数」で除して得た日数に、基準日前６箇月以内の期間にお

ける勤務日数の合計（祝日法による休日及び年末年始の休日を含む）を乗じて得た日数に読

み替える。 

             →「基準日前６箇月以内の期間の全日数 －週休日（土日相当）の日数」については、当該
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会計年度任用職員の期末手当の算定に係る任用期間に限り算定する。 

b:１時間を単位として使用した無給の休暇を日に換算する場合には、当該会計年度任用職員の

勤務日１日当たりの勤務時間をもって１日とする。なお、勤務日１日当たりの勤務時間が勤

務日によって異なる場合にあっては、当該会計年度任用職員の週当たりの勤務時間を週の勤

務日数で除して得た時間（１分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間）をもって１

日とする。 

  

 (3) 期末手当及び勤勉手当の支給は、基準日が６月１日である場合には６月30日に、基準

日が12月１日である場合には12月10日に、それぞれ支給する。ただし、支給日が日曜日、

土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又

は休日でない日を支給日とする。 

(4) (1)から(3)の規定にかかわらず、基準日において期末手当及び勤勉手当に関する規

則第１条に掲げる職員に該当する場合は期末手当を、同規則第７条に掲げる職員に該

当する場合は勤勉手当を支給しない。 

 (5) 期末手当及び勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、山梨県職員給

与条例第３２条の２、第３２条の３及び第３３条第５項若しくは山梨県学校職員給与

条例第２２条の２、第２２条の３及び第２２条の４第５項の規定を準用する。 

 

１２ 費用弁償（通勤） 

 (1) 通勤のために要した費用については、常勤職員の通勤手当に準じて認定の上、その勤

務日数に応じて支給する。 

   ①交通機関利用者 

通勤所要回数分の運賃額と定期券の価額のいずれか低い方の額とし、その支給単

位期間は、定期券については６箇月を原則とし、回数乗車券等については１箇月と

する。また、バス利用者はＰＡＳＭＯを使用した場合により算出した額を比較対象

とすること。（参考：平成２７年１１月１６日付 教福第１３０２号「バス利用者に

おける通勤手当の認定について」） 

なお、勤務日数が週当たりで指定されている会計年度任用職員については、次表

により月当たりの勤務日数に換算して定期券等の価額との比較を行うこと。（勤務

日数が年当たりで指定されている場合には、その支給単位期間における勤務予定

日数により比較を行うこと。） 

勤務態様（週勤務日数） 月当たりの通勤日数 

１日 ４日 

２日 ８日 

３日 １３日 

４日 １７日 

５日 ２１日 

 

（例）雇用期間６箇月以上で週４日勤務の場合 

     区間：甲府～山梨市 乗車券の額 ２３０円 ６月定期券 ３３，２６０円 
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        回数券の額 ２３０円×１７日×２（往復）×１０／１１＝７，１０９円 

           ７，１０９円×６月＝４２，６５４円 

     →定期券の方が安いので、定期券の額を支給 

 

   ②交通用具使用者 

勤務１日あたり、常勤職員の例により算出した通勤手当の月額を２１で除して得

た額を支給する。 

また、通勤のために常例として駐車場を利用する場合にあっては、常勤職員の例に

より算出した額を併せて支給する。（駐車料金については勤務日数による割落とし

を行わない。） 

  

ⅰ）複数校に勤務する者については、１週間の勤務状況を基に、往路及び復路毎に通

勤距離を算出し、その１日当たりの平均（小数点以下第２位切り捨て）を支給根拠

としての片道の通勤距離とすること。 

 

（例）            5Km      5Km       

    ① 月曜日の勤務： 自宅―――――A 校――――――自宅         

                              5Km      6Km         12Km       

    ② 水曜日の勤務： 自宅―――――A 校――――――B 校――――――自宅 

                               5Km      6Km         12Km                

    ③ 木曜日の勤務： 自宅―――――A 校――――――B 校――――――自宅                                                  

                                12Km           12Km 

     ④ 金曜日の勤務： 自宅―――――B 校――――――自宅 

 

 

 

※ 片道の通勤距離の決定 

      ①の往路  ：５Ｋｍ（自宅～Ａ校） 

          ①の復路  ：５Ｋｍ（Ａ校～自宅） 

      ②の往路  ：11Ｋｍ（自宅～Ａ校～Ｂ校） 

          ②の復路  ：12Ｋｍ（Ｂ校～自宅）          平均の片道の路程：10.0 Km 

          ③の往路  ：11Ｋｍ（自宅～Ａ校～Ｂ校） 

          ③の復路  ：12Ｋｍ（Ｂ校～自宅） 

      ④の往路  ：12Ｋｍ（自宅～Ｂ校） 

          ④の復路  ：12Ｋｍ（Ｂ校～自宅） 

    ※ 支給額＝「勤務日」×「片道通勤距離が10.0Ｋｍの通勤手当月額」／「21日」 

 

ⅱ）複数校に勤務する者のうち、１週間当たりの勤務態様が明らかでない又は突発的
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に勤務形態が変更となった者については、勤務校毎に支給額を算出し、合計金額を

支給額とすることができるものとすること。その場合、同一日の複数校勤務につい

ては、その日の通勤距離を２で除した距離（小数点以下第２位切り捨て）を片道の

通勤距離として算出すること。 

 

（例）                5Km     5Km       

    ① A 校のみ勤務（６日）： 自宅――――A 校―――――自宅         

                                   5Km     6Km          12Km       

 ② AB 両校勤務 （２日）： 自宅――――A校―――――B 校―――――自宅 

                                   12Km    12Km  

    ③ B 校のみ勤務（８日）： 自宅――――B 校―――――自宅                                                 

 

※ 片道の通勤距離の決定（小数点以下第２位切り捨て） 

      ① Ａ校のみ勤務 ５Ｋｍ 

      ② ＡＢ両校勤務   (５ｋｍ＋６ｋｍ＋12ｋｍ)／２＝11.5ｋｍ 

     ③ Ｂ校のみ勤務  12Ｋｍ 

 

    ※ 支給額の決定 

     ①の支給額＝「６日」×「片道通勤距離が5.0Ｋｍの通勤手当月額」／「21日」 

     ②の支給額＝「２日」×「片道通勤距離が11.5Ｋｍの通勤手当月額」／「21日」 

      ③の支給額＝「８日」×「片道通勤距離が12.0Ｋｍの通勤手当月額」／「21日」 

           支給額＝ ①の支給額＋②の支給額＋③の支給額 

 

 (2) 新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等の特別料金につ

いては、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ず

ることとなった場合に支給されるものであるから、あらかじめ勤務地を明示されたう

えで採用され、かつ異動のない会計年度任用職員に対する支給は通常は想定されない

こと。 

 (3) 費用弁償（通勤）の支給は、月の初日から末日までの間において実際に通勤した日数

に応じ、翌月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日、土曜日又は休日に当たるとき

は、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とす

る。 

なお、定期券の額の支給を受ける場合については、支給額の認定の段階において、日

額とするよりも経済的であることから定期券の額（月額）としたものであるから、支給

の段階において改めて勤務実績を踏まえることを要しないものであること。 

   ※１日のすべての時間について休暇を取得した場合には、その日の通勤実績はない

ため費用弁償（通勤）は支給しない。（したがって、その日が有給休暇である場合

には、報酬は支給される日であるが費用弁償（通勤）は支給されない日となる。） 
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１３ 費用弁償（出張） 

  出張のために要した費用については、常勤職員の旅費の例により支給する。 

 

１４ 社会保険等 

会計年度任用職員のうち、その任期及び勤務時間等が、地方公務員等共済組合法（昭和

37年法律第152号）、厚生年金保険法（昭和29年法律115号）、雇用保険法（昭和49年法律第

116号）又は介護保険法（平成９年法律第123号）に定める被保険者の要件に該当する者は、

各保険の被保険者とする。 

 

１５ 公務災害補償又は労働者災害補償 

  会計年度任用職員に対する公務災害等の補償については、労働基準法別表第一に掲げ

る事業（１号～15号）に該当する職場にあっては労働者災害補償保険法（昭和22年法律第

50号）が適用され、それ以外の官公署の職場にあっては山梨県議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例（昭和42年条例第55号）が適用されること。（山梨県

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例§２、労働者災害補償保

険法§３） 

  ＊労働基準法別表第一に掲げる事業に該当する職場については山梨県人事委員会ホー

ムページに掲載する「号別区分表」を参照すること 

 

１６ 児童手当 

  中学校修了前の児童を養育する会計年度任用職員に対する児童手当については、居住

する市町村において認定及び支給事務を行う。 

  ただし、共済組合員資格を有する場合（任用期間が１年を超えるフルタイム会計年度任

用職員）は、正規職員と同様に、県において認定及び支給事務を行う。 

 

１７ 服務 

  会計年度任用職員には、一部を除き、常勤職員と同様、地方公務員法第30条から第38条

までの規定が適用され、違反した場合には懲戒処分等の対象となることに留意すること。 

 フルタイム パートタイム 

服務の根本基準（地公法第30条） ○ ○ 

服務の宣誓（地公法第31条） ○ ○ 

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（地公法第32条） ○ ○ 

信用失墜行為の禁止（地公法第33条） ○ ○ 

秘密を守る義務（地公法第34条） ○ ○ 

職務に専念する義務（地公法第35条） ○ ○ 

政治的行為の制限（地公法第36条） ○ ○ 

争議行為等の禁止（地公法第37条） ○ ○ 

営利企業への従事等の制限（地公法第38条） ○ × 
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１７の２ 服務の宣誓 

  会計年度任用職員の服務の宣誓については、別に定める場合を除き、常勤職員と同様、

第六号様式により服務の宣誓を行うこと。 

  なお、公募によらない再度の任用の場合においても、新たな会計年度任用職員の職に改

めて任用されたものであることから、服務の宣誓を省略することはできない。 

 

１７の３ 職務専念義務の免除 

   会計年度任用職員がその勤務時間内において、別表３の事由に該当するときは、その

職務に専念する義務を免除する（当該時間の報酬は減額しない）。 

 

１７の４ 営利企業への従事等の制限 

 (1) パートタイムの会計年度任用職員については、営利企業への従事等の制限（地公法第

38）の対象外であるが、職務専念義務（同法第35）の観点から、会計年度任用職員とし

ての勤務時間と兼職先企業等での勤務時間の合計時間は、１日あたり８時間を超えな

い範囲内とし、１週あたりでは40時間を超えない範囲内とする。 

 (2) 会計年度任用職員が営利企業への従事等をしようとするときは、第七号様式に必要

な書類を添えて市町村教委に届け出るものとする。 

※会計年度任用職員には地方公務員法上の服務規律が適用となることから、兼職先の勤

務時間の把握のほか、職務の公正の確保や信用失墜行為の禁止等の観点にも留意する

こと。 

 

１８ 人事評価 

(1) 会計年度任用職員の人事評価の実施については、評価期間を３月以上とし、評価シー

トについては第八号様式及び第九号様式を用いること。 

(2) 会計年度任用職員については、１会計年度ごとに客観的な能力の実証を行った上で任

用することから、再度の任用を行う場合の客観的な能力実証に当たっては、人事評価

結果を活用すること。（１採用(1)参照） 

    ただし、会計年度末（３月31日）までの任用期間が３月に満たない場合には、人事

評価が実施できず、人事評価結果に基づく再度の任用はできないことになるが、この

場合については、ごく直近において公募による採用選考により職務遂行能力の実証

を経ているものであり、また、ごく短期間に再度同一の職について公募を行うことは

不経済かつ不効率であることから、人事評価結果に拠らず、再度の任用ができるもの

とする。（この場合の再度任用は「１採用(1)」に規定する回数（２回）に含まない。） 

 

１９ 分限及び懲戒 

  会計年度任用職員の分限及び懲戒については、常勤職員と同様とする。 
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２０ スクールソーシャルワーカー、アドバンスティーチャー及びスクールカウンセラー

等の取扱い 

  「１ 採用」、「２ 任期の更新」、「３ 勤務条件の変更」及び「４ 退職」については

別に定めるものとする。 

 

２１ 常勤職員の欠員等による代替任用 

常勤職員の育児休業取得又は年度中途退職に伴う任期付教職員又は臨時的任用教職員

の代替任用が行われず、会計年度任用職員を代替任用する場合、実施する公募は、当該職

員の育児休業又は退職の発令通知書交付後に行うこと。 

また、常勤職員の傷病休暇取得に伴う臨時的任用教職員の代替任用が行われず、会計年

度任用職員を代替任用する場合、実施する公募は、Ａ‐１の養護措置決定の通知到達後に

行うこと。 

  なお、これらの場合は義務教育課への事前協議を行うこと。 

 

２２ その他 

  この通知に定めるもののほか、会計年度任用職員の取扱いについて必要な事項は、その

都度、県教委が定めるものとする。 

 

別表１ 特別休暇【有給】 

種類 内容 期間 

公民権行使休暇 

選挙権その他公民としての権利を行

使する場合で、その勤務しないことが

やむを得ないと認められるときにお

ける休暇 

その都度必要と認める期間 

裁判員、証人、鑑定

人、参考人等として

の官公署出頭休暇 

裁判員、証人、鑑定人、参考人等とし

て国会、裁判所、地方公共団体の議会

その他官公署へ出頭する場合で、その

勤務しないことがやむを得ないと認

められるときにおける休暇 

その都度必要と認める期間 

忌引 

親族が死亡した場合で、葬儀、服喪そ

の他親族の死亡に伴い必要と認めら

れる行事等のため勤務しないことが

相当であると認められるときにおけ

る休暇 

この表の附表に定める期間内に

おいて必要と認める期間 

婚姻休暇 

会計年度任用職員が婚姻する場合で、 

結婚式、旅行その他婚姻に伴い必要と

認められる行事等のため勤務しない

ことが相当であると認められるとき

における休暇 

５日以内（婚姻の日の五日前の日 

から婚姻の日後六月（任命権者が

人事委員会の承認を得て別に期

間を定める場合は、その期間）を

経過する日までの間において連

続する期間内） 

不妊治療休暇 

不妊治療を受けるため勤務しないこ

とが相当であると認められる場合に

おける休暇 

６日（不妊治療に係る通院等が体

外受精、顕微授精に係るものであ

る場合は、１０日）以内 

＊日・時間単位 



 

67 

 

妊娠中又は出産後の

通院休暇 

妊娠中又は出産後１年以内の女性会

計年度任用職員が、母子保健法第10条

に規定する保健指導又は同法第13条

に規定する健康診査を受ける場合に

おける休暇 

 

この表の附表２に定める回数に

おいて必要と認める時間 

分べん休暇 

8週間（多胎妊娠の場合にあっては、

14週間）以内に出産する予定である女

性会計年度任用職員が申し出た場合

における休暇及び女性会計年度任用

職員が出産した場合における休暇 

 

その分べん予定日前8週間（多胎 

妊娠の場合にあつては、14週間） 

に当たる日から分べんの日後8週 

間目に当たる日までの期間内 

配偶者出産休暇 

※１ 

会計年度任用職員の配偶者（届出をし

ないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下別表１において

同じ。）が出産する場合で、会計年度任

用職員が配偶者の出産に伴い必要と認

められる入院の付添い等のため勤務し

ないことが相当であると認められるときに

おける休暇 

３日以内（配偶者が出産するため病

院に入院する等の日から当該出産

の日後２週間を経過する日までの

期間内） 

＊日・時間単位 

育児参加休暇 

※１ 

会計年度任用職員の配偶者が出産す

る場合において、当該出産に係る子又

は小学校就学の始期に達するまでの子

を養育する会計年度任用職員が、これ

らの子の養育のため勤務しないことが相

当であると認められるときにおける休暇 

５日以内（配偶者の出産予定日の８ 

週間（多胎妊娠の場合にあっては、

１４週間）前の日から当該出産の日

以後１年を経過する日までの期間

内） 

 

＊日・時間単位 

夏季休暇 ※２ 

夏季における心身の健康の維持及び

増進又は家庭生活の充実のため勤務

しないことが相当であると認められ

る場合における休暇 

 

 

7月1日から9月30日までの期間に

おいて、任用される月１月（※３）

につき１日（取得しなかった休暇

は翌月に繰越しが可能） 

 

※7/1～9/30まで連続任用される者 

→上記に加え、１週間の勤務日数

が５日又は１年間の勤務日が

217日以上ある者には３か月の

期間内で２日を、１週間の勤務

日数が４日又は１年間の勤務

日が169日以上216日以下であ

る者には３か月の期間内で１

日を与える。（最大５日） 

感染症まん延防止 

休暇 

感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律の規定による

交通の制限又は遮断、在宅要請等によ

り、その出勤することが著しく困難で

あると認められる場合における休暇 

 

その都度必要と認める期間 

非常災害による交通

遮断休暇 

地震、水害、火災その他の非常災害に

より交通を遮断された場合で、その出

勤することが著しく困難であると認

められるときにおける休暇 

 

その都度必要と認める期間 
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天災地変による住居

滅失休暇 

地震、水害、火災その他の天災地変に

より次のいずれかに該当する場合で、

勤務しないことが相当であると認め

られるときにおける休暇 

① 現住居が滅失し、又は損壊した場

合で、その復旧作業等を行い、又

は一時的に避難しているとき 

② 会計年度任用職員及び当該会計

年度任用職員と同一の世帯に属

する者の生活に必要な水、食料等

が著しく不足している場合で、当

該会計年度任用職員以外にはそ

れらの確保を行うことができな

いとき 

その都度必要と認める期間 

交通機関の事故等に

よる不可抗力休暇 

交通機関の事故等により出勤するこ

とが著しく困難であると認められる

場合における休暇 

その都度必要と認める期間 

※１：不妊治療休暇、配偶者出産休暇及び育児参加休暇については、１週間の勤務日が３日以上

（週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては１年間の勤務日が１２

１日以上）であるものに限る。 

※２：夏季休暇を取得できる会計年度任用職員 

１週間の勤務日が４日以上（週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっ

ては、１年間の勤務日が１６９日以上）とされている会計年度任用職員で１週間の勤務

時間が２９時間以上であるものであって、６月以上の任期が定められているもの又は６

月以上継続勤務しているもの 

※３：夏季休暇における「任用される月１月」の算定 

７月１日以前から任用されている会計年度任用職員にあっては７月１日を起算日として

その応当する日の前日をもって１月と計算し、７月２日以後に任用される会計年度任用

職員にあっては当該任用された日を起算日としてその応答する日の前日をもって１月と

計算する。 

＊定型的な業務に従事する短期間又は短時間勤務の会計年度任用職員の特別休暇（有給）は次のとおり  

 ①公民権行使休暇、②裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇、③妊娠中又

は出産後の通院休暇、④分べん休暇、⑤感染症まん延防止休暇、⑥非常災害による交通遮断休

暇、⑦天災地変による住居滅失休暇、⑧交通機関の事故等による不可抗力休暇 

 

 

附表１ 忌引日数表 

死亡した親族 日数 

配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。） ７日 

父母 

子 ５日 

祖父母 
３日（代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受

ける場合にあつては、７日） 

孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 

おじ又はおば 
１日（代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受

ける場合にあつては、７日） 

父母の配偶者又は配偶者の父母 
３日（会計年度任用職員と生計を一にしてい

た場合にあつては、７日） 

子の配偶者又は配偶者の子 
１日（会計年度任用職員と生計を一にしてい

た場合にあつては、５日） 
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祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 １日（会計年度任用職員と生計を一にしてい

た場合にあつては、３日） 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 

おじ又はおばの配偶者 １日 

※葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加算することができる。 

 

 

附表２ 通院回数表 

妊娠週数等 回数 

妊娠したと認められたときから妊娠満23週まで ４週間に１回 

妊娠満24週から満35週まで ２週間に１回 

妊娠満36週から分べんまで １週間に１回 

出産後１年まで １回 

※医師等の特別の指示があつた場合にあつては、その指示された回数とする。 

 

 

別表２ 特別休暇【無給】 

種類 内容 期間 

骨髄提供休暇 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞

移植のための末梢血幹細胞の提供希望者とし

てその登録を実施する者に対して登録の申出

を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以

外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢

血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する

場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、

入院等のため勤務しないことがやむを得ない

と認められるときにおける休暇 

 

その都度必要と認める期

間 

生理休暇 生理日の就業が著しく困難な女子の会計年度

任用職員が請求した場合における休暇 

 

その都度必要と認める期

間 

育児休暇 生後満1年6月に達しない子を育てる会計年度

任用職員が、その子の保育のために必要と認

められる授乳等を行う場合における休暇 

1日2回それぞれ60分以内

の期間 

 

※パートタイムの会計年

度任用職員は短時間勤務

の常勤職員の例による。 

子の看護等休暇 

※ 

中学校就学の始期に達するまでの子又は孫を

養育する会計年度任用職員が、その子又は孫

の看護等（負傷し、若しくは疾病にかかったそ

の子若しくは孫の世話若しくは疾病の予防を

図るために必要なその子若しくは孫の世話を

行うこと又は学校保健安全法第20条の規定に

よる学校の休業その他これに準ずるものとし

て人事委員会が定める事由（学校保健安全法

第19条の規定による出席停止等）に伴うその

子若しくは孫の世話を行うことをいう。）のた

め、勤務しないことが相当であると認められ

る場合における休暇 

 

５日（中学校就学の始期に

達するまでの子が２人以

上の場合にあっては、１０

日）以内 

 

＊日・時間単位 
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学校行事参加 

休暇 

※ 

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの

間にある子を扶養する会計年度任用職員が、

その子が在籍する学校等が実施する行事に参

加するため、勤務しないことが相当であると

認められる場合における休暇 

２日（18歳に達する日以後

の最初の3月31日までの間

にある子が３人以上の場

合にあっては、３日）以内 

 

＊日・時間単位 

短期の介護休暇 

※ 

要介護者の介護等を行うため、勤務しないこ

とが相当であると認められる場合における休

暇 

５日（要介護者が２人以上

の場合にあつては、１０

日）以内 

＊日・時間単位 

つわり休暇 妊娠中の女子の会計年度任用職員が、妊娠に

起因する障害（つわり）のため勤務することが

困難であると認められる場合の休暇 

 

一の妊娠期間において７

日以内 

＊日・時間単位 

※子の看護等休暇、学校行事参加休暇及び短期の介護休暇については、１週間の勤務日が３日以

上（週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては１年間の勤務日が１２１

日以上）であるものに限る。 

＊定型的な業務に従事する短期間又は短時間勤務の会計年度任用職員の特別休暇（無給）は次のとおり 

 ①骨髄提供休暇、②生理休暇、③育児休暇、④つわり休暇 

 

 

別表３ 職務専念義務の免除 

事由 期間 

地方公務員法第46条の規定による勤務条件に関す

る措置要求の審理に出頭する場合 
その都度必要と認める期間 

地方公務員法第49条の２第１項の規定による審査

請求の審理に出頭する場合 
その都度必要と認める期間 

市町村の非常勤の消防団員として緊急の出動が必

要な場合（訓練等は除く） 
その都度必要と認める期間 

任命権者が行う健康診断を受ける場合 その都度必要と認める期間 

妊娠中の女性会計年度任用職員の業務が母体又は

胎児の健康保持に影響があると認められる場合

（＝休息又は補食する場合） 

その都度必要と認める期間 

妊娠中の女性会計年度任用職員が、通勤に利用す

る交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保

持に影響があると認められる場合 

所定の勤務時間の始め又は終わりにおい

て１日につき１時間を超えない範囲で必

要とされる時間 

その他任命権者が特に必要と認める場合※ その都度必要と認める期間 

※国民スポーツ大会のための競技力向上事業に従事又は参加する場合（運用の詳細は、選手強

化活動に従事又は参加する職員及び生徒の取扱要項を参照） 

 

＊定型的な業務に従事する短期間又は短時間勤務の会計年度任用職員の職務専念義務の免除は次のとおり  

 ①妊娠中の女性会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合（＝休息又は補食する場合） 
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○会計年度任用職員の任用等の取扱いについて 

 

制 定 ：令和２年３月２３日教高第４２１０号（令和２年４月１日施行）  

最終改正：令和７年４月１日教高第４０号（令和７年４月１日施行） 

 
１ 採用 

（１）会計年度任用職員は、公募による選考の上、採用するものとする。 

（２）会計年度任用職員を任用する必要が生じた場合、任用を予定する県立学校におい

て、募集職種・募集人数・教科等を記した募集要項を作成し、その要項を当該校のホ

ームページへの掲載等により公告し、募集を行うものとする。 

（３）会計年度任用職員への任用を志願する者（以下「志願者」という。）は、任用を希

望する県立学校に募集要項に定める出願書類（※）を提出するものとする。 

（４）会計年度任用職員の任用を予定する学校長は、志願者に対して書類審査及び面接試

問検査を実施し、志願者ごとに評定書（別紙様式１）を作成するものとする。 

（５）会計年度任用職員の任用を予定する学校長は、選考検査の結果を一覧表（別紙様式

２）に取りまとめ、当該一覧表及び任用予定者の内申書（別紙様式３－１、３－２）

を山梨県教育委員会（以下「県教委」という。）に提出するものとする。 

  （※）障害者手帳の写し及び聞き取り調書（主治医の診断書でも可）（障害者雇用者のみ） 

      ＊障害者手帳の写しは、ⅰ）交付年月日、ⅱ）氏名、ⅲ）障害名及び障害の級別、ⅳ）（記載があれば）

再認定期日、ⅴ）（精神障害者保健福祉手帳の場合）有効期限 の項目を含むこと 

＊聞き取り調書は採用予定者決定後、参考様式により電話等で聞き取りを行うこと。 

＊就労上の留意事項を聞き取りした内容の書類であれば、参考様式でなくても可。 

＊主治医の診断書の場合は、就労上の留意事項を記載したものであること（様式自由） 

 

２ 公募によらない採用 

（１）任用予定の職に必要とされる能力の実証が、面接及び従前の勤務成績に基づき行うこ

とができる場合は、任用予定の職に前年度に就いていた者を公募によらないで採用で

きるものとする。 

（２）前項の規定により、公募によらない採用を行う場合、学校長は、任用予定者の内申書

（別紙様式３－１、３－２）を県教委に提出するものとする。 

（３）公募によらない採用は、連続２回を限度とする。 

 

３ 発令 

（１）県教委は、内申書の提出があったときは、その内容を審査し、人事発令を要すると

認められる場合、発令通知書（別紙様式９）を交付するものとする。 

（２）学校長は、会計年度任用職員を任用する際、勤務条件を明示した文書を交付するも

のとする。 

（参 考） 
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４ 任用期間 

（１）会計年度任用職員の任用期間は、１会計年度内で定めるものとし、原則４月１日か

ら翌年３月31日とする。 

   次の職種は、夏期休業期間など従事する業務がない期間を挟んで、前期・後期に分

けて任用期間を設定する。 

非常勤講師・非常勤実習助手・非常勤養護講師・ 

特別非常勤講師（就職支援に係る外部専門家を除く） 

 

５ 任期更新 

（１）特別の事情により任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要

が生じた場合には、当該職員の同意を得たうえで、当該会計年度末までの範囲内にお

いて、その任期を更新できるものとする。 

（２）学校長は、１会計年度内において会計年度任用職員の任期を更新しようとする場

合、内申書（別紙様式４）を県教委に提出するものとする。 

 

６ 勤務条件の変更 

（１）学校長は、会計年度任用職員の勤務条件を変更しようとする場合、内申書（別紙様

式５）を県教委に提出するものとする。 

 

７ 兼職 

（１）会計年度任用職員に複数の県立学校で任用する必要が生じた場合、後から任用を予

定する学校長は、内申書（別紙様式６）を県教委に提出するものとする。 

（２）同時期に兼職の発令を必要とする場合は、当該職員が担当する「週当たり勤務

時間」が多い学校を「既発令所属」とし、少ない学校が兼職の内申を提出する。 

 

８ 中途退職 

（１）会計年度任用職員が任期満了の前に退職する場合、退職願（別紙様式７）を学校長に

提出するものとする。 

（２）学校長は、会計年度任用職員から退職願が提出された場合、内申書（別紙様式８）及

び退職願を県教委に提出するものとする。 

 

９ 人事給与システムでの処理 

（１）会計年度任用職員の報酬の支払等の事務処理は人事給与システムにおいて行う。 

（２）各所属において、会計年度任用職員の内申等を行う場合は、事前に同システムの「職

員基本情報」及び「任用情報」等に必要な情報を入力するものとする。 
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１０ 条件付採用期間 

（１）会計年度任用職員を採用した場合、その採用は１月間条件付のものとし、その間その

職務を良好な成績で遂行した場合、正式に採用されるものとする。 

（２）条件付採用期間中の勤務成績の記録について必要な事項は、別に定めるものとする。 

（３）条件付採用期間の開始後１月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合、

当該職員の任期を限度に、その日数が15日に達するまで条件付採用期間は継続するも

のとする。 

（４）公募によらない再度の任用の場合においても、新たな職に改めて任用されたもので

あることから、条件付採用期間を省略することはできないものとする。 

 

１１ 勤務時間 

（１）会計年度任用職員の勤務時間は１週間につき38時間45分を超えない範囲内において、

勤務日数は１週間につき５日を超えない範囲内において別に定める。 

（２）学校長は、（１）により定められた勤務時間について、１日につき７時間45分を超え

ない範囲内で１日の勤務時間を定め、類似する職務に従事する常勤職員の例によりこ

れを割振るものとする。また、（１）により定められた勤務日数について、類似する職

務に従事する常勤職員の例により週休日を割振るものとする。 

（３）学校長は、業務の都合を考慮して、日ごとに始業時刻及び終業時刻を早く又は遅くす

る勤務時間の割り振り変更を行うことができる。（職場での勤務時間は、当該会計年度

任用職員の１日の勤務時間を、午前５時から午後10時以前となるように割り振るもの

とする。）この場合において、学校長は、前日までに勤務時間変更簿（別紙様式10）に

より該当職員に通知する。 

（４）休憩時間は、類似する職務に従事する常勤職員の例により割振るものとする。 

（５）国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「祝日法に

よる休日」という。）及び12月29日から翌年の１月３日までの日（以下「年末年始の休

日」という。）には、勤務することを要しない。 

（６）学校長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、通常の勤務時間以外の時

間帯に勤務を命ずることができる。 

※パートタイムの職については、フルタイム勤務を要さない業務量の職として設置

していることから、本規定は、臨時的緊急的な業務処理や繁忙期における時間外勤

務を想定するものであり、恒常的な時間外勤務は厳に慎むこと。 

※労働基準法（昭和22年法律第49号）に定める法定労働時間を超えて勤務を行わせる

場合、同法別表第一に掲げる事業に該当する職場については、同法第36条の手続き

が必要となる（いわゆる三六協定）。 同法別表第一に掲げる事業のうち、第11号

（該当なし）及び第12号（教育研究）の事業に該当する職場にあっては人事委員会

が、それ以外の事業に該当する職場にあっては労働基準監督署がそれぞれ労働基

準監督機関となるので、それぞれ該当する労働基準監督機関に対して届出を行う
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必要がある。（労働基準法第33条第3項及び第36条） なお、三六協定を締結しよう

とする場合には、事前に高校教育課へ協議すること。 

    ＊労働基準法別表第一に掲げる事業に該当する職場については山梨県人事委員会

ホームページに掲載する「号別区分表」を参照すること 

（７）学校長は、公務の運営上必要がある場合には、宿直又は日直の勤務を命ずることがで 

きる。 

（８）週休日の振替及び休日代休制度により勤務を命ずる場合は、常勤職員の例によるもの

とする。 

 

１２ 休暇及び休業 

（１）年次有給休暇 

  ① １週間の勤務日が５日とされている会計年度任用職員、１週間の勤務日が４日以

下とされている会計年度任用職員で１週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び

週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で１年間の勤務日

が217日以上であるものが、任用の日から６月間継続勤務した場合には、次の１年間

において10日の年次有給休暇を付与する。 

  ② ①に掲げる会計年度任用職員が、任用の日から１年６月以上継続勤務した場合に

は、それぞれ次の１年間において、10日に、次の表の上欄に掲げる任用の日からの継

続勤務期間に応じ、同表の下欄に掲げる日数を加算した日数の年次有給休暇を付与

する。 

任用の日からの

継続勤務期間 
１年６か月 ２年６か月 ３年６か月 ４年６か月 ５年６か月 ６年６か月以上 

日数 １日 ２日 ４日 ６日 ８日 １０日 

  ③ １週間の勤務日が４日以下とされている会計年度任用職員（１週間の勤務時間が

29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この③において同じ。）及び週以外

の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で１年間の勤務日が48日

以上216日以下であるものが、任用の日から６月間継続勤務した場合又は任用の日か

ら１年６月以上継続勤務した場合には、それぞれ次の１年間において、１週間の勤務

日が４日以下とされている会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる１週

間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会

計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる１年間の勤務日の日数の区分に応

じ、それぞれ同表の下欄に掲げる任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに

定める日数の年次有給休暇を付与する。 
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※①～③の「継続勤務」とは、その任用形態が社会通念上中断されていないと認められ

る場合の勤務をいい、任用期間満了後に同一の任命権者に再度任用され引き続き勤

務している場合のほか、任用期間満了後に本県の異なる任命権者において任用され

引き続き勤務している場合も含むものであること。（特別休暇における「継続勤務」

の考え方も同様） 

④ 年次有給休暇（この規定により繰り越されたものを除く。）は、与えられた日数の

うち使用しなかった日数がある場合は、１の年における年次有給休暇の残日数が20

日を超えない会計年度任用職員にあっては当該残日数（１日未満の端数があるとき

はこれを１日の年次有給休暇の残日数とした日数）を、20日を超える職員にあっては

20日を限度として、当該年の翌年に限り繰り越すことができる。  

⑤ 年次有給休暇は、１日を単位とする。ただし、特に必要があると認められるときは、

１時間を単位とすることができる。 

  ⑥ １時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有

給休暇を使用した会計年度任用職員の勤務日１日当たりの勤務時間をもって１日と

する。なお、勤務日１日当たりの勤務時間が勤務日によって異なる場合にあっては、

当該会計年度任用職員の週当たりの勤務時間を週の勤務日数で除して得た時間（１

分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間）をもって１日とする。 

  ⑦ 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に１

時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。 

⑧ 勤務形態が変更になった場合においては、年次有給休暇の付与日時点における勤

務日数に応じた年次有給休暇を付与する。 

   （例）年休付与の基準日が６月１日であるものが、４月１日から週３日勤務から週５

日勤務となった場合 →６月１日の年休付与日数は週５日勤務に応じた日数 

  ⑨ 新たに会計年度任用職員に採用された場合には、任用の日から６月間は年次有給

休暇が付与されないが、任用から６か月後に初めて付与される年次有給休暇に限り、

これを任用から６か月経過前においても使用することができるものとする。ただし、

年次有給休暇の付与はあくまでも任用の日から６月間継続勤務した場合であり、こ

１週間の勤務日の

日数 

４日 ３日 ２日 １日 

１年間の勤務日の

日数 

１６９日から

２１６日まで 

１２１日から 

１６８日まで 

７３日から 

１２０日まで 

４８日から 

７２日まで 

任用の

日から

起算し

た継続

勤務期

間 

６月 ７日 ５日 ３日 １日 

１年６月 ８日 ６日 ４日 ２日 

２年６月 ９日 ６日 ４日 ２日 

３年６月 １０日 ８日 ５日 ２日 

４年６月 １２日 ９日 ６日 ３日 

５年６月 １３日 １０日 ６日 ３日 

６年６月

以上 

１５日 １１日 ７日 ３日 
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の取扱いは、将来付与される年次有給休暇を前倒して使用するにすぎないものであ

るから、６か月間継続して勤務する前に退職した場合においては、当該年次有給休暇

取得日は欠勤日として取扱うこと。（当該日について既に報酬を支給している場合に

は、その額を返金させることになる。また、既に支給した期末手当についても、欠勤

日として取扱うことにより在職期間率が変更となる場合は、併せて返金を行わせる

こととなる。） 

（２）特別休暇（有給） 

  会計年度任用職員は、別表１に定める特別休暇（有給）を取得できる。 

（３）特別休暇（無給） 

  会計年度任用職員は、別表２に定める特別休暇（無給）を取得できる。 

（４）傷病休暇（①は有給、②は無給） 

① 傷病休暇は、６月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は６月以上継

続勤務している会計年度任用職員（週以外の期間によって勤務日が定められている

会計年度任用職員で１年間の勤務日が47日以下であるもの及び定型的な業務に従事

する短期間又は短時間勤務の会計年度任用職員を除く。）が負傷又は疾病のため療養

する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休

暇であり、勤務形態に応じ、次のとおり取得できる。 

   ⅰ) １週間の勤務日が５日とされている会計年度任用職員、１週間の勤務日が４日

以下とされている会計年度任用職員で１週間の勤務時間が29時間以上であるも

の及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で１年

間の勤務日が217日以上であるものには、１会計年度につき、10日の範囲内で傷病

休暇を取得できる。 

   ⅱ) １週間の勤務日が４日以下とされている会計年度任用職員（１週間の勤務時間

が29時間以上である会計年度任用職員を除く。）及び週以外の期間によって勤務

日が定められている会計年度任用職員で１年間の勤務日が48日以上216日以下で

あるものには、１会計年度につき、次の表の上欄に掲げる１週間の勤務日の日数

の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては同

表の中欄に掲げる１年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲

げる日数の範囲内で傷病休暇を取得できる。 

② 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があってその勤務

しないことがやむを得ないと認められる場合、又は母子保健法の規定による保健指

導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認め

られる場合においては、上記①に関わらず、その都度必要と認める期間の傷病休暇を

１週間の勤

務日の日数 

４日 ３日 ２日 １日 

１年間の勤

務日の日数 

１６９日から 

２１６日まで 

１２１日から 

１６８日まで 

７３日から 

１２０日まで 

４８日から 

７２日まで 

日数 ７日 ５日 ３日 １日 
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取得できる。 

③ 傷病休暇の単位は、１日、１時間又は１分を単位とし、この場合の取扱いは年次有

給休暇の例による。 ＊（１）年次有給休暇⑥⑦参照 

 

（５）介護休暇（無給） 

次の全てに該当する会計年度任用職員は、要介護者（※）の介護をするため、要介

護者ごとに、通算して93日の範囲内であらかじめ指定した期間内（最大３回指定可能）

で、１日又は１時間を単位として、介護休暇を請求することができる。 

ⅰ）１週間の勤務日が３日以上である者又は週以外の期間によって勤務日が定めら

れている職員で１年間の勤務日が121日以上である者 

ⅱ）介護休暇の期間の初日から起算して93日を経過する日から６月を経過する日ま

でに、その任期（任期終了後に再度任用される可能性のある場合にあっては、再

度の任用後のもの）が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採

用されないことが明らかでない者 

※要介護者：父母・祖父母等で負傷又は疾病等により２週間以上の期間にわたり日  

常生活を営むのに支障があるもの（山梨県職員勤務時間、休日及び休暇

に関する条例第15条第1項、山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例

第16条第1項） 

（６）介護時間（無給） 

次に該当する会計年度任用職員は、要介護者の介護をするため、当該要介護者ごと

に、連続する３年の期間内において、１日の勤務時間から５時間45分を減じた時間を

超えない範囲内（最長２時間、30分単位）で、勤務時間の始め又は終わりにおいて、

介護時間を請求することができる。 

ⅰ）１週間の勤務日が３日以上である者又は週以外の期間によって勤務日が定めら

れている職員で１年間の勤務日が121日以上である者であり、かつ、１日の勤務

時間が６時間15分以上である者 

     ※育児休暇または育児部分休業を取得している会計年度任用職員が介護時間を取得 

する場合、１日の勤務時間から５時間45分を減じた時間を超えない範囲内で、か 

つ、育児休暇または育児部分休業を取得している時間を減じた範囲内で取得が可 

能 

（７）育児休業（無給） 

  ① 次の全てに該当する会計年度任用職員は、子の出生の日から１歳到達日までの間、

育児休業を取得することができる。 

ⅰ）子が１歳６か月に達する日（子の出生の日から８週間の期間内に育児休業をしよ

うとする場合にあっては、当該子の出生後８週の末日から６月を経過する日、１

歳６か月から２歳に達するまでの子を養育する場合にあっては、子が２歳に達

する日）までの間に任期が満了し、その任期が更新されないこと及び引き続き採
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用されないことが明らかでない者 

ⅱ）１週間の勤務日が３日以上である者又は週以外の期間によって勤務日が定めら

れている職員で１年間の勤務日が121日以上である者 

  ② 上記①により育児休業をしている会計年度任用職員が、次の事由に該当する場合

には、子が１歳６か月に達する日までの範囲内（子が１歳６か月に達する日まで育児

休業を延長しても尚、当該事由が継続する場合には、子が２歳に達する日までの範囲

内）において、育児休業を取得することができる。 

ⅰ）保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の１歳到達

日後の期間について、当面その実施が行われない場合 

ⅱ）１歳到達日後において当該子を養育する予定であった配偶者が、①死亡したとき 

②負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが

困難な状態となったとき ③当該子と同居しないこととなったとき のいずれ

かの状態となった場合 

  ③ 育児休業をしている会計年度任用職員については、「採用(1)」の規定に関わらず、

当該育児休業期間を任用期間から除算して得た期間が、３月31日時点において３年

未満である場合には、人事評価結果（当該任期における勤務期間が３月未満であって

人事評価ができない場合は直近任期における人事評価結果）に基づき、公募によらな

い採用をすることができる。 

 ④ 育児休業の取得に係る手続きについては、常勤職員の例によるものとする。 

（８）育児部分休業（無給） 

次に該当する会計年度任用職員は、３歳に達するまでの子を養育するため、１日の

勤務時間から５時間45分を減じた時間を超えない範囲内（最長２時間、30分単位）で、

勤務時間の始め又は終わりにおいて、育児部分休業を請求することができる。 

ⅰ）１週間の勤務日が３日以上である者又は週以外の期間によって勤務日が定めら

れている職員で１年間の勤務日が121日以上である者であり、かつ、１日の勤務

時間が６時間15分以上である者 

    ※介護時間または育児休暇を取得している会計年度任用職員が育児部分休業を取得

する場合、１日の勤務時間から５時間45分を減じた時間を超えない範囲内で、か

つ、２時間から介護時間または育児休暇を取得している時間を減じた範囲内で取

得が可能 

（参考）無給休暇と欠勤の相違 

 

 

 

 

（９）届出をしないが事実上婚姻関係と同等の事情にある者の取扱い 

① 別表１及び附表１中の「届出をしないが事実上婚姻関係と同等の事情にある者」に

 無給休暇 欠  勤 

報酬 減額（１時間単位） 減額（１時間単位） 

懲戒処分 対象外 対象となりうる 
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は、職員とパートナーシップにある者であって次のいずれかに該当するもの（以下、

「パートナーシップ宣誓をした相手方」という。）を含むものとする。 

ⅰ）山梨県パートナーシップ宣誓制度実施要綱の規定により有効なパートナーシッ

プ宣誓書受領証の交付を受けているもの 

ⅱ）山梨県パートナーシップ宣誓制度実施要綱に定めるパートナーシップ宣誓制度

と同等の水準にあると認められる他の地方公共団体のパートナーシップに関す

る制度により、当該地方公共団体から、パートナーであることを宣誓したことを

証する有効な書類の交付を受けているもの 

② 所属長は、会計年度任用職員がパートナーシップ宣誓をした相手方に係る休暇を 

取得する場合、当該休暇の取得に必要な書類に加え、宣誓の状況を確認するため、必 

要に応じてパートナーシップ宣誓をした相手方であることの証明（山梨県パートナ 

ーシップ宣誓制度に基づくパートナーシップ宣誓書（受付印が押印されたものに限 

る。）及び山梨県パートナーシップ宣誓書受領証の写し等）の提出を求めること。 

※会計年度任用職員がパートナーシップ宣誓をした相手方に関して取得できる休暇 

忌引、婚姻休暇、配偶者出産休暇、育児参加休暇（該当する女性も取得できるものと

する）、短期の介護休暇、介護休暇、介護時間 
 

１３ 報酬 

（１）報酬は日額制又は時間給制とし、その額は別途通知する会計年度任用職員給料表に

定めるところによる。 

（２）会計年度任用職員が特殊勤務手当の対象となる業務に従事した場合には、その勤務

実績に応じ、特殊勤務手当に相当する報酬を常勤職員に準じて支給する。 

   ※県の行政運営は常勤職員を主体とするものであり、会計年度任用職員の職は、常勤

職員を補助又は補完するものとして設置することから、その職務内容や責任の程

度は常勤職員と異なるものになる。その具体的な内容は、個々の事例に則して判断

する必要があるが、典型的には財産の差押え、許認可といった権力的業務などは常

勤職員が担うべき業務である。 

特殊勤務手当は、従事した業務の実績に応じて支給されるものであるから、会計年

度任用職員についても常勤職員に準じ支給されるものであるが、上記の観点を踏

まえれば、例えば税務手当や用地交渉手当といった手当の支給は通常は想定され

ないものであること。（会計年度任用職員が担う業務として適当でない） 

（３）報酬の支給は、月の初日から末日までの間における勤務実績に応じ、翌月10日に支

給する。また、ＪＥＴプログラム参加者の報酬は、当月16日に支給する。ただし、支

給日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い

日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。 

（４）会計年度任用職員が勤務しないときは、有給休暇を除き、報酬は支給しない。なお、

１日の勤務時間の一部を勤務しない場合が複数回あるときは、月の初日から末日まで
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における勤務しない時間の総時間数で減額することとし、その総時間数に１時間未満

の端数が生じたときは、30分以上の端数は１時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨

てる。 

 

（５）会計年度任用職員の任用に際し決定した報酬日額は、常勤職員の給与改定があった場

合は、原則（※）として当該給与改定に係る取扱いに準じて改定する。 

（※）次の①～③のいずれかに該当する職員は対象外となる。 

① 年度内の任期が３カ月以内の者（在職期間が３ヶ月以内の者を含む） 

  ② １週間当たりの勤務時間が１５時間３０分未満の者 

  ③ 報酬水準が常勤職員の給料表に基づき算定されていない者 

 

１４ 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬 

（１）１日の勤務時間が、会計年度任用職員に割振られた１日の勤務時間を超えた場合に

は、時間外勤務手当に相当する報酬を常勤職員に準じて支給する。ただし、会計年度任

用職員に割振られた１日当たりの勤務時間と時間外勤務の時間との合計が７時間45分

に達するまでの間における支給割合は100/100とする。 

① 通常の勤務日における勤務（７時間45分に達するまで）：時間給×100／100 

② 通常の勤務日における勤務：時間給×125／100 

③ 週休日における勤務：時間給×135／100 

（２）週休日の振替を同一週以外の週とした結果、１週間の正規の勤務時間が38時間45分

を超えた場合には、当該超えた時間に対し、時間外勤務手当に相当する報酬を常勤職

員に準じて支給する。（時間給×25/100） 

（３）祝日法による休日若しくは年末年始の休日に勤務することを命ぜられた場合には、休 

日勤務手当に相当する報酬を常勤職員に準じて支給する。（時間給×135／100） 

   ※会計年度任用職員は、祝日法による休日及び年末年始の休日については勤務する

ことを要しないことから、例えば、交代制勤務により本来の勤務日として休日に勤

務する場合においては、当該休日勤務に対する報酬の支給は、通常の報酬日額は支

給せずに、休日勤務手当に相当する報酬（時間給×135／100）のみを支給する。 

（４）午後10時から午前５時までの時間帯に勤務することを命ぜられた場合には、夜間勤

務手当に相当する報酬を常勤職員に準じて支給する。（時間給×25／100） 

（５）上記(1)～(4)までの規定により、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当に相 

当する報酬を支給する場合は、月の初日から末日までの期間におけるそれぞれの勤務

時間の総時間数により支給する。（総時間数において１時間未満の端数が生じたとき

は、30分以上の端数は１時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。） 

※支給率の区分ごとに計算すること 
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（例１）１日あたりの時間外勤務 

9:00～16:00勤務（休憩12:00～13:00）の職員が20:00まで勤務した場合 

  →その者の１日の勤務時間を超えた時間（＝４時間） 

→①７時間45分に達するまでの時間：１時間45分＝２時間（30分以上切上） 

②７時間45分を超える時間：２時間15分 ＝２時間（30分未満切捨） 

  →①時間給 ×100／100 ×２時間 

   ②時間給 ×125／100 ×２時間 

 

（例２）１週間あたりの時間外勤務 

週35時間勤務（１日７時間×５日）の職員が週休日に勤務した場合であって

同一週以外の週に振替日を設定した結果、特定の週（日曜日～土曜日）にお

ける正規の勤務時間が42時間（１日７時間×６日）となった場合 

   →週38時間45分を超える時間：３時間15分 ＝３時間（30分未満切捨） 

   →時間給 ×25／100 ×３時間 

 

（６） 宿日直勤務を命ぜられた場合には、宿日直手当に相当する報酬を常勤職員に準じて

支給する。 

①学校勤務時間規則第５条第１項第三号に掲げる勤務（同号二に掲げる勤務を除く。）→勤務１回につき7,400円／回 

②学校勤務時間規則５条第１項第一号に掲げる勤務 →勤務１回につき4,400円／回 

 
１５ 期末手当及び勤勉手当 

 （１）次の職種は、期末手当及び勤勉手当支給の対象とする。 

    非常勤看護師・非常勤寄宿舎指導員・非常勤特別支援員・非常勤ＳＳＨ事務職員 

（２）期末手当及び勤勉手当は、任期が６月以上（任期の満了後、引き続き同一の職に任

用された場合における直前の会計年度における任期との合計が６月以上となる場合

を含む。）あり、かつ１週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員のうち、

６月１日又は12月１日に在職するもの（当該基準日前１月以内に退職したもののう

ち、その在職期間が６月以上であるものを含む。）に対して支給する。 

 （３）期末手当及び勤勉手当の支給額は、各基準日ともに、次の額とする。 

【期末手当】 

   基準月額（注１）×支給率×在職期間率（注２）×１週間当たりの勤務時間数／38.75（注３） 

【勤勉手当】 

   基準月額（注１）×成績率×勤務期間率（注４）×１週間当たりの勤務時間数／38.75（注３） 

   ※支給率及び成績率については別途通知する。 

     （注１）会計年度任用職員給料表参照 

     （注２）基準日前６箇月以内の期間（６月期：12/2～6/1 12月期：6/2～12/1）

における在職期間に応じた割合 
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在職期間 在職期間率 

６箇月 １００／１００ 

５箇月以上６箇月未満 ８０／１００ 

３箇月以上５箇月未満 ６０／１００ 

３箇月未満 ３０／１００ 

※本県の会計年度任用職員として引き続いて在職した期間は、第18に掲げる定型

的な業務に従事する短期間又は短時間勤務の会計年度任用職員として任用し

ていた期間を除き、異なる任命権者や異なる職務内容への任用であっても在職

期間に通算する。 

※基準日以前六箇月以内において、次に掲げる者からパートタイムの会計年度任

用職員となった場合は、従前の以下の職員としての期間を在職期間に通算す

る。 

  ①山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例、山梨県警察職員給与条例

の適用を受ける職員 

  ②現業職員（単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条

例の適用を受ける職員（フルタイムの会計年度任用職員を含む）） 

  ③企業職員（山梨県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受

ける職員（フルタイムの会計年度任用職員を含む）） 

  ④県の特別職のうち非常勤を除く者 

  →上記①～④の在職期間を通算する場合における期間の算定に当たって、期

末手当及び勤勉手当に関する規則第５条第２項、第３項の規定を適用す

る。 

※上記２つの（※）における在職期間の通算に当たっては、原則、引き続いて在職 

している場合において通算するものである。ただし、基準日前１月以内に退職 

し、基準日において期末手当の支給対象となる場合は、期間が空いている場 

合も従前の在職期間を通算する。 

  

     （注３）勤務時間が週によって異なる場合には、次の計算式によるものとする。 

         （次の計算式による計算結果の小数点以下第３位を四捨五入） 

基準日前６箇月以内の期間における勤務時間の合計（祝日法による休日及び年末年始の休日を含む） 

／(（基準日前６箇月以内の期間の全日数 －週休日（土日相当）の日数）×７．７５) 

※（注３）における（基準日前６箇月以内の期間の全日数 －週休日（土日相当）の 

日数）については、当該会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の算定に係る 

任用期間に限り算定する。 

※この場合、「（祝日法による休日及び年末年始の休日を含む）」とは、仮に祝日 

法による休日または年末年始の休日でなければ、本来は勤務を割り振られている 

日である場合に限り日数として含めることとなる点に留意する必要がある。 

     （注４）基準日前６箇月以内の期間（６月期：12/2～6/1 12月期：6/2～12/1）

における勤務期間に応じた割合 

勤 務 期 間  割   合 

   ６箇月 １００／１００ 

   ５箇月１５日以上６箇月未満  ９５／１００ 

   ５箇月以上５箇月１５日未満  ９０／１００ 

   ４箇月１５日以上５箇月未満  ８０／１００ 

   ４箇月以上４箇月１５日未満  ７０／１００ 

   ３箇月１５日以上４箇月未満  ６０／１００ 
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   ３箇月以上３箇月１５日未満  ５０／１００ 

   ２箇月１５日以上３箇月未満  ４０／１００ 

   ２箇月以上２箇月１５日未満  ３０／１００ 

   １箇月１５日以上２箇月未満  ２０／１００ 

   １箇月以上１箇月１５日未満  １５／１００ 

   １５日以上１箇月未満  １０／１００ 

   １５日未満    ５／１００ 

   ０    ０ 
 

※本県の会計年度任用職員として引き続いて勤務した期間は、第18に掲げる定型

的な業務に従事する短期間又は短時間勤務の会計年度任用職員として任用し

ていた期間を除き、異なる任命権者や異なる職務内容への任用であっても勤務

期間に通算する。 

※基準日以前六箇月以内において、次に掲げる者からパートタイムの会計年度任

用職員となった場合は、従前の以下の職員としての期間を勤務期間に通算す

る。 

  ①山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例、山梨県警察職員給与条例

の適用を受ける職員 

  ②現業職員（単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条

例の適用を受ける職員（フルタイムの会計年度任用職員を含む）） 

  ③企業職員（山梨県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受

ける職員（フルタイムの会計年度任用職員を含む）） 

  ④県の特別職のうち非常勤を除く者 

  →上記①～④の勤務期間を通算する場合における期間の算定に当たって、期

末手当及び勤勉手当に関する規則第５条第２項、第３項の規定を適用す

る。 

※上記２つの（※）における勤務期間の通算に当たっては、原則、引き続いて

勤務している場合において通算するものである。ただし、基準日前１月以内

に退職し、基準日において勤勉手当の支給対象となる場合は、期間が空いて

いる場合も従前の勤務期間を通算する。 

 

除算期間の取扱い（会計年度任用職員） 

対象期間 期末手当 勤勉手当 

停職者の期間 × × 

特別休暇（有給）の期間 除算なし 除算なし 

特別休暇（無給）の期間 除算なし 除算なし 

育児休業の期間 
１／２※

１ 
×※１ 

欠勤した期間 除算なし × 

傷病休暇（公務傷病等を除く。）の期間 除算なし ※２ 

傷病休暇（公務傷病等）の期間 除算なし 除算なし 

介護休暇の期間 除算なし ※３ 

介護時間の期間 除算なし ※４ 

育児部分休業の期間 除算なし ※５ 

対象期間の全期間にわたり勤務した日のない場

合の 

当該期間 

除算なし ×※６ 

※1 次に掲げる場合は、除算しない。 

・当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第３条の２に規定 

する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が二以上 



84 

 

あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である場合 

・当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第３条の２に規定 

する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当 

該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である場合 

※2 傷病休暇の期間が週休日、休日及び年末年始の休日を除いて合計30日（a）を超える場合には、 

その勤務しなかった全期間を除算する。 

※3 介護休暇の期間が週休日、休日及び年末年始の休日を除いて合計30日（a）を超える場合には、 

その勤務しなかった全期間を除算する。 

※4 介護時間の期間が合計30日（a）を超える場合には、その勤務しなかった全期間を除算す 

る。 

※5 育児部分休業の期間が合計30日（a）を超える場合には、その勤務しなかった全期間を除算 

する。 

※6 基準日前６箇月以内の期間の全期間にわたり勤務した日のない場合には、全期間を除算す 

る。 

 

a：週の勤務日数が5日未満の場合には、30日を5で除して得た日数に当該職員の週の勤務日数を 

乗じて得た日数に読み替える。（週４日勤務：30日÷5×4＝24日  週３日勤務：30日÷5 

×3＝18日）また、勤務日数が週によって異なる場合には、30日を「基準日前６箇月以内の 

期間の全日数 －週休日（土日相当）の日数」で除して得た日数に、基準日前６箇月以内の 

期間における勤務日数の合計（祝日法による休日及び年末年始の休日を含む）を乗じて得た 

日数に読み替える。 

          →「基準日前６箇月以内の期間の全日数 －週休日（土日相当）の日数」については、当該 

会計年度任用職員の期末手当の算定に係る任用期間に限り算定する。 

b:１時間を単位として使用した無給の休暇を日に換算する場合には、当該会計年度任用職員の勤 

務日１日当たりの勤務時間をもって１日とする。なお、勤務日１日当たりの勤務時間が勤務日 

によって異なる場合にあっては、当該会計年度任用職員の週当たりの勤務時間を週の勤務日数 

で除して得た時間（１分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間）をもって１日とする。 

  

 (3) 期末手当及び勤勉手当の支給は、基準日が６月１日である場合には６月30日に、基準

日が12月１日である場合には12月10日に、それぞれ支給する。ただし、支給日が日曜日、

土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又

は休日でない日を支給日とする。 

(4) (1)から(3)の規定にかかわらず、基準日において期末手当及び勤勉手当に関する規

則第１条に掲げる職員に該当する場合は期末手当を、同規則第７条に掲げる職員に該

当する場合は勤勉手当を支給しない。 

 (5) 期末手当及び勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、山梨県職員給

与条例第３２条の２、第３２条の３及び第３３条第５項若しくは山梨県学校職員給与

条例第２２条の２、第２２条の３及び第２２条の４第５項の規定を準用する。 

 

１６ 費用弁償（通勤） 

（１）通勤のために要した費用については、常勤職員の通勤手当に準じて認定の上、その勤

務日数に応じて支給する。 

   ①交通機関利用者 

通勤所要回数分の運賃額と定期券の価額のいずれか低い方の額とし、その支給単

位期間は、定期券については６箇月を原則とし、回数乗車券等については１箇月と

する。また、バス利用者についても同様に扱うこと。（参考：令和３年３月２５日
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付 教福第２３９５号「バス利用者における通勤手当の認定について」） 

なお、勤務日数が週当たりで指定されている会計年度任用職員については、次表

により月当たりの勤務日数に換算して定期券等の価額との比較を行うこと。（勤務

日数が年当たりで指定されている場合には、その支給単位期間における勤務予定

日数により比較を行うこと。） 

勤務態様（週勤務日数） 月当たりの通勤日数 

１週当たり１日 ４日 

１週当たり２日 ８日 

１週当たり３日 １３日 

１週当たり４日 １７日 

１週当たり５日 ２１日 

３週当たり１０日 １５日 

４週当たり９日 １０日 

（例）雇用期間６箇月以上で週４日勤務の場合 

     区間：甲府～山梨市 乗車券の額 ２４０円 ６箇月定期券 ３４，８４０円 

回数券の額 ２４０円 ×１７日×２（往復）×１０／１１＝７，４１８円 

７，４１８円×６月＝４４，５０８円 

     →定期券の方が安いので、定期券の額を支給 

   ②交通用具使用者 

勤務１日あたり、常勤職員の例により算出した通勤手当の月額を２１で除して得

た額（その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を支給す

る。また、通勤のために常例として駐車場を利用する場合にあっては、常勤職員の

例により算出した額を併せて支給する。（駐車料金については勤務日数による割落

としを行わない。） 

（２）新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等の特別料金につ

いては、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、通勤の実情に変更を生

ずることとなった場合に支給されるものであるから、あらかじめ勤務地を明示された

うえで採用され、かつ人事異動のない会計年度任用職員に対する支給は、通常は想定

されないものであること。 

（３）費用弁償（通勤）の支給は、月の初日から末日までの間において実際に通勤した日数

に応じ、翌月10日に支給する。また、ＪＥＴプログラム参加者については、翌月16日に

支給する。ただし、支給日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前におい

てその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。なお、定期券の

額の支給を受ける場合については、支給額の認定の段階において、日額とするよりも経

済的であることから定期券の額（月額）としたものであるから、支給の段階において改

めて勤務実績を踏まえることを要しないものであること。 

   ※１日のすべての時間について休暇を取得した場合には、その日の通勤実績はない

ため費用弁償（通勤）は支給しない。（したがって、その日が有給休暇である場合
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には、報酬は支給される日であるが費用弁償（通勤）は支給されない日となる。） 

（４）兼職により複数の学校に勤務する会計年度任用職員の費用弁償（通勤）については、

「他校を経由する経路で通勤する非常勤講師の通勤手当相当額の取扱いについて」（平

成27年３月24日付け教高第3600号）に準じ、支給するものとする。 

 

17 費用弁償（出張） 

  出張のために要した費用については、常勤職員の旅費の例により支給する。 

 

18 社会保険等 

会計年度任用職員のうち、その任期及び勤務時間等が、地方公務員等共済組合法（昭和

37年法律第152号）、厚生年金保険法（昭和29年法律115号）、雇用保険法（昭和49年法律第

116号）又は介護保険法（平成９年法律第123号）に定める被保険者の要件に該当する者は、

各保険の被保険者とする。 

 

19 公務災害補償又は労働者災害補償 

  会計年度任用職員に対する公務災害等の補償については、労働基準法別表第一に掲げ

る事業（１号～15号）に該当する職場にあっては労働者災害補償保険法（昭和22年法律第

50号）が適用され、それ以外の官公署の職場にあっては山梨県議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例（昭和42年条例第55号）が適用されること。（山梨県

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第２条及び労働者災害補

償保険法第３条） 

  ＊労働基準法別表第一に掲げる事業に該当する職場については山梨県人事委員会ホー

ムページに掲載する「号別区分表」を参照すること 

 

20 児童手当 

  中学校修了前の児童を養育する会計年度任用職員に対する児童手当については、居住

する市町村において認定及び支給事務を行う。 

  ただし、共済組合員資格を有する場合（任用期間が１年を超えるフルタイム会計年度任

用職員）は、正規職員と同様に、県教委において認定及び支給事務を行う。 
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21 服務 

  会計年度任用職員には、一部を除き、常勤職員と同様、地方公務員法第30条から第38条

までの規定が適用され、違反した場合には懲戒処分等の対象となること。 

 フルタイム パートタイム 

服務の根本基準（地公法第30条） ○ ○ 

服務の宣誓（地公法第31条） ○ ○ 

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（地公法第32

条） 

○ ○ 

信用失墜行為の禁止（地公法第33条） ○ ○ 

秘密を守る義務（地公法第34条） ○ ○ 

職務に専念する義務（地公法第35条） ○ ○ 

政治的行為の制限（地公法第36条） ○ ○ 

争議行為等の禁止（地公法第37条） ○ ○ 

営利企業への従事等の制限（地公法第38条） ○ × 

 

21の２ 服務の宣誓 

  会計年度任用職員の服務の宣誓については、別に定める場合を除き、常勤職員と同様、

教育職員にあっては、（別紙様式11）により、その他の職員にあっては、（別紙様式12）

により服務の宣誓を行うこと。 

 なお、公募によらない再度の任用の場合においても、新たな会計年度任用職員の職に改

めて任用されたものであることから、服務の宣誓を省略することはできない。 

 

21の３ 職務専念の免除 

  会計年度任用職員がその勤務時間内において、別表３の事由に該当するときは、その職

務に専念する義務を免除する（当該時間の報酬は減額しない）。 

 

21の４ 営利企業への従事等の制限 

（１）パートタイムの会計年度任用職員については、営利企業への従事等の制限（地公法第

38条）の対象外であるが、職務専念義務（同法第35条）の観点から、会計年度任用職員

としての勤務時間と兼職先企業等での勤務時間の合計時間は、１日あたり８時間を超

えない範囲内とし、１週間あたり40時間を超えない範囲内とする。 

（２）会計年度任用職員が営利企業への従事等をしようとするときは、（別紙様式13）に必

要な書類を添えて学校長に届け出るものとする。 

※会計年度任用職員には地方公務員法上の服務規律が適用となることから、兼職先の勤

務時間の把握のほか、職務の公正の確保や信用失墜行為の禁止等の観点にも留意する

こと。 
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22 人事評価 

（１）会計年度任用職員の人事評価の実施については、評価期間を３月以上とし、評価につ

いて必要な事項は、別に定めるものとする。 

（２）会計年度任用職員については、１会計年度ごとに客観的な能力の実証を行った上で

任用することから、再度の任用を行う場合の客観的な能力実証に当たっては、人事評

価結果を活用すること。 

ただし、会計年度末（３月31日）までの任用期間が３月に満たない場合には、人事評

価が実施できず、人事評価結果に基づく再度の任用はできないことになるが、この場合

については、ごく直近において公募による採用選考により職務遂行能力の実証を経て

いるものであり、また、ごく短期間に再度同一の職について公募を行うことは不経済か

つ不効率であることから、人事評価結果に拠らず、再度の任用ができるものとする。（こ

の場合の再度任用の回数については「２公募によらない採用（３）」に規定する回数（２

回）に含まない。） 

 

23 分限及び懲戒 

  会計年度任用職員の分限及び懲戒については、常勤職員と同様とする。 

 

24 常勤職員の欠員等による代替任用 

  常勤職員の育児休業取得又は年度中途退職に伴う任期付教職員又は臨時的任用教職員

の代替任用が行われず、会計年度任用職員を代替任用する場合、実施する公募は、当該職

員の育児休業又は退職の発令通知交付後に行うこと。 

  また、常勤職員の傷病休暇取得に伴う臨時的任用教職員の代替任用が行われず、会計年

度任用職員を代替任用する場合、実施する公募は、Ａ-１の養護措置決定の通知到達後に

行うこと。 

  なお、これらの場合は高校教育課への事前協議を行うこと。 

 

25 その他 

  この取扱通知に定めるもののほか、会計年度任用職員の取扱いについて必要な事項は、

その都度、別に定めるものとする。 
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別表１ 特別休暇【有給】 

種類 内容 期間 

公民権行使休暇 選挙権その他公民としての権利を行使する

場合で、その勤務しないことがやむを得な

いと認められるときにおける休暇 

その都度必要と認める期間 

裁判員、証人、

鑑定人、参考人

等としての官公

署出頭休暇 

 

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国

会、裁判所、地方公共団体の議会その他官

公署へ出頭する場合で、その勤務しないこ

とがやむを得ないと認められるときにおけ

る休暇 

その都度必要と認める期間 

 

 

 

 

忌引 親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他

親族の死亡に伴い必要と認められる行事等

のため勤務しないことが相当であると認め

られるときにおける休暇 

この表の附表１に定める期間

内において必要と認める期間 

婚姻休暇 会計年度任用職員が婚姻する場合で、結婚

式、旅行その他婚姻に伴い必要と認められ

る行事等のため勤務しないことが相当であ

ると認められるときにおける休暇 

５日以内（婚姻の日の五日前の

日から婚姻の日後六月（任命権

者が人事委員会の承認を得て

別に期間を定める場合は、その

期間）を経過する日までの間に

おいて連続する期間内） 

不妊治療休暇 不妊治療を受けるため勤務しないことが相

当であると認められる場合における休暇 

６日（不妊治療に係る通院等の

体外受精、顕微授精に係るもの

である場合は、１０日）以内 

 

＊日・時間単位 

妊娠中又は出産

後の通院休暇 

妊娠中又は出産後１年以内の女性会計年度

任用職員が、母子保健法第10条に規定する

保健指導又は同法第13条に規定する健康診

査を受ける場合における休暇 

この表の附表２に定める回数

において必要と認める時間 

分べん休暇 

 

 

 

 

8週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）

以内に出産する予定である女性会計年度任

用職員が申し出た場合における休暇及び女

性会計年度任用職員が出産した場合におけ

る休暇 

その分べん予定日前8週間（多

胎妊娠の場合にあつては、14週

間）に当たる日から分べんの日

後８週間目に当たる日までの

期間内 

配偶者出産休暇 

※１ 

 

 

 

会計年度任用職員の配偶者（届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下別表１において同じ。）が出産す

る場合で、会計年度任用職員が配偶者の出

産に伴い必要と認められる入院の付添い等

のため勤務しないことが相当であると認め

られるときにおける休暇 

３日以内（配偶者が出産するた

め病院に入院する等の日から

当該出産の日後２週間を経過

する日までの期間内） 

 

＊日・時間単位 

育児参加休暇 

※１ 

 

 

 

 

会計年度任用職員の配偶者が出産する場合

において、当該出産に係る子又は小学校就

学の始期に達するまでの子を養育する会計

年度任用職員が、これらの子の養育のため

勤務しないことが相当であると認められる

ときにおける休暇 

５日以内（配偶者の出産予定日 

の８週間（多胎妊娠の場合にあ 

っては、１４週間）前の日から 

当該出産の日以後１年を経過

する日までの期間内） 
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＊日・時間単位 

夏季休暇 ※２ 夏季における心身の健康の維持及び増進又は

家庭生活の充実のため勤務しないことが相当

であると認められる場合における休暇 

7月1日から９月30日までの期間

において、任用される月１月（※

３）につき１日（取得しなかった

休暇は翌月に繰越しが可能） 

 

※7/1～9/30まで連続任用される者 

→上記に加え、１週間の勤務日数

が５日又は１年間の勤務日が

217日以上ある者には３か月の

期間内で２日を、１週間の勤務

日数が４日又は１年間の勤務

日が169日以上216日以下であ

る者には３か月の期間内で１

日を与える。（最大５日） 

感染症まん延防

止休暇 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律の規定による交通の制限又

は遮断、在宅要請等により、その出勤する

ことが著しく困難であると認められる場合

における休暇 

その都度必要と認める期間 

非常災害による

交通遮断休暇 

地震、水害、火災その他の非常災害により

交通を遮断された場合で、その出勤するこ

とが著しく困難であると認められるときに

おける休暇 

その都度必要と認める期間 

天災地変による

住居滅失休暇 

地震、水害、火災その他の天災地変により

次のいずれかに該当する場合で、勤務しな

いことが相当であると認められるときにお

ける休暇 

① 現住居が滅失し、又は損壊した場合で、

その復旧作業等を行い、又は一時的に避

難しているとき 

② 会計年度任用職員及び当該会計年度任

用職員と同一の世帯に属する者の生活

に必要な水、食料等が著しく不足してい

る場合で、当該会計年度任用職員以外に

はそれらの確保を行うことができない

とき 

その都度必要と認める期間 

交通機関の事故

等による不可抗

力休暇 

交通機関の事故等により出勤することが著

しく困難であると認められる場合における

休暇 

その都度必要と認める期間 

 

※１：不妊治療休暇、配偶者出産休暇及び育児参加休暇については、１週間の勤務日が３

日以上（週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては１年間の勤

務日が１２１日以上）であるものに限る。 

※２：夏季休暇を取得できる会計年度任用職員 

１週間の勤務日が４日以上（週以外の期間によって勤務日が定められている場合に

あっては、１年間の勤務日が１６９日以上）とされている会計年度任用職員で１週間

の勤務時間が２９時間以上であるものであって、６月以上の任期が定められている

もの又は６月以上継続勤務しているもの 
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※３：夏季休暇における「任用される月１月」の算定 

７月１日以前から任用されている会計年度任用職員にあっては７月１日を起算日と

してその応当する日の前日をもって１月と計算し、７月２日以後に任用される会計

年度任用職員にあっては当該任用された日を起算日としてその応答する日の前日を

もって１月と計算する。 

＊定型的な業務に従事する短期間又は短時間勤務の会計年度任用職員の特別休暇（有給）は次のとおり  

 ①公民権行使休暇、②裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇、③妊娠

中又は出産後の通院休暇、④分べん休暇、⑤感染症まん延防止休暇、⑥非常災害による交通

遮断休暇、⑦天災地変による住居滅失休暇、⑧交通機関の事故等による不可抗力休暇 

 

 

附表１ 忌引日数表 

死亡した親族 日数 

配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。） 

７日 

父母 

子 ５日 

祖父母 ３日（代襲相続し、かつ、祭具等の承継を

受ける場合にあっては、７日） 

孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 

おじ又はおば １日（代襲相続し、かつ、祭具等の承継を

受ける場合にあっては、７日） 

父母の配偶者又は配偶者の父母 ３日（会計年度任用職員と生計を一にして

いた場合にあっては、７日） 

子の配偶者又は配偶者の子 １日（会計年度任用職員と生計を一にして

いた場合にあっては、５日） 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 １日（会計年度任用職員と生計を一にして

いた場合にあっては、３日） 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 

おじ又はおばの配偶者 １日 

※葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算することができる。 

 

 

附表２ 通院回数表 

※医師等の特別の指示があつた場合にあっては、その指示された回数とする。 

 

 

別表２ 特別休暇【無給】 

妊娠週数等 回数 

妊娠したと認められたときから妊娠満23週まで ４週間に１回 

妊娠満24週から満35週まで ２週間に１回 

妊娠満36週から分べんまで １週間に１回 

出産後１年まで １回 
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種類 内容 期間 

骨髄提供休暇 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細

胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者

としてその登録を実施する者に対して登録

の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄

弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若

しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細

胞を提供する場合で、当該申出又は提供に

伴い必要な検査、入院等のため勤務しない

ことがやむを得ないと認められるときにお

ける休暇 

その都度必要と認める期

間 

生理休暇 生理日の就業が著しく困難な女子の会計年

度任用職員が請求した場合における休暇 

その都度必要と認める期

間 

育児休暇 生後満1年6月に達しない子を育てる会計年

度任用職員が、その子の保育のために必要

と認められる授乳等を行う場合における休

暇 

1日2回それぞれ60分以内

の期間 

 

※パートタイムの会計年

度任用職員は短時間勤務

の常勤職員の例による。 

子の看護等休暇 
※ 

中学校就学の始期に達するまでの子又は孫を
養育する会計年度任用職員が、その子又は孫
の看護等（負傷し、若しくは疾病にかかったそ
の子若しくは孫の世話若しくは疾病の予防を
図るために必要なその子若しくは孫の世話を
行うこと又は学校保健安全法第20条の規定に
よる学校の休業その他これに準ずるものとし
て人事委員会が定める事由（学校保健安全法
第19条の規定による出席停止等）に伴うその
子若しくは孫の世話を行うことをいう。）のた
め、勤務しないことが相当であると認められ
る場合における休暇 

５日（中学校就学の始期

に達するまでの子が２人

以上の場合にあっては、

１０日）以内 

 

＊日・時間単位 

学校行事参加休暇 
※ 

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間にある子を扶養する会計年度任用職員が、
その子が在籍する学校等が実施する行事に参
加するため、勤務しないことが相当であると
認められる場合における休暇 

２日（18歳に達する日以後
の最初の3月31日までの間
にある子が３人以上の場
合にあっては、３日）以内 
 
＊日・時間単位 

短期の介護休

暇 ※ 

要介護者の介護等を行うため、勤務しない

ことが相当であると認められる場合におけ

る休暇 

５日（要介護者が２人以

上の場合にあっては、１

０日）以内 

＊日・時間単位 

つわり休暇 妊娠中の女子の会計年度任用職員が、妊娠

に起因する障害（つわり）のため勤務するこ

とが困難であると認められる場合の休暇 

一の妊娠期間において７

日以内 

＊日・時間単位 
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※子の看護等休暇、学校行事参加休暇及び短期の介護休暇については、１週間の勤務日が３ 

日以上（週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては１年間の勤務日が 

１２１日以上）であるものに限る。 

＊定型的な業務に従事する短期間又は短時間勤務の会計年度任用職員の特別休暇（無給）は次のとおり 

 ①骨髄提供休暇、②生理休暇、③育児休暇、④つわり休暇 

 

別表３ 職務専念義務の免除 

事由 期間 

地方公務員法第46条の規定による勤務条件に関

する措置要求の審理に出頭する場合 

その都度必要と認める期間 

地方公務員法第49条の２第１項の規定による審

査請求の審理に出頭する場合 

その都度必要と認める期間 

市町村の非常勤の消防団員として緊急の出動が

必要な場合（訓練等は除く） 

その都度必要と認める期間 

任命権者が行う健康診断を受ける場合 その都度必要と認める期間 

妊娠中の女性会計年度任用職員の業務が母体又

は胎児の健康保持に影響があると認められる場

合（＝休息又は補食する場合） 

その都度必要と認める期間 

妊娠中の女子の会計年度任用職員が、通勤に利

用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の

健康保持に影響があると認められる場合の休暇 

所定の勤務時間の始め又は終わりにお

いて１日につき１時間を超えない範囲

で必要とされる時間 

その他任命権者が特に必要と認める場合※ その都度必要と認める期間 

※国民スポーツ大会のための競技力向上事業に従事又は参加する場合（運用の詳細は、選手強

化活動に従事又は参加する職員及び生徒の取扱要項を参照） 

 

＊定型的な業務に従事する短期間又は短時間勤務の会計年度任用職員の職務専念義務の免除は次のとおり 

 ①妊娠中の女性会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合（＝休息又は補食する場合） 

 



（参　考）

○会計年度任用職員の勤務時間等の取扱いについて

制定：令和２年３月23日教高第4206号（令和２年４月１日施行）

最終改正：令和７年２月26日教高第3120号（令和７年４月１日施行）

１　勤務時間及び報酬、職務内容

（1）非常勤講師

①勤務時間

勤務時間は、１コマの授業時間につき 10 分の準備時間を設けることとする。

なお、短縮授業とする場合は、短縮された時間を準備時間に振り替えることも可とする。

１週間当たり 18 時間以内とし、勤務は１週間に５日以内とする。

ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

１週間の勤務時間の割振りは、発令された時間内で校長が定める。

②報酬

時間給とし、その額は、１時間(60分)当たり 2,940 円 とする。

担当教科の教員免許状が臨時免許状の場合は、１時間(60分)当たり 2,580 円 とする。

他に、通勤に係る費用弁償を支給要件に応じて支給する。

　※授業時間に応じた１コマ当たりの換算額は次の通り。

（例示は普通教員免許状の場合であり、円未満を四捨五入している）

50 分授業の場合は、2940×(50＋10)／60＝ 2,940 円

65 分授業の場合は、2940×(65＋10)／60＝ 3,675 円

55 分授業の場合は、2940×(55＋10)／60＝ 3,185 円

45 分授業の場合は、2940×(45＋10)／60＝ 2,695 円

③職務内容

　　授業、定期試験の監督、定期試験の採点

④妊娠時体育授業軽減に係る代替非常勤講師について

令和２年４月１日以降の取扱いは次のとおりとする。

・任用要件

県立学校において、妊娠中のため体育の授業を行うことが困難な女性教員（職員の分娩

休暇又は１日を単位とする傷病休暇を受けている者以外の者。以下「妊娠教員」）が妊娠

判明時以降に、当該女性教員が妊娠教員として在職する期間について非常勤講師を任用す

ることができるものとする。

・勤務時間

非常勤講師の１週間当たりの勤務時間は、特殊教育諸学校（現特別支援学校）小学部

にあっては妊娠教員１名につき３時間以内、中・高等部及び高等学校にあっては12時間

以内とする。

・妊娠時体育授業軽減女性教員の勤務

体育授業を軽減された女性教員は当該軽減に係る時間について当該体育授業に係る

引き継ぎ、補填授業及び学級、学年に係る事務整理等の校務に従事するものとする。

・任用に係る内申に必要な書類

平成12年３月27日付け教高第3-116号のとおり。

※ただし、妊娠代替非常勤講師任用時における健康診断書（写）の提出は不要とする。
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（２）特別非常勤講師（社会的経験を有する人材活用のための非常勤講師、免許状不要）

①勤務時間

勤務時間は、１コマの授業時間につき 10 分の準備時間を設けることとする。

なお、短縮授業とする場合は、短縮された時間を準備時間に振り替えることも可とする。

１週間当たり18時間以内とし、勤務は１週間に５日以内とする。

ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

１週間の勤務時間の割振りは、発令された時間内で校長が定める。

②報酬

時間給とし、その額は、１時間(60分)当たり2,580 円とする。

他に、通勤に係る費用弁償を支給要件に応じて支給する。

③職務内容

　　授業、定期試験の監督、定期試験の採点

（３）特別非常勤講師（就労支援・職業教育に係る外部専門家）

①勤務時間

就労支援は１週間当たり 20 時間以内とし、勤務は 60 分単位とする。

職業教育は１週間あたり 10 時間以内とする。

ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

１週間の勤務時間の割振りは、発令された時間内で校長が定める。

②報酬

時間給とし、その額は、１時間(60分)当たり2,940 円とする。

他に、通勤に係る費用弁償を支給要件に応じて支給する。

③職務内容

就労支援‥‥特別支援生徒の就職の支援。

職業教育‥‥食品加工、環境メンテナンスに係る指導。

（４）非常勤養護講師

①勤務時間

１週間当たり勤務時間は、県教育委員会より別途通知された時間とする。

１週間の勤務時間の割振りは、発令された時間内で校長が定める。

他に、通勤に係る費用弁償を支給要件に応じて支給する。

②報酬

時間給とし、その額は、１時間(60分)当たり2,580 円とする。

③職務内容

児童・生徒の傷病の応急処置、カウンセリング、健康相談、保健指導等を行う。
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（５）非常勤教育相談員

①勤務時間

１週間当たり勤務時間は、県教育委員会より別途通知された時間とする。

１週間の勤務時間の割振りは、発令された時間内で校長が定める。

他に、通勤に係る費用弁償を支給要件に応じて支給する。

②報酬

時間給とし、その額は、１時間(60分)当たり2,580 円とする。

③職務内容

　　教育相談及び生徒の健全育成に関する業務を行う。

（６）非常勤実習助手

①勤務時間

１週間当たり 32 時間以内とする。

ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

１週間の勤務時間の割振りは、発令された時間内で校長が定める。

②報酬

時間給とし、その額は、１時間(60分)当たり1,720 円とする。

他に、通勤に係る費用弁償を支給要件に応じて支給する。

③職務内容

実験又は実習について、教諭の職務を助ける。

（７）非常勤看護師

①勤務時間

１週間当たり 31 時間以内とし、勤務は１週間に５日以内とする。

ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

１週間の勤務時間の割振りは、発令された時間内で校長が定める。

②報酬

時間給とし、その額は次のとおりとする。（調整数２）

初任給は、別紙により決定する。

看護師　 ※調整数２

給料表 級-号 時間給 基準月額

医療職(三)給料表2- 1相当　 1,649 円 268,387 円

医療職(三)給料表2- 5相当　 1,705 円 277,496 円

医療職(三)給料表2- 9相当　 1,729 円 281,327 円

医療職(三)給料表2-13相当【上限】 1,754 円 285,468 円

他に、通勤に係る費用弁償を支給要件に応じて支給するとともに、支給要件に該当する場合、

期末勤勉手当を支給する。
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準看護師　 ※調整数２

給料表 級-号 時間給 基準月額

医療職(三)給料表1- 1相当　 1,423 円 231,657 円

医療職(三)給料表1- 5相当　 1,469 円 239,007 円

医療職(三)給料表1- 9相当　 1,514 円 246,357 円

医療職(三)給料表1- 13相当　 1,563 円 254,328 円

医療職(三)給料表1- 17相当　 1,614 円 262,610 円

医療職(三)給料表1- 21相当【上限】 1,664 円 270,892 円

他に、通勤に係る費用弁償を支給要件に応じて支給するとともに、支給要件に該当する場合、

期末勤勉手当を支給する。

③職務内容

別途、定めるものとする。

（８）非常勤寄宿舎指導員

①勤務時間

１週間当たり 27 時間以内とし、勤務は１週間に４日以内とする。

ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

１週間の勤務時間の割振りは、発令された時間内で校長が定める。

②報酬

時間給とし、その額は次のとおりとする。（調整数１）

非常勤寄宿舎指導員 ※調整数1

給料表 級-号 時間給 基準月額

教育職(一)給料表1- 1相当【上限】 1,328 円 216,184 円

他に、通勤に係る費用弁償を支給要件に応じて支給するとともに、支給要件に該当する場合、

期末勤勉手当及び夜間勤務手当を支給する。

③職務内容

　　寄宿舎の維持管理及び児童・生徒の教育指導。

（９）非常勤特別支援員

①勤務時間

１週間当たり 30 時間以内とし、任用校と県教育委員会が協議して決定する。

ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

１週間の勤務時間の割振りは、発令された時間内で校長が定める。

②報酬

時間給とし、その額は次のとおりとする。

初任給は、別紙により決定する。
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非常勤特別支援員 ※調整数1

給料表 級-号 時間給 基準月額

行政職給料表1- 1相当　 1,209 円 196,741 円

行政職給料表1- 5相当　 1,237 円 201,400 円

行政職給料表1- 9相当　 1,279 円 208,128 円

行政職給料表1- 13相当　 1,320 円 214,857 円

行政職給料表1- 17相当　【上限】 1,361 円 221,482 円

他に、通勤に係る費用弁償を支給要件に応じて支給するとともに、支給要件に該当する場合、

期末勤勉手当を支給する。

③職務内容

特別な支援を必要とする生徒の学校生活に対する支援を行う。

（１０）非常勤SSH、WWL事務職員

①勤務時間

１週間当たり 20 時間未満、１年間では 1,000 時間未満とする。

１週間の勤務時間の割振りは、発令された時間内で校長が定める。

②報酬

　　時間給とし、その額は次のとおりとする。

非常勤SSH、WWL事務職員 ※調整数0　

給料表 級-号 時間給 基準月額

行政職給料表1- 1相当　 1,167 円 189,960 円

行政職給料表1- 5相当　 1,196 円 194,618 円

行政職給料表1- 9相当　 1,237 円 201,346 円

行政職給料表1- 13相当　 1,278 円 208,075 円

行政職給料表1- 17相当　【上限】 1,319 円 214,701 円

他に、通勤に係る費用弁償を支給要件に応じて支給するとともに、支給要件に該当する場合、

期末勤勉手当を支給する。

他に、通勤に係る費用弁償を支給要件に応じて支給するとともに、支給要件に該当する場合、

期末手当を支給する。

③職務内容

スーパーサイエンスハイスクール（SSH）,ワールドワイドラーニング（WWL)に係る事務。

２　会計年度任用職員の任用期間

任用期間は、当該業務に必要な期間とし、原則４月１日から翌年の３月31日までとする。

次の職種は、夏期休業期間など従事する業務がない期間を挟んで、前期・後期に分けて任用

期間を設定する。

・非常勤講師　・非常勤養護講師　・非常勤実習助手　・特別非常勤講師（就労支援に係る外部専門家を除く）

３　その他

この要綱に定めるもののほか、非常勤の会計年度任用職員の取扱いについて必要な事項は、

別に定めるものとする。

＊基準月額＝（給料月額　＋調整額）×（100％＋地域手当率［山梨県内2.75％］）［円未満切捨］
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初任給決定等の考え方

１　通常の職における経験年数調整

基準とする学歴を高校卒、基準とする報酬日額を各給料表の１級１号給相当とし、採用

年度の４月１日時点における経験年数を経験年数換算表（表１）により換算した職務経験

年数に応じ、初任給決定基準表（表３）により報酬日額を決定する。

なお、経験年数調整を行う際には、調整を行おうとする者から当該者に係る学歴及び職

歴に関する証明書（別紙）を徴し、報酬日額を決定するものとする。

（本県職員としての経歴（10年以内）については証明書不要。）

２　資格経験職等における経験年数調整（看護師、准看護師）

基準とする報酬日額を各給料表の最下位の号給相当（看護師は医療職(三)２級１号給相当、

准看護師は医療職(三)１級１号給相当）とし、採用年度の４月１日時点における経験年数を

経験年数換算表（表２）により換算した職務経験年数に応じ、初任給決定基準表（表３）に

より報酬日額を決定する。

なお、経験年数調整を行う際には、調整を行おうとする者から当該者に係る職歴に関する

証明書を徴し、報酬日額を決定するものとする。

（本県職員としての経歴（10年以内）については証明書不要。）

（表１）経験年数換算表（通常）

換算率

同一ポスト その他

本県職員 正規、臨時又は非常勤職員

（週２９時間以上）

臨時又は非常勤職員

（週19時間20分以上

臨時又は非常勤職員

（週19時間20分未満）

他官庁・民間企業 正規、臨時又は非常勤職員

（週２９時間以上）

臨時又は非常勤職員

（週19時間20分以上）

臨時又は非常勤職員

（週19時間20分未満）

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

（正規の修学年数内の期間に限る）

その他（証明書の提出がない場合を含む） 換算しない

※換算後の経験年数のうち５年を超える期間については、当該期間に３分の２を乗じて

得た期間に調整する。
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2.5割

10割

経歴

10割 ８割

８割 ５割

2.5割

８割



（表２）経験年数換算表（資格経験職等）

換算率

同一ポスト その他

正規、臨時又は非常勤職員

（週２９時間以上）

臨時又は非常勤職員

（週19時間20分以上

臨時又は非常勤職員

（週19時間20分未満）

その他（証明書の提出がない場合を含む） 換算しない

※換算後の経験年数のうち５年を超える期間については、当該期間に３分の２を乗じて

得た期間に調整する。

（表３）初任給決定基準表

採用年度４月１日時点の経験年数 加算号給

１年未満 ＋０号給

１年以上２年未満 ＋４号給

２年以上３年未満 ＋８号給

３年以上４年未満 ＋12号給

４年以上５年未満 ＋16号給

５年以上６年未満 ＋20号給

６年以上 ＋24号給
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本県職員・他官庁・民
間企業（当該職の遂行
に必要な資格又は経験
が必要とされる業務に
限る。）

経歴

10割 ８割

８割 ５割

2.5割



（別紙）

                         職歴証明書

　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所                                 　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名                      　　　            

　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日 　 　　　　　　　　  年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　勤 務 先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 １　雇用形態　ア　正職（社）員　　　イ　臨時職員　　　ウ　非常勤職員　　　

　　　　　　　 エ　アルバイト　　　　オ　パート　　　　カ　その他（　　　　     ）

 ２　雇用期間  　　　　　　　　　年　　月　　日　 ～　　　　　　年　　月　　日

 ３　勤務形態　　　（１）週平均勤務日数　　 　　　　　　　 日

　　　　　　　　　 （２）週平均勤務時間　　　　　 時間　　 分

　                

 ４　職位・職務内容                                                        

 ５　賃　　金　　　　ア　月給　　イ　日給　　ウ　時給　   　　　　　　　　　　円

 ※　該当するものに○をつけてください。

 　上記のとおり相違ないことを証明します。

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　雇用主　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名                              印

　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
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教 総 第 ４ ２ ８ ７ 号 

令和２年３月２３日 

 

 各市町村（組合）教育委員会教育長   殿 

 

山梨県教育委員会教育長  

（公印省略） 

 

小中学校における各種非常勤講師取扱要綱の改正について（通知） 

 

 このことについて、別添のとおり改正し、小中学校における非常勤講師の勤務内容等に

ついて、別紙のとおりとしますので御了知の上、管内の各小中学校へ周知願います。 

 なお、学校教育法施行規則別表第一（小学校）及び第二（中学校）に掲げる項目の範囲内

で学級担任との打ち合わせや教材作成（以下「教材作成等」という。）を行うことにつきま

して、その具体的な取り扱い範囲は次のとおりですので、遺漏のないようよろしくお願いい

たします。 

 

 １ 教材作成等は、学校長が必要と認めた場合、非常勤講師の勤務限度（週２０時間以内

を原則とし、年間７００時間。ただし、発令がこれに満たない場合はその発令の時間。）

を超えない範囲で、授業の空き時間を活用して行うことができる。 

 

 ２ 教材作成等の１日当たりの時間数については制限しない。ただし、持ち授業のない日

に教材作成等のみを行うことは避け、学校長が特別な事情がありやむを得ないと認め

た場合に限ること。なお、年度末年度初め等授業を実施しない日の勤務については認め

られない。 

  

教育庁総務課 

経理担当 大木 

TEL:055-223-1743 

FAX:055-223-1744 



非
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勤
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等
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教
育
庁
総
務
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務
教
育
課

別
紙

種
類

加
配
目
的

勤
務
時
間

勤
務
内
容

留
意
事
項

旅
行
命
令

き
め
細
か
な
指
導
加
配
非
常
勤
講
師

少
人
数
授
業
や
テ
ィ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
な
ど
、
多
様
で

き
め
細
か
な
指
導
を
支
援
す
る
た
め
に
非
常
勤
講
師
を

配
置
す
る
。

年
間
7
0
0
時
間
以
内

（
週
2
0
時
間
×
3
5
週
）

学
校
教
育
法
施
行
規
則
別
表
第
一
又
は
第
二
に

掲
げ
る
各
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
（
※
１
・
２
）
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
及
び
そ
の
教
材

作
成
等
に
充
て
る
。

一
人
当
た
り
最
低
週
１
０
時
間
以
上
の
指
導
時
数
の

増
を
出
す
こ
と
と
し
、
そ
の
二
分
の
一
以
上
を
基
本
教

科
（
小
学
校
：
算
数
、
中
学
校
：
英
語
・
数
学
・
理
科
）
に

充
て
る
こ
と
。

左
記
勤
務
内
容
に

係
る
も
の
で
あ
れ

ば
可
能

小
学
校
ア
ク
テ
ィ
ブ
ク
ラ
ス
非
常
勤
講
師
小
学
校
１
年
生
か
ら
６
年
生
に
対
し
て
、
少
人
数
授
業

や
テ
ィ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
な
ど
、
多
様
で
き
め
細
か
な

指
導
を
支
援
す
る
。

年
間
7
0
0
時
間
以
内

（
週
2
0
時
間
×
3
5
週
）

学
校
教
育
法
施
行
規
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
各

教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
（
※
１
）
、
総
合
的
な
学

習
の
時
間
の
指
導
及
び
そ
の
教
材
作
成
等
に
充

て
る
。

一
人
当
た
り
最
低
週
１
０
時
間
以
上
の
指
導
時
数
の

増
を
出
す
こ
と
と
し
、
そ
の
二
分
の
一
以
上
を
基
本
教

科
（
国
語
・
算
数
・
理
科
）
に
充
て
る
こ
と
。

左
記
勤
務
内
容
に

係
る
も
の
で
あ
れ

ば
可
能

中
学
校
は
ぐ
ぐ
み
プ
ラ
ン
非
常
勤
講
師

小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
の
移
行
期
に
あ
た
る
中
学
校
１

年
生
か
ら
３
年
生
に
対
し
、
学
習
、
生
活
両
面
で
の
き

め
細
か
な
指
導
を
支
援
す
る
た
め
に
非
常
勤
講
師
を

配
置
す
る
。

年
間
7
0
0
時
間
以
内

（
週
2
0
時
間
×
3
5
週
）

学
校
教
育
法
施
行
規
則
別
表
第
二
に
掲
げ
る
各

教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
（
※
２
）
、
総
合
的
な
学

習
の
時
間
の
指
導
及
び
そ
の
教
材
作
成
等
に
充

て
る
。

一
人
当
た
り
最
低
週
１
０
時
間
以
上
の
指
導
時
数
の

増
を
出
す
こ
と
。
取
扱
要
綱
第
３
条
１
号
及
び
２
号
に

よ
り
配
置
さ
れ
る
非
常
勤
講
師
に
つ
い
て
は
、
指
導
時

数
の
増
の
二
分
の
一
以
上
を
基
本
教
科
（
英
語
・
数

学
・
理
科
）
に
充
て
る
こ
と
。

左
記
勤
務
内
容
に

係
る
も
の
で
あ
れ

ば
可
能

中
学
校
学
習
支
援
加
配
非
常
勤
講
師

中
学
校
に
お
け
る
経
済
的
な
困
難
を
抱
え
る
生
徒
な
ど

へ
の
学
習
支
援
を
行
う
た
め
、
小
学
校
段
階
で
の
学
習

内
容
の
定
着
や
学
習
上
の
つ
ま
ず
き
解
消
な
ど
の
取

組
を
行
う
中
学
校
に
非
常
勤
講
師
を
配
置
す
る
。

年
間
7
0
0
時
間
以
内

（
週
2
0
時
間
×
3
5
週
）

学
校
教
育
法
施
行
規
則
別
表
第
二
に
掲
げ
る
各

教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
（
※
２
）
、
総
合
的
な
学

習
の
時
間
の
指
導
（
課
外
の
補
充
学
習
指
導
を

含
む
）
及
び
そ
の
教
材
作
成
等
に
充
て
る
。

一
人
当
た
り
最
低
週
１
０
時
間
以
上
の
指
導
時
数
と

す
る
。

左
記
勤
務
内
容
に

係
る
も
の
で
あ
れ

ば
可
能

教
育
実
習
校
支
援
非
常
勤
講
師

山
梨
大
学
の
教
育
実
習
生
を
受
け
入
れ
る
小
中
学
校

に
対
し
て
、
教
育
実
習
生
を
指
導
す
る
教
員
の
後
補
充

な
ど
教
育
実
習
校
支
援
の
た
め
に
配
置
す
る
。

年
間
7
0
0
時
間
以
内

（
週
2
0
時
間
×
3
5
週
）

学
校
教
育
法
施
行
規
則
別
表
第
一
又
は
第
二
に

掲
げ
る
各
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
（
※
１
・
２
）
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
及
び
そ
の
教
材

作
成
等
に
充
て
る
。

一
人
当
た
り
最
低
週
１
０
時
間
以
上
の
指
導
時
数
と

す
る
。

左
記
勤
務
内
容
に

係
る
も
の
で
あ
れ

ば
可
能

特
別
支
援
学
級
加
配
非
常
勤
講
師

障
害
の
程
度
が
重
度
の
児
童
生
徒
が
在
籍
し
、
通
常

の
学
級
運
営
ま
た
は
教
育
指
導
を
行
う
こ
と
が
困
難
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
解
消
す
る
た
め

に
配
置
す
る
。

年
間
7
0
0
時
間
以
内

（
週
2
0
時
間
×
3
5
週
）

特
別
支
援
学
級
の
運
営
等
に
関
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る
も
の
に
限

る
。

左
記
勤
務
内
容
に

係
る
も
の
で
あ
れ

ば
可
能

主
幹
教
諭
配
置
校
支
援
非
常
勤
講
師

主
幹
教
諭
の
後
補
充
な
ど
主
幹
教
諭
設
置
校
の
支
援

の
た
め
に
非
常
勤
を
配
置
す
る
。

年
間
7
0
0
時
間
以
内

（
週
2
0
時
間
×
3
5
週
）

学
校
教
育
法
施
行
規
則
別
表
第
一
又
は
第
二
に

掲
げ
る
各
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
（
※
１
・
２
）
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
及
び
そ
の
教
材

作
成
等
に
充
て
る
。

一
人
当
た
り
最
低
週
１
０
時
間
以
上
の
指
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時
数
と

す
る
。

左
記
勤
務
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に

係
る
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で
あ
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能

通
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指
導
対
応
加
配
非
常
勤
講
師

通
級
指
導
教
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に
お
け
る
、
障
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に
応
じ
た
特
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の
指

導
の
た
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に
非
常
勤
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す
る
。

年
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7
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0
時
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以
内

（
週
2
0
時
間
×
3
5
週
）

通
級
に
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る
指
導
及
び
通
級
指
導
教
室
の
運
営

等
に
関
わ
る
も
の
に
限
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。

左
記
勤
務
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に

係
る
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能

コ
ミ
ュ
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・
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ル
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促
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配
非
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テ
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取
り
組
む
小
中

学
校
に
対
し
て
、
地
域
に
お
け
る
組
織
や
運
営
体
制
づ

く
り
の
め
に
非
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す
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7
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）
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。
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記
勤
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係
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れ
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能
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践
研
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配
非
常
勤
講
師
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践
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究
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あ
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小
中
学
校
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て
、
研
究
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ー
マ
に
応
じ
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取
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組
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を
行
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た
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に
非

常
勤
を
配
置
す
る
。

年
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7
0
0
時
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以
内

（
週
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0
時
間
×
3
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週
）
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該
研
究
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マ
に
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わ
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も
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に
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る
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非
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勤
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科
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を
図
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に
非
常
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す
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発
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通
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、
総
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な
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習
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の
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作
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に
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る
。

左
記
勤
務
内
容
に

係
る
も
の
で
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れ

ば
可
能
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非
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勤
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師

拠
点
校
指
導
教
員
の
配
置
が
困
難
で
あ
る
１
人
配
置

校
に
対
し
て
、
非
常
勤
講
師
を
配
置
す
る
。

年
間
7
3
5
時
間
以
内

（
週
2
1
時
間
×
3
5
週
）

指
導
教
員
及
び
初
任
者
が
担
当
す
る
各
教
科
、

道
徳
、
特
別
活
動
（
※
１
・
２
）
、
総
合
的
な
学
習
の

時
間
の
指
導
及
び
そ
れ
に
伴
う
教
材
作
成
等
に

充
て
る
。

不
可

拠
点
校
方
式
に
お
い
て
、
初
任
者
が
校
外
研
修
を
受
け

る
際
の
後
補
充
と
し
て
非
常
勤
講
師
を
配
置
す
る
。

校
外
研
修
が
あ
る
日
(年

1
5
日
)に
7
時
間
以
内

年
間
1
0
5
時
間
以
内

（
1
日
7
時
間
×
1
5
日
）

初
任
者
が
校
外
研
修
の
日
に
担
当
す
る
各
教

科
、
道
徳
、
特
別
活
動
（
※
１
・
２
）
、
総
合
的
な
学

習
の
時
間
の
指
導
及
び
そ
れ
に
伴
う
教
材
作
成

等
に
充
て
る
。

不
可

入
院
児
童
生
徒
教
育
体
制
強
化
事
業

非
常
勤
講
師

医
療
機
関
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
公
立
小
中
学
校
の

分
校
に
お
い
て
、
入
院
児
童
生
徒
等
の
教
育
機
会
の

確
保
に
関
す
る
研
究
に
従
事
す
る
教
員
の
後
補
充
な

ど
の
た
め
に
配
置
す
る
。

年
間
7
6
0
時
間
以
内

（
週
1
9
時
間
×
4
0
週
）

入
院
児
童
生
徒
等
の
教
育
機
会
の
確
保
に
関
す

る
研
究
に
従
事
す
る
教
員
の
後
補
充
に
関
わ
る

も
の
に
限
る
。

左
記
勤
務
内
容
に

係
る
も
の
で
あ
れ

ば
可
能

院
内
分
校
特
別
加
配
非
常
勤
講
師

医
療
機
関
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
公
立
小
中
学
校
の

分
校
に
お
い
て
、
よ
り
き
め
細
か
な
指
導
を
行
い
、
十
分

な
学
習
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
配
置
す
る
。

年
間
7
0
0
時
間
以
内

（
週
2
0
時
間
×
3
5
週
）

医
療
機
関
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
分
校
に
お
い

て
、
入
院
児
童
生
徒
へ
の
各
教
科
の
指
導
に
充

て
る
。
（
本
校
か
ら
分
校
に
出
向
き
、
各
教
科
の
指

導
に
当
た
る
教
員
の
後
補
充
も
可
と
す
る
。
）

左
記
勤
務
内
容
に

係
る
も
の
で
あ
れ

ば
可
能

中
高
連
携
加
配
非
常
勤
講
師

中
高
連
携
を
推
進
す
る
公
立
中
学
校
に
お
い
て
、
学
校

の
負
担
等
を
軽
減
す
る
た
め
に
配
置
す
る
。

年
間
7
0
0
時
間
以
内

（
週
2
0
時
間
×
3
5
週
）

中
高
連
携
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
各
教
科
等

の
指
導
ま
た
は
関
連
業
務
に
充
て
る
。
（
中
高
連

携
に
従
事
す
る
教
員
の
後
補
充
も
可
と
す
る
。
）

左
記
勤
務
内
容
に

係
る
も
の
で
あ
れ

ば
可
能

不
登
校
生
徒
指
導
加
配
非
常
勤
講
師

不
登
校
対
応
教
員
の
持
ち
授
業
時
数
を
軽
減
さ
せ
、
学

校
全
体
で
の
柔
軟
な
不
登
校
指
導
体
制
づ
く
り
を
行
う

た
め

年
間
7
0
0
時
間
以
内

（
週
2
0
時
間
×
3
5
週
）

学
校
教
育
法
施
行
規
則
別
表
第
一
又
は
第
二
に

掲
げ
る
各
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
（
※
１
・
２
）
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
及
び
そ
の
教
材

作
成
等
に
充
て
る
。

一
人
当
た
り
最
低
週
１
０
時
間
以
上
の
指
導
時
数
と

す
る
。

左
記
勤
務
内
容
に

係
る
も
の
で
あ
れ

ば
可
能

小
中
学
校
体
育
連
盟
加
配
非
常
勤
講
師
小
中
学
校
体
育
連
盟
に
派
遣
さ
れ
る
教
員
の
持
ち
授

業
時
数
を
軽
減
さ
せ
る
た
め
に
配
置
す
る
。

年
間
7
0
0
時
間
以
内

（
週
2
0
時
間
×
3
5
週
）

学
校
教
育
法
施
行
規
則
別
表
第
一
又
は
第
二
に

掲
げ
る
各
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
（
※
１
・
２
）
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
及
び
そ
の
教
材

作
成
等
に
充
て
る
。

左
記
勤
務
内
容
に

係
る
も
の
で
あ
れ

ば
可
能

公
立
小
中
学
校
非
常
勤
講
師

公
立
小
中
学
校
の
学
校
長
が
必
要
と
判
断
し
た
時
に
、

配
置
す
る
。

年
間
7
0
0
時
間
以
内

（
週
2
0
時
間
×
3
5
週
）

学
校
教
育
法
施
行
規
則
別
表
第
一
又
は
第
二
に

掲
げ
る
各
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
（
※
１
・
２
）
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
及
び
そ
の
教
材

作
成
等
に
充
て
る
。

左
記
勤
務
内
容
に

係
る
も
の
で
あ
れ

ば
可
能

小
学
校
専
科
指
導
加
配
非
常
勤
講
師

公
立
小
学
校
に
お
い
て
、
教
科
専
門
的
な
指
導
を
行
う

教
員
が
必
要
と
判
断
し
た
と
き
に
、
配
置
す
る
。

年
間
7
0
0
時
間
以
内

（
週
2
0
時
間
×
3
5
週
）

学
校
教
育
法
施
行
規
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
各

教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
（
※
１
）
、
総
合
的
な
学

習
の
時
間
の
指
導
及
び
そ
の
教
材
作
成
等
に
充

て
る
。

以
下
の
資
格
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

➀
小
学
校
高
学
年
を
原
則
対
象
と
し
て
、
「
算
数
、
理

科
、
体
育
」
の
優
先
教
科
で
の
活
用
を
す
る
。

②
一
人
当
た
り
週
１
２
時
間
を
目
標
と
し
つ
つ
、
概
ね
１

０
時
間
程
度
を
優
先
教
科
で
実
施
す
る
。

③
以
下
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
者

　
・
中
学
校
、
高
等
学
校
の
免
許
状
保
有
者

　
・
対
象
教
科
の
専
科
指
導
を
３
年
程
度
実
施
し
て
い

た
者
　
・
教
科
研
究
会
等
の
活
動
、
研
修
履
歴
、
著
名
な
実

績
等
が
一
定
程
度
あ
る
と
教
育
委
員
会
が
認
め
た
者

左
記
勤
務
内
容
に

係
る
も
の
で
あ
れ

ば
可
能

※
１
　
　
特
別
活
動
の
授
業
時
数
は
、
小
学
校
学
習
指
導
要
領
で
定
め
る
学
級
活
動
（
学
校
給
食
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

※
２
　
　
特
別
活
動
の
授
業
時
数
は
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
で
定
め
る
学
級
活
動
（
学
校
給
食
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。
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きめ細かな指導加配非常勤講師取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公立小中学校に対して、少人数授業やティームティーチングなど、 

多様できめ細かな指導を支援するために配置する非常勤講師の取扱いに関して必要な事 

項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 

 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

 

（非常勤講師の任用） 

第３条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号 

 の規定に該当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 

 一 教育職員免許法に基づく小学校教員の相当免許状を有する者 

 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者 

 に交付して行うものとする。 

 

（勤務時間等） 

第４条 非常勤講師の勤務時数は週２０時間以内を原則とし、年間７００時間を限度とす 

 る。 

２ １週間の勤務時間の割り振りは、該当する小中学校の学校長が定めるものとする。 

 

（報酬等） 

第５条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県 

 教育委員会教育長が定める。 

 

附  則 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

     この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   １ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   ２ 中学校きめ細かな指導加配非常勤講師取扱要綱は廃止する。 

     この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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小学校アクティブクラス非常勤講師取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公立小学校に対して、少人数授業やティームティーチングなど、多様できめ細か 

な指導を支援するために配置する非常勤講師の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１

項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

 

（配置基準） 

第３条 小学校１年生から３年生が次の各号のいずれかに該当する場合、非常勤講師を配置する。 

 一 学年１学級で、かつ児童数が２６人以上の公立小学校に非常勤講師２人を配置する。 

二 学年２学級以上で、かつ１学級当たりの平均児童数が２５人を超える学校が、アクティブクラスを

実施した場合、１学級の児童数が２６人以上の全学級に非常勤講師各２人を配置する（非常勤講師を

常勤教員に換算した場合を除く）。 

２ 小学校５年生から６年生が次の各号のいずれかに該当する場合、非常勤講師を配置する。 

 一 学年１学級で、かつ児童数が３６人以上の公立小学校に非常勤講師２人を配置する。 

二 学年２学級以上で、かつ１学級当たりの平均児童数が３５人を超える学校が、アクティブクラスを

実施した場合、１学級の児童数が３６人以上の全学級に非常勤講師各２人を配置する（非常勤講師を

常勤教員に換算した場合を除く）。 

 

（非常勤講師の任用） 

第４条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号の規定に該当 

 しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 

 一 教育職員免許法に基づく小学校教員の相当免許状を有する者 

 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者に交付して行 

 うものとする。 

 

（勤務時間等） 

第５条 非常勤講師の勤務時間数は週２０時間以内を原則とし、年間７００時間を限度とする。 

２ １週間の勤務時間の割振りは、該当する小学校の学校長が定めるものとする。 

 

（報酬等） 

第６条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めるところにより、支

給するものとする。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県教育委員会教 

 育長が定める。 

 

（参 考） 
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附  則 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

中学校はぐくみプラン非常勤講師取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公立中学校に対して、学習、生活両面でのきめ細かな指導を支援するために配置

する非常勤講師の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第

１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

（配置基準） 

第３条 中学校１年生から３年生が次の各号のいずれかに該当する場合、非常勤講師を配置する。 

 一 学年１学級で、かつ生徒数が３６人以上の公立中学校に非常勤講師１人を配置する。 

 二 学年２学級以上で、かつ１学級当たりの平均生徒数が３５人を超える学校が、アクティブクラス 

  を選択した場合、１学級の生徒数が３６人以上の学級に非常勤講師各１人を配置する（非常勤講師 

  を常勤教員に換算した場合を除く）。ただし、３人を上限とする。 

 三 学年２学級以上で、かつ１学級当たりの平均生徒数が３５人を超える学校が、３５人学級編制を 

  選択した場合、増加学級数と同数の非常勤講師を配置する（非常勤講師を常勤教員に換算した場合 

  を除く）。 

（非常勤講師の任用） 

第４条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号の規定に該当 

 しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 

 一 教育職員免許法に基づく中学校教員の相当免許状を有する者 

 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者に交付して行 

 うものとする。 

（勤務時間等） 

第５条 非常勤講師の勤務時間数は週２０時間以内を原則とし、年間７００時間を限度とする。 

２ １週間の勤務時間の割振りは、該当する中学校の学校長が定めるものとする。 

（報酬等） 

第６条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めるところにより、

支給するものとする。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県教育委員会教 

 育長が定める。 

 

附  則 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

     この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

     この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

     この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

     この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

中学校学習支援加配非常勤講師取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、中学校における経済的な困難を抱える生徒などへの学習支援を行う 

ため、小学校段階での学習内容の定着や学習上のつまずき解消などの取組を行う中学校 

に配置する非常勤講師の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 

 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

 

（非常勤講師の任用） 

第３条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号 

 の規定に該当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 

 一 教育職員免許法に基づく中学校教員の相当免許状を有する者 

 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者 

 に交付して行うものとする。 

 

（勤務時間等） 

第４条 非常勤講師の勤務時数は週２０時間以内を原則とし、年間７００時間を限度とす 

 る。 

２ １週間の勤務時間の割り振りは、該当する中学校の学校長が定めるものとする。 

 

（報酬等） 

第５条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県 

 教育委員会教育長が定める。 

 

附  則 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

教育実習校支援非常勤講師取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、山梨大学の教育実習生を受け入れる小中学校に対して、教育実習生 

 を指導する教員の後補充など教育実習校支援のために配置する非常勤講師の取扱いに関 

 して必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 

 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

 

（非常勤講師の任用） 

第３条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号 

 の規定に該当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 

 一 教育職員免許法に基づく小中学校教員の相当免許状を有する者 

 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者 

 に交付して行うものとする。 

 

（勤務時間等） 

第４条 非常勤講師の勤務時数は週２０時間以内を原則とし、年間７００時間を限度とす 

 る。 

２ １週間の勤務時間の割り振りは、該当する小中学校の学校長が定めるものとする。 

 

（報酬等） 

第５条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県 

 教育委員会教育長が定める。 

 

附  則 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

     この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

     この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

特別支援学級加配非常勤講師取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、特別支援学級を設置している公立小中学校に対して、障害の程度が 

 重度の児童生徒が複数在籍し、通常の学級運営または教育指導を行うことが困難と認め 

 られる場合において、これを解消するために配置する非常勤講師の取扱いに関して必要 

 な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 

 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

 

（非常勤講師の任用） 

第３条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号 

 の規定に該当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 

 一 教育職員免許法に基づく小中学校教員の相当免許状を有する者 

 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者 

 に交付して行うものとする。 

 

（勤務時間等） 

第４条 非常勤講師の勤務時数は週２０時間以内を原則とし、年間７００時間を限度とす 

 る。 

２ １週間の勤務時間の割り振りは、該当する小中学校の学校長が定めるものとする。た 

 だし、勤務内容については特別支援学級の運営等に関わるものに限ることとする。 

 

（報酬等） 

第５条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県 

 教育委員会教育長が定める。 

 

附  則 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

     この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

     この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

 

主幹教諭配置校支援非常勤講師取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、主幹教諭が配置される小中学校に対して、主幹教諭としての職務に 

 従事する教員の後補充など、主幹教諭配置校支援のために配置する非常勤講師の取扱い 

 に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 

 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

 

（非常勤講師の任用） 

第３条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号 

 の規定に該当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 

 一 教育職員免許法に基づく小中学校教員の相当免許状を有する者 

 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者 

 に交付して行うものとする。 

 

（勤務時間等） 

第４条 非常勤講師の勤務時数は週２０時間以内を原則とし、年間７００時間を限度とす 

 る。 

２ １週間の勤務時間の割り振りは、該当する小中学校の学校長が定めるものとする。 

 

（報酬等） 

第５条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県 

 教育委員会教育長が定める。 

 

附  則 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

     この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

     この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

通級指導対応加配非常勤講師取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、通級指導教室を設置している公立小中学校に対して、障害に応じた

特別の指導を行うために配置する非常勤講師の取扱いに関して必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 

 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

 

（非常勤講師の任用） 

第３条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号 

 の規定に該当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 

 一 教育職員免許法に基づく小中学校教員の相当免許状を有する者 

 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者 

 に交付して行うものとする。 

 

（勤務時間等） 

第４条 非常勤講師の勤務時数は週２０時間以内を原則とし、年間７００時間を限度とす 

 る。 

２ １週間の勤務時間の割り振りは、該当する小中学校の学校長が定めるものとする。た 

 だし、勤務内容については通級による指導及び通級指導教室の運営等に関わるものに限  

ることとする。 

 

（報酬等） 

第５条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県 

 教育委員会教育長が定める。 

 

附  則 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

 

コミュニティ・スクール導入等促進加配非常勤講師取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、コミュニティ・スクールの導入等に取り組む公立小中学校に対して、

地域における組織や運営体制づくりのために配置する非常勤講師の取扱いに関して必要

な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 

 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

 

（非常勤講師の任用） 

第３条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号 

 の規定に該当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 

 一 教育職員免許法に基づく小中学校教員の相当免許状を有する者 

 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者 

 に交付して行うものとする。 

 

（勤務時間等） 

第４条 非常勤講師の勤務時数は週２０時間以内を原則とし、年間７００時間を限度とす 

 る。 

２ １週間の勤務時間の割り振りは、該当する小中学校の学校長が定めるものとする。た 

 だし、勤務内容についてはコミュニティ・スクールの導入等に関わるものに限ることと 

する。 

 

（報酬等） 

第５条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県 

 教育委員会教育長が定める。 

 

附  則 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

先導的実践研究加配非常勤講師取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、先導的実践研究指定校である公立小中学校に対して、研究テーマに

応じた取り組みを行うために配置する非常勤講師の取扱いに関して必要な事項を定める

ものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 

 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

 

（非常勤講師の任用） 

第３条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号 

 の規定に該当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 

 一 教育職員免許法に基づく小中学校教員の相当免許状を有する者 

 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者 

 に交付して行うものとする。 

 

（勤務時間等） 

第４条 非常勤講師の勤務時数は週２０時間以内を原則とし、年間７００時間を限度とす 

 る。 

２ １週間の勤務時間の割り振りは、該当する小中学校の学校長が定めるものとする。た 

 だし、勤務内容については研究テーマに関わるものに限ることとする。 

 

（報酬等） 

第５条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県 

 教育委員会教育長が定める。 

 

附  則 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

 

小規模中学校非常勤講師取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、中学校における免許外教科担任の解消を図るために配置する非常勤 

 講師の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 

 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

 

（対象校） 

第３条 この要綱の対象となる中学校は、６学級以下の中学校及び新学習指導要領への対 

 応が特に困難と認められる７学級の中学校の中から山梨県教育委員会が指定する中学校 

 とする。 

 

（対象教科） 

第４条 この要綱の対象となる教科は、免許外となる教科であればどの教科でもよく、対 

 象となる中学校の学校長の選択に任せる。 

 

（非常勤講師の任用） 

第５条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号 

 の規定に該当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 

 一 教育職員免許法に基づく中学校教員の相当免許状を有する者 

 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者 

 に交付して行うものとする。 

 

（勤務時間等） 

第６条 非常勤講師の勤務時間数は、発令通知書で定められた時間数とする。 

２ １週間の勤務時間の割り振りは、該当する中学校の学校長が定めるものとする。 

 

（報酬等） 

第７条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県 

 教育委員会教育長が定める。 
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 附則  この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

 附則  この要綱は、平成６年１０月１日から施行する。 

 附則  この要綱は、平成７年１０月１日から施行する。 

 附則  この要綱は、平成８年１０月１日から施行する。 

 附則  この要綱は、平成９年１０月１日から施行する。 

 附則  この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

 附則  この要綱は、平成１０年４月９日から施行する。 

  附則  この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

 附則  この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 附則  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

 

初任者研修に係る派遣職員取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162

号）（以下「地教行法」という。）第47条の４に定めるもののほか、山梨県教育委員会

（以下「県教委」という。）が、市町村（一部事務組合を含む）の設置する小学校、中

学校又は高等学校（以下「小学校等」という。）に派遣する非常勤の職員（以下「派遣

職員」という。）取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 

 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

 

（派遣の申請） 

第３条 市町村（組合）教育委員会（以下「市町村教委」という。）は地教行法第47条の

４第１項の規定及び山梨県公立学校養護教諭初任者研修実施要項６（３）の規定によ

り、派遣職員の派遣を受けようとするときは、派遣職員派遣申請書（様式第１）によ

り、県教委に申請するものとする。 

 

（派遣の決定） 

第４条 県教委は、前条の申請があったときは、派遣職員の派遣の可否を決定し、その旨

を市町村教委に通知するものとする。 

２ 県教委は前項の規定に基づき派遣することを決定した場合は、派遣職員派遣決定書

（様式第２）により通知するものとする。 

３ 県教委は、第１項の規定により派遣職員の派遣の可否を決定する場合には、当該派遣

職員の派遣期間、週当たりの勤務日数、週当たり勤務時間及び担当教科等の調整を行う

ことができるものとする。 

 

（任 用） 

第５条 派遣職員は、次の各号のいずれにも該当するもので地方公務員法（昭和25年法律

第261号）第16条の各号の規定に該当しない者のうちから、１年を越えない期間を任期

として、県教委が任命する。 

一 教育職員免許法（昭和24年法律第147号）に基づく各相当学校の教員の相当免許状

を有する者 

二 教員の服務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 派遣職員の任用の発令は、採用・派遣発令通知書（様式第３）を県教委が被任用者に

交付して行うものとする。 
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（非常勤講師の任命） 

第６条 市町村教委は、第４条の規定により派遣された派遣職員を県教委の派遣発令と同

日付けで非常勤の講師（以下「非常勤講師」という。）に任命し、当該教育委員会の所

管に属する小学校等に勤務することを命ずるものとする。 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用発令通知書（様式第４）を市町村教委が被任用者に

交付して行うものとする。 

 

（報 酬） 

第７条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 

 

（勤務時間及び休暇） 

第８条 拠点校指導教員の配置が困難なへき地校等の１人配置校において、非常勤講師の

１週間当たりの勤務時間は、21時間以下とする。 

２ 拠点校方式において、初任者の校外研修の後補充のための非常勤講師の１日当たりの

勤務時間は、７時間以下とする。 

３ 初任者養護教諭の校外研修の後補充のための非常勤講師の１日当たりの勤務時間は、

７時間以下とする。 

 

（分限及び懲戒の手続き） 

第９条 派遣職員の分限及び懲戒は、第４条の規定により派遣を受けた市町村教委の報告

を待って、県教委が行うものとする。 

 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県

教育委員会教育長が定める。 

 

附 則 この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成 18 年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

入院児童生徒教育体制強化事業非常勤講師取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、医療機関内に設置されている公立小中学校の分校において、入院児

童生徒等の教育機会の確保に関する研究に従事する教員の後補充などのために配置する

非常勤講師の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 

 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

 

（非常勤講師の任用） 

第３条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号 

 の規定に該当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 

 一 教育職員免許法に基づく小中学校教員の相当免許状を有する者 

 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者 

 に交付して行うものとする。 

 

（勤務時間等） 

第４条 非常勤講師の勤務時数は週１９時間以内を原則とし、年間７６０時間を限度とす

る。 

２ １週間の勤務時間の割り振りは、該当する小中学校の学校長が定めるものとする。 

 

（報酬等） 

第５条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県 

 教育委員会教育長が定める。 

 

附  則 この要綱は、平成２９年７月７日から施行する。 

附  則 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

院内分校特別加配非常勤講師取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、医療機関内に設置されている公立小中学校の分校において、よりき

め細かな指導を行い、十分な学習機会を確保するために配置する非常勤講師の取扱いに

関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 

 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

 

（非常勤講師の任用） 

第３条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号 

 の規定に該当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 

 一 教育職員免許法に基づく小中学校教員の相当免許状を有する者 

 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者 

 に交付して行うものとする。 

 

（勤務時間等） 

第４条 非常勤講師の勤務時数は週２０時間以内を原則とし、年間７００時間を限度とす 

 る。 

２ １週間の勤務時間の割り振りは、該当する小中学校の学校長が定めるものとする。 

 

（報酬等） 

第５条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県 

 教育委員会教育長が定める。 

 

附  則 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

中高連携加配非常勤講師取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、中高連携を推進する公立中学校において、学校の負担等を軽減する

ために配置する非常勤講師の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 

 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

 

（非常勤講師の任用） 

第３条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号 

 の規定に該当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 

 一 教育職員免許法に基づく中学校教員の相当免許状を有する者 

 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者 

 に交付して行うものとする。 

 

（勤務時間等） 

第４条 非常勤講師の勤務時数は週２０時間以内を原則とし、年間７００時間を限度とす 

 る。 

２ １週間の勤務時間の割り振りは、該当する中学校の学校長が定めるものとする。 

 

（報酬等） 

第５条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県 

 教育委員会教育長が定める。 

 

附  則 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附  則 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

不登校生徒指導加配非常勤講師取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、不登校対策を推進する公立中学校において、不登校対応教員の持ち

授業時数を軽減させ、学校全体での柔軟な不登校指導体制づくりを行うために配置する

非常勤講師の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 

 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

 

（非常勤講師の任用） 

第３条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号 

 の規定に該当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 

 一 教育職員免許法に基づく中学校教員の相当免許状を有する者 

 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者 

 に交付して行うものとする。 

 

（勤務時間等） 

第４条 非常勤講師の勤務時数は週２０時間以内を原則とし、年間７００時間を限度とす 

 る。 

２ １週間の勤務時間の割り振りは、該当する中学校の学校長が定めるものとする。 

 

（報酬等） 

第５条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県 

 教育委員会教育長が定める。 

 

附  則 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

小中学校体育連盟派遣加配非常勤講師取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、小中学校体育連盟に派遣される教員の持ち授業時数を軽減させるた

めに配置する非常勤講師の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 

 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 

 

（非常勤講師の任用） 

第３条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号 

 の規定に該当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 

 一 教育職員免許法に基づく中学校教員の相当免許状を有する者 

 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 

２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者 

 に交付して行うものとする。 

 

（勤務時間等） 

第４条 非常勤講師の勤務時数は週２０時間以内を原則とし、年間７００時間を限度とす 

 る。 

２ １週間の勤務時間の割り振りは、該当する中学校の学校長が定めるものとする。 

 

（報酬等） 

第５条 非常勤講師の報酬及び手当に関しては、山梨県教育委員会教育長が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県 

 教育委員会教育長が定める。 

 

附  則 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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教 義 第 ５ ０ ４ ９ 号 

令和７年２月２５日 

 

 各市町村（組合）教育委員会教育長 

 各 教 育 事 務 所 長 

 

山梨県教育委員会教育長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

公立小・中学校女性教員の妊娠時体育授業軽減に係る 

代替非常勤講師任用の取扱いの改正について（通知） 

 

 公立小・中学校女性教員の妊娠時体育授業軽減に係る代替非常勤講師の任用の取扱いに

つきましては、平成１０年３月３１日付け教義第３－１０１号等にて通知しているところ

ですが、今回その一部を改正することとしましたので事務に遺漏のないようお願い致しま

す。 

 また、市町村（組合）教育委員会教育長においては、貴管下小中学校に対して周知をお

願いするとともに、その適切な運用についてご指導願います。 

 

 

改正点 

・「妊娠代替非常勤講師任用時における提出書類について」において、「妊娠代替非常勤講

師の健康診断書（写）」を削除する。 

 

 

 

（参考）  妊娠代替非常勤講師任用時における提出書類について【改正後】 

     〔公立小中学校〕 

提出書類名 作成者 備考 

妊娠代替非常勤講師発令内申 地教委  

妊娠教員調書（写） 学校長  

医師の診断書（写） 妊娠教員 分娩予定日のわかるもの 

時間割表 学校長  

妊娠代替非常勤講師の勤務日程表 学校長  

妊娠代替非常勤講師の教員免許（写） 代替任用予定者  

履歴書 代替任用予定者  

臨時的任用教職員勤務記録カード（臨採カード）  代替任用予定者 既登録者は不要 

 

殿 

（参 考） 
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（参 考） 

                                    

                                   教義第３－１０１号 

                                   平成 10 年３月３１日 

  小・中学校長 

各 市町村（組合）教育委員会教育長  殿 

  教育事務所長 

                                山梨県教育委員会教育長 

 

公立小・中学校女性教員の妊娠時体育授業軽減に係る 

           代替非常勤講師任用の取扱いについて（通知） 

 

 公立小・中学校女性教員の妊娠時体育授業軽減に係る代替非常勤講師任用の取扱につきましては、平

成６年３月 25 日付け教職第 3-70 号及び平成８年３月 22 日付け教職第 3-35 号において既に通知したと

ころですが、今回その一部を改正し、平成 10 年４月１日から実施することになりましたので事務に遺

漏のないようお願いいたします。 

 

 なお、主な改正点は次のとおりです。 

 (1) 小学校において、妊娠中のため体育の授業を行うことの困難な女性教員が、同一校２名以上いる

ことを任用要件としないこととする。 

 (2) 小学校における非常勤講師の１週間当たりの勤務時間を３時間以内とする。 

１ 非常勤講師任用要件 

   公立の小・中学校において、妊娠中のため体育の授業を行うことが困難な女性教員（職員の分娩休

暇又は１日を単位とする傷病休暇を受けている者以外の者（以下「妊娠教員」 という。）が妊娠判明

時以降に、当該女性教員が妊娠教員として在籍する期間に附いて非常勤講師を任用することができる

ものとする。 

２ 非常勤講師の勤務時間 

 非常勤講師の１週間当たりの勤務時間は、小学校にあっては女性教員 1 名につき３時間以内、中学

校にあっては 12 時間以内とする。 

３ 妊娠時体育授業軽減女性教員の動務 

 体育授業を軽減される女性教員は当該軽減に係る時間について当該体育授業に係る引継ぎ、補填授

業及び学級、学年に係る事務整理等の校務に従事するものとする。 

４ 任用手続き等 

 非常勤講師の任用手続き等については、平成７年７月５日付け教職第 7-19 号によるものとする。 

５ 報酬等の取扱い 

 妊娠代替非常勤講師に係る報酬等の取扱いについては山梨県教育委員会教育長が別に定めるとこ

ろにより、支給するものとする。 

６ その他 

 (1) この取扱いに関し、疑義が生じた場合には、県教育委員会と協議するものとする。 

 (2)平成６年３月 25 日付け教職第 3-70 号「公立小・中学校女子職員の妊娠時体育授業軽減に係る代

替非常勤講師任用の取扱いについて」及び平成８年３月 22 日付け教職 3-54 号「公立小・中学校

女子職員の妊娠時体育授業軽減に係る代替非常勤講師の取扱いについて」は廃止する。 

 

平成 12 年６月 29 日 教義２第 6-29 号改正   

令和 ２年４月 １日 教義第 260 号改正 

令和 ７年２月 25 日 教義第 5049 号改正 
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妊娠代替非常勤講師任用時における提出書類について 
 

                                 〔公立小中学校〕 

 
提 出 書 類 名 

 
作成者 

 
備     考 

 
妊娠代替非常勤講師発令内申 

 
地教委  

 
妊娠教員調書（写） 

 
学校長 

 
 

 
医師の診断書（写） 

 
妊娠教員 分娩予定日がわかるもの 

 
時 間 割 表 

 
学校長 

 
 

 
妊娠代替非常勤講師の勤務日程表 

 
学校長  

 
妊娠代替非常勤講師の教員免許（写） 

 
代替任用予定者  

履歴書 代替任用予定者  
 
臨時的任用教職員勤務記録カード（臨採カード） 

 
代替任用予定者 

 
既登録者は不要 
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（参 考） 

                                    

                                    教高第３－116 号 

                                     平成12年３月27日 

各県立学校長  殿 

                                  山梨県教育委員会教育長 

 

県立学校女性教員の妊娠時体育授業軽減に係る 

             代替非常勤講師任用の取扱いについて (通知) 

 

 県立の高等学校、盲学校、ろう学校及び養護学校（以下「県立学校」という。）の女性教員の妊娠時体育

授業の軽減及び軽減に伴う代替非常勤講師の任用についての取扱いについては、平成６年３月 25 日付け教

職第3-70号において通知したところですが、今回その一部（下線部）を改正し、平成12年４月１日から実

施することとしましたので、事務に遺漏のないようお願いたします。 

 

 主な改正点は次のとおりです。 

１ 非常勤講師任用要件 

 県立学校において、妊娠中のため体育の授業を行うことが困難な女性教員（職員の分娩休暇又は１日を

単位とする傷病休暇を受けている者以外の者。以下「妊娠教員」という。）が妊娠判明時以降に、当該女

性教員が妊娠教員として在職する期間について非常勤講師を任用することができるものとする。 

２ 非常勤講師の勤務時間 

 非常勤講師の１週間当たりの勤務時間は、特殊教育諸学校小学部にあっては妊娠教員１名につき３時間

以内、中・高等部及び高等学校にあっては12時間以内とする。 

３ 妊娠時体育授業軽減女性教員の勤務 

 体育授業を軽減された女性教員は当該軽減に係る時間について当該体育授業に係る引き継ぎ、補填授業

及び学級、学年に係る事務整理等の校務に従事するものとする。 

４ 任用手続き等 

 非常勤講師の任用手続き等については、｢県立学校非常勤講師取扱要綱｣の定めによるほか、平成７年７

月５日付け教職第7-19号によるものとする。 

５ 報酬等の取扱い 

 妊娠代替非常勤講師に係る報酬等の取扱いについては、「非常動の教育職員の手当支給に関する規程」

及び「非常動の教育職員の通勤手当に相当する報酬支給要綱」の定めるところによるものとする。 

６ その他 

 (1) この取扱いに関し、疑義が生じた場合には、県教育委員会と協議するものとする。 

 (2) 平成６年３月 25 日付け教職第 3-70 号「県立学校女子教員の妊娠時体育授業軽減に係る代替非常勤

講師任用の取扱いについて」及び平成８年３月 22 日付け教職第 3-54 号「県立学校女子教員の妊娠時

体育授業軽減に係る代替非常勤講師任用の取扱いについて」は廃止する。 

 

 平成12年６月30日 教高２第6-8号改正 

 令和 ７年４月 １日 教高第４０号改正 
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妊娠代替非常勤講師任用時における提出書類について 

 
                                      〔県立学校〕 

 
提 出 書 類 名 

 
作成者 

 
備     考 

 
妊娠代替非常勤講師発令内申 

 
学校長  

 
妊娠教員調書   

 
学校長 

 
 

 
医師の診断書（写） 

 
妊娠教員 分娩予定日がわかるもの 

 
時 間 割 表 

 
学校長 

 
 

 
妊娠代替非常勤講師の勤務日程表 

 
学校長  

 
妊娠代替非常勤講師の教員免許（写） 

 
代替任用予定者  

履歴書 代替任用予定者  
 
臨時的任用教職員勤務記録カード（臨採カード） 

 
代替任用予定者 

 
既登録者は不要 

 



 
（参 考） 
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公立小中学校非常勤講師取扱要綱 
 

 （趣旨） 
第１条 この要綱は、公立小中学校の学校⻑が、非常勤講師を勤務させる必要があると 

判断した場合の必要な事項を定めるものとする。 
 
 （定義） 
第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 
 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 
 
 （非常勤講師の任用） 
第３条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号 
 の規定に該当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 
 一 教育職員免許法に基づく小中学校教員の相当免許状を有する者 
 二 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 
２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者 
 に交付して行うものとする。 
 
（勤務時間等） 
第４条 非常勤講師の勤務時数は週２０時間以内を原則とし、年間７００時間を限度とす 
 る。 
２ １週間の勤務時間の割り振りは、該当する小中学校の学校⻑が定めるものとする。 
 
（報酬等） 
第５条 非常勤講師の報酬及び⼿当に関しては、山梨県教育委員会教育⻑が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 
 
（その他） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県 
 教育委員会教育⻑が定める。 
 
附  則 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
 



 
 
（参 考） 
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小学校専科指導加配非常勤講師取扱要綱 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、公立小学校において、専門的な知識又は技能に係る教科等に関する 

専門的な指導を行う非常勤講師を勤務させる必要があると判断した場合に配置する非常
勤講師の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。 

 
 （定義） 
第２条 この要綱で「非常勤講師」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 
 ２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として雇用される教職員を指す。 
 
 （非常勤講師の任用） 
第３条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第１６条の各号 
 の規定に該当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、採用、任命する。 
 一 教員としての業務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者 
２ 非常勤講師の任用の発令は、採用、派遣発令通知書を、山梨県教育委員会が被任用者 
 に交付して行うものとする。 
 
（勤務時間等） 
第４条 非常勤講師の勤務時数は週２０時間以内を原則とし、年間７００時間を限度とす 
 る。 
２ １週間の勤務時間の割り振りは、該当する小学校の学校⻑が定めるものとする。 
 
（報酬等） 
第５条 非常勤講師の報酬及び⼿当に関しては、山梨県教育委員会教育⻑が別に定めると

ころにより、支給するものとする。 
 
（その他） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、山梨県 
 教育委員会教育⻑が定める。 
 
附  則 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

 

市町村（組合）立小・中学校及び県立特別支援学校の特別非常勤講師取扱要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）（以下「免許法」という。）第３

条の２の規定に基づき、山梨県教育委員会（以下「県教委」という。）が、市町村（一部事務組合

を含む。）の設置する小学校又は中学校及び県立特別支援学校（以下「小学校等」という。）に派遣

する特別非常勤講師の取り扱いに関して必要な事項を定めるものとする。 

（定 義） 

第２条 特別非常勤講師は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号。以下「地公法」という。）第

３条の第３項に規定する特別職として雇用される非常勤の職員とする。 

（特別非常勤講師の届出） 

第３条 学校長は、免許状を有しない者を特別非常勤講師に充てようとするときは、あらかじめ、 

 免許法第３条の２の規定による特別非常勤講師の届出書（様式第３）により、所轄の市町村教育 

 委員会に提出し、市町村教育委員会の押印のあるものを、県教委に届け出るものとする。 

（派遣の申請） 

第４条 市町村（組合）教育委員会（以下「市町村教委」という。）は、特別非常勤講師の派遣を 

 受けようとするときは、特別非常勤講師派遣申請書（様式第１）に人物に関する証明書（様式第 

 ２）を添付して、県教委に申請するものとする。 

（派遣の決定） 

第５条 県教委は、前条の申請があったときは、特別非常勤講師の派遣の可否を決定し、特別非常 

 勤講師派遣決定書（様式第４）をもって市町村教委に通知するものとする。 

２ 県教委は、前項の規定により特別非常勤講師の派遣の可否を決定する場合は、当該特別非常勤 

 講師の派遣期間、年当たり勤務日数、年当たり勤務時間及び担当教科等の調整を行うことができ 

 るものとする。 

（任 用） 

第６条 特別非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者で、地公法第 16 条の各号の規定に該 

 当しない者のうちから、１年を超えない期間を任期として、県教委が任命する。 

 ① 専門的知識・経験及び技能を有し、小学校等における多様な学習活動や学習効果が期待でき 

  る者 

 ② 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見をもっている者 

２ 特別非常勤講師の任用の発令は、発令通知書（様式第５）を交付して行うものとする。 

（報酬等の支給） 

第７条 特別非常勤講師に対する報酬は、学校から、月別実施報告書（様式第８）及び内訳書（様 

 式第９）を学期ごとにまとめて教育事務所に提出し、その実績に応じて本人の口座振込依頼書（様 

 式第 10）に基づいて支給する。なお、通勤手当についても同様に通勤届（H11.7.5 付け事務連絡 

 で通知）に基づいて支給する。 

（勤務日及び勤務時間） 

第８条 勤務日及び勤務時間の割り振りは、県教委が別に定める基準により市町村教委が定めるも 

 のとする。 

（分限及び懲戒の手続き） 

第９条  特別非常勤講師の分限及び懲戒は、第５条の規定により派遣を受けた市町村教委の報告に 

 より、県教委が行うものとする。 



 

133 

 

（その他） 

第 10 条 この要綱に定めたもののほか、特別非常勤講師の取扱いに関して必要な事項は、山梨県教 

 育委員会教育長が別に定める。 

 附 則 

      平成９年４月１日    施 行 

      平成 10 年７月１日   一部改正 

      平成 12 年４月１日  施 行 

      平成 14 年４月１日    施 行（著名人道徳講師活用） 

平成 14 年 10 月１日   一部改正 

平成17年４月１日   一部改正 

平成 19 年４月１日  一部改正 
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（参 考） 

 

県立学校に勤務する非常勤の理科・視聴覚実習助手取扱要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、山梨県教育委員会（以下「県教委」という。）が設置する県立学校に勤務 

 する非常勤の理科・視聴覚実習助手の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。 

（定 義） 

第２条 この要綱で「非常勤の理科・視聴覚実習助手」とは、地方公務員法（昭和25年法律第 

 261号）第３条第３項第３号に規定する特別職として雇用される非常勤の教育職員をいう。 

（任用の申請） 

第３条 学校長は、非常勤の理科・視聴覚実習助手を勤務させる必要が生じたときは、様式第１ 

により県教委に内申するものとする。 

（任用の決定） 

第４条 県教委は、前条の申請があったときは、非常勤の理科・視聴覚実習助手の任用の可否を 

決定するものとする。 

２ 県教委は、前項の規定による任用の可否を決定する場合には、当該非常勤の理科・視聴覚実 

 習助手の任用期間、週当たり勤務日数、週当たり勤務時間の調整を行うことができるものとす 

 る。 

（任 用） 

第５条 非常勤の理科・視聴覚実習助手は、教育職員の職務を行うに必要な熱意と識見を持って 

 いる者で地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条の各号の規定に該当しない者のうちか 

 ら、１年を超えない期間を任期として、県教委が任命する。 

２  非常勤の理科・視聴覚実習助手の任用の発令は、様式第２による発令通知書を県教委が被任 

 用者に交付して行うものとする。 

（報 酬） 

第６条 非常勤の理科・視聴覚実習助手には、別に定める報酬及び非常勤の教育職員の通勤手当 

 に相当する報酬支給要綱に定めるところにより、報酬を支給するものとする。 

（勤務時間及び休暇） 

第７条 非常勤の理科・視聴覚実習助手の１週間当たり勤務時間は、32時間以内とし、勤務は１ 

 週間に４日以内とする。ただし、特別の事情のある場合はこの限りでない。 

２ 勤務時間の割振りは、前項の範囲内で学校長が定める。 

３  非常勤の理科・視聴覚実習助手が６月継続して勤務した場合は、別表に定める日数の年次有 

給休暇を与えるものとする。 

（社会保険） 

第８条 非常勤の理科・視聴覚実習助手のうち、その勤務時間等が、健康保険法（大正十一年法 

律第七十号）、厚生年金保険法（昭和二十九年法律百十五号）、雇用保険法（昭和四十九年法 

律第百十六号）又は介護保険法（平成九年法律第百二十三号）に定める被保険者の要件に該当 

する者は、各保険の被保険者とする。 

（分限及び懲戒の手続き） 

第９条 非常勤の理科・視聴覚実習助手の分限及び懲戒は、学校長の報告をまって県教委が行う 

 ものとする。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、非常勤の理科・視聴覚実習助手の取扱いに関し必要な 
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事項は、県教委教育長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２５年 ７月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２８年１０月 １日から施行する。 

 

 

 

 

別 表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本表による年次有給休暇付与の取扱いについては、別に定める。 

 

１週間の 

勤務日数 

４日 ３日 ２日 １日 

１年間の 

勤務日数 

１６９日から

２１６日まで 

１２１日から

１６８日まで 

７３日から 

１２０日まで 

４８日から 

７２日まで 

 

 

 

継 

続 

勤 

務 

年 

数 

 

６月  ７日  ５日 ３日 １日 

１年 

６月 
 ８日  ６日 ４日 ２日 

２年 

６月 
 ９日  ６日 ４日 ２日 

３年 

６月 
１０日  ８日 ５日 ２日 

４年 

６月 
１２日  ９日 ６日 ３日 

５年 

６月 
１３日 １０日 ６日 ３日 

６年６月以上 
１５日 １１日 ７日 ３日 
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（参 考） 

 

教 高 第 ３６００ 号 

                            平成２７年３月２４日 

 
 

各県立学校長 殿 

 
 

                            高校教育課長 

 
 

他校を経由する経路で通勤する非常勤講師の 

通勤手当相当額の取扱いについて(通知) 

 
 

県立学校に勤務する非常勤講師の通勤手当に相当する額については、県立学校非常

勤講師取扱要綱及び非常勤の教育職員の通勤手当に相当する報酬等支給要綱において

取扱いを定めているところですが、この度、複数の県立学校への勤務に伴い他校を経

由する経路で通勤する必要がある非常勤講師の通勤手当相当額の算定方法について整

理しましたので御了知の上、これに基づく事務処理をお願いします。 

 

 

１ 他校を経由する経路で通勤する非常勤講師の通勤手当相当額の算定方法 

 別添「他校を経由する経路で通勤する非常勤講師の通勤手当相当額の取扱いにつ

いて」のとおり 

 

 

２ 適用日 

  上記については、平成２７年度の勤務実績に対する支給から適用する。 

 

 

 

 

 

   高校教育課 人事担当   

   tel 055-223-1758 

    fax 055-223-1768 
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 (3)  通勤経路途上の他校から送付された出勤簿(写)と当該校の出勤簿を照合し、当該校のみの 

  勤務日数、他校経由の勤務日数を確認する。 

別添      

他校を経由する経路で通勤する非常勤講師の通勤手当相当額の取扱いについて 

 

 複数の県立学校への勤務に伴い他校を経由する経路で通勤することが必要となる非常勤講師の

通勤手当相当額の取扱いについては、次によるものとする。 

 

１ 非常勤講師の任用を行う県立学校は、年度当初に当該非常勤講師から次の書類の提出を受け、 

複数校への勤務に伴う「他校を経由する通勤経路（『自宅～当該校』以外の通勤経路）」の有無 

を確認するものとする。  
 

 提出を求める書類：非常勤講師の通勤経路記入用紙 
 

２ 確認の結果、自宅～当該校以外に他校を経由する通勤経路での通勤の必要がある非常勤講師 

（以下「他校経由の必要がある非常勤講師」という。）がいる学校については、当該非常勤講師 

から自宅～当該校の通勤届と共に、自宅から当該校及び他校を経由して自宅に戻る通勤届の提 

出を受け、それぞれの経路を認定するものとする。 

（他校を経由する場合の通勤届の記入例は別添のとおり） 
 

３ 他校経由の必要がある非常勤講師がいる学校については、相手校と連絡を取り、当該非常勤

講師の発令通知書写し、通勤届写（他校を経由する通勤届を含む。）、当該非常勤講師の勤務日、

勤務時間等の分かる日課表、時間割を相手校に送付するものとする。 
 

４ 他校経由の必要がある非常勤講師については、月の勤務日をその通勤経路に応じて、勤務校 

との往復の日と、他校を経由する日に分け、通勤経路が勤務校との往復の日については、該当 

校がその分の通勤手当相当額を算定し、他校を経由する日については、その日数及び自宅から 

当該校と他校を経由して自宅に戻るまでの距離の１／２の距離に応じて算定される金額に各校 

の片道距離を両校の片道距離の合計で除した数を乗じた金額（小数点以下四捨五入｡但し、両校 

の小数点以下が０．５となる場合は、片道距離の短い学校が切り捨てるものとする。）をそれぞ 

れの学校の通勤手当相当額として算定する。 
 

５ 他校を経由する非常勤講師がいる学校については、報酬支給事務に間に合うように当該非常 

勤講師の前月の勤務実績に係わる出勤簿等をお互いの学校に送付するものとする。 
 

６ 他校を経由する非常勤講師がいる学校については、５の実績に応じて、当該校と自宅を往復 

する日の通勤手当相当額及び他校を経由する日数及び自宅から当該校と他校を経由して自宅に 

戻るまでの距離の１／２の距離に応じて算定される金額に各校の片道距離を両校の片道距離の 

合計で除した数を乗じた金額（小数点以下四捨五入｡但し、両校の小数点以下が０．５となる場 

合は、片道距離の短い学校が切り捨てるものとする。）を通勤手当相当額として支給する。 

 

※ 他校を経由する通勤経路の調整を行う場合の事務処理例 

   

(1) 非常勤講師の出勤簿の提出を受ける。 
 

(2)  他校経由の必要がある非常勤講師については、出勤簿(写)において勤務日の変更があった

日に印を付けた上で､通勤経路途上の他校に当該写しを送付する。 
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(4) (3)で確認した日数に基づき、次の算式で当該月の通勤手当相当額を算定する。  
 

① 当該校のみの勤務日数×（自宅～当該校の片道通勤距離に基づく支給月額）／２１日 

                              （小数点以下切り捨て） 

② （他校経由の勤務日数×自宅から複数校を経由して自宅に戻るまでの通勤距離／２（小

数点第２位切り捨て）の通勤距離に基づく支給月額／２１日） 

×各校の片道距離／両校の片道距離の合計 

（小数点以下四捨五入｡但し、両校の小数点以下が０．５となる場合は、片道距離の短

い学校は小数点以下を切り捨てるものとする。） 

 
 

 

 

 

①＋②の金額が当該月の通勤手当相当額となる。  
  

《参考例》 
 

 ① Ａ校のみ勤務（６日）：自宅      Ａ校       自宅 

 

 ② ＡＢ両校勤務（２日）：自宅      Ａ校      B 校          自宅 

 

  ③ Ｂ校のみ勤務（８日）：自宅      Ｂ校       自宅 

 

 ◆ 片道の通勤距離の決定（小数点以下第２位切り捨て） 

  ① Ａ校のみ勤務 １２km 

  ② ＡＢ両校勤務（１２km+１０km+５km）／2 =１３．５km 

  ③ Ｂ校のみ勤務  ５km 

 

 ◆ 支給額の決定・支給 

  ①の支給額 ＝「６日」×「片道通勤距離が１２．０km の通勤手当月額」／「２１日」 

                               （小数点以下切り捨て） 
  

②の支給額 ＝「２日」×「片道通勤距離が１３．５km の通勤手当月額」／「２１日」 
                               （小数点以下切り捨て） 
 

③の支給額 ＝「８日」×「片道通勤距離が ５．０km の通勤手当月額」／「２１日」 
                               （小数点以下切り捨て） 

 

・①の金額及び ②の金額に１２／１７を乗じた金額をＡ校において支給 

・③の金額及び ②の金額に ５／１７を乗じた金額を B 校において支給 

 
 ※ ②の金額の按分は、小数点以下四捨五入｡但し、両校の小数点以下が０．５となる場合は、

片道距離の短い学校は小数点以下を切り捨てるものとする。 
 

 

５km ５km 

10km 

12km 12km 

12km ５km 

このような処理を行うことにより、両校の通勤手当相当額の合計が 

（各校の片道距離／両校の片道距離の合計）を乗ずる前の金額と一致する。 

 なお、複数の通勤経路（自宅～当該校、他校を経由する経路）を認定する非常勤 

講師についても、通勤手当相当額の非課税限度額の区分となる通勤距離は、自宅～当

該校の片道距離となる。 


